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平成２７年第１回京丹波町議会定例会（第１号） 

 

                            平成２７年３月 ３日（火） 

                            開会  午前 ９時００分 

１ 議事日程 

  第 １ 会議録署名議員の指名 

  第 ２ 会期の決定 

             自 平成２７年 ３月 ３日 

                          ２３日間 

             至 平成２７年 ３月２５日 

  第 ３ 諸般の報告 

  第 ４ 町長施政方針説明 

  第 ５ 請願の委員会付託 

  第 ６ 議案第 １号 平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事請負契 

             約の変更について 

  第 ７ 議案第 ２号 平成２６年度 鳥インフルエンザ発生農場跡地解体工事請負契約 

             の変更について 

  第 ８ 議案第 ３号 平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の 

             変更について 

  第 ９ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  第１０ 議案第 ４号 京丹波町表彰条例の制定について 

  第１１ 議案第 ５号 京丹波町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１２ 議案第 ６号 京丹波町町営バス運行事業条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて 

  第１３ 議案第 ７号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

             の一部を改正する条例の制定について 

  第１４ 議案第 ８号 京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 

  第１５ 議案第 ９号 京丹波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

             ついて 

  第１６ 議案第１０号 京丹波町先行取得用地活用対策基金条例を廃止する条例の制定に 
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             ついて 

  第１７ 議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律 

             の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

  第１８ 議案第１２号 京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正する条例 

             の制定について 

  第１９ 議案第１３号 京丹波町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

  第２０ 議案第１４号 京丹波町グリーンランドみずほの設置及び管理に関する条例の一 

             部を改正する条例の制定について 

  第２１ 議案第１５号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

  第２２ 議案第１６号 京丹波町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定について 

  第２３ 議案第１７号 京丹波町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一 

             部を改正する条例の制定について 

  第２４ 議案第１８号 京丹波町老人医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 

  第２５ 議案第１９号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

  第２６ 議案第２０号 京丹波町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介 

             護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す 

             る基準を定める条例の制定について 

  第２７ 議案第２１号 京丹波町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に 

             関する基準を定める条例の制定について 

  第２８ 議案第２２号 京丹波町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

             関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

  第２９ 議案第２３号 京丹波町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

             び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の 

             ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改 

             正する条例の制定について 

  第３０ 議案第２４号 京丹波町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を 

             定める条例の一部を改正する条例の制定について 

  第３１ 議案第２５号 京丹波町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を 

             改正する条例の制定について 
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  第３２ 議案第２６号 京丹波町わち「水と陸」自然双生運動公園条例を廃止する条例の 

             制定について 

  第３３ 議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定の変更について 

  第３４ 議案第２８号 平成２７年度京丹波町一般会計予算 

  第３５ 議案第２９号 平成２７年度京丹波町国民健康保険事業特別会計予算 

  第３６ 議案第３０号 平成２７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計予算 

  第３７ 議案第３１号 平成２７年度京丹波町介護保険事業特別会計予算 

  第３８ 議案第３２号 平成２７年度京丹波町水道事業特別会計予算 

  第３９ 議案第３３号 平成２７年度京丹波町下水道事業特別会計予算 

  第４０ 議案第３４号 平成２７年度京丹波町土地取得特別会計予算 

  第４１ 議案第３５号 平成２７年度京丹波町育英資金給付事業特別会計予算 

  第４２ 議案第３６号 平成２７年度京丹波町町営バス運行事業特別会計予算 

  第４３ 議案第３７号 平成２７年度京丹波町須知財産区特別会計予算 

  第４４ 議案第３８号 平成２７年度京丹波町高原財産区特別会計予算 

  第４５ 議案第３９号 平成２７年度京丹波町桧山財産区特別会計予算 

  第４６ 議案第４０号 平成２７年度京丹波町梅田財産区特別会計予算 

  第４７ 議案第４１号 平成２７年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算 

  第４８ 議案第４２号 平成２７年度京丹波町質美財産区特別会計予算 

  第４９ 議案第４３号 平成２７年度国保京丹波町病院事業会計予算 

 

２ 議会に付議した案件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１６名） 

   １番  森 田 幸 子 君 

   ２番  松 村 篤 郎 君 

   ３番  原 田 寿賀美 君 

   ４番  梅 原 好 範 君 

   ５番  山 下 靖 夫 君 

   ６番  坂 本 美智代 君 

   ７番  岩 田 恵 一 君 
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   ８番  北 尾   潤 君 

   ９番  鈴 木 利 明 君 

  １０番  篠 塚 信太郎 君 

  １１番  東   まさ子 君 

  １２番  山 﨑 裕 二 君 

  １３番  村 山 良 夫 君 

  １４番  山 田   均 君 

  １５番  山 内 武 夫 君 

  １６番  野 口 久 之 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 説明のため、地方自治法第１２１条の規定により出席を求めた者（２２名） 

  町 長     寺 尾 豊 爾 君 

  副 町 長     畠 中 源 一 君 

  会 計 管 理 者     谷 口   誠 君 

  参 事     伴 田 邦 雄 君 

  参 事     藤 田   真 君 

  瑞 穂 支 所 長     川 嶌 勇 人 君 

  和 知 支 所 長     榎 川   諭 君 

  総 務 課 長     中 尾 達 也 君 

  監 理 課 長     木 南 哲 也 君 

  企 画 政 策 課 長     久 木 寿 一 君 

  税 務 課 長     松 山 征 義 君 

  住 民 課 長     長 澤   誠 君 

  保 健 福 祉 課 長     下伊豆 かおり 君 

  子育て支援課長     津 田 知 美 君 

  医 療 政 策 課 長     藤 田 正 則 君 

  農 林 振 興 課 長     栗 林 英 治 君 

  商 工 観 光 課 長     山 森 英 二 君 

  土 木 建 築 課 長     十 倉 隆 英 君 
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  水 道 課 長     山 田 洋 之 君 

  教 育 長     朝 子 照 夫 君 

  教 育 次 長     中 尾 裕 之 君 

  代 表 監 査 委 員     小 畑 圭 一 君 

 

６ 出席事務局職員（２名） 

  議 会 事 務 局 長     堂 本 光 浩 

  書 記     山 口 知 哉 
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開会 午前 ９時００分 

○議長（野口久之君） 改めまして、皆さん、おはようございます。本日は大変お忙しい中、

定刻に参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２７年第１回京丹波町議会定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（野口久之君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、６番議員・坂本美智代君、７番議

員・岩田恵一君を指名いたします。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（野口久之君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月２５日までの２３日間としたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から３月２５日までの２３日間と決しました。 

  会期中の予定は、事前に配付の会期日程表のとおりでございます。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（野口久之君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本定例会に町長から提出されています案件は、諮問第１号と議案第１号ほか４２件でござ

います。後日、町長からの追加提案の提出があります。 

  提案説明のため、町長ほか関係者の出席を求めました。 

  ２月２０日、京都府町村議会議長会第６５回定期総会において、全国町村議会議長会の自

治功労者表彰の伝達式が行われました。京丹波町議会からは山下靖夫議員、坂本美智代議員、

そして私でございますが、町村議会議員在職１５年の表彰を受けられました。多年にわたる

地域の振興、発展に寄与された功績によるものでございます。改めてお祝いを申し上げます。
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まことにおめでとうございます。 

  ２月２７日に議会運営委員会が開催され、本定例会の運営について協議されました。 

  ２月１８日に産業建設常任委員会、２月１９日に福祉厚生常任委員会と総務文教常任委員

会が、また、２月２４日には交通網対策特別委員会が開催され、それぞれ所管の調査、研究、

現地踏査が実施されました。 

  議会広報特別委員会には議会だより第４２号を発行いただきました。本定例会までに受理

した陳情書をお手元に配付しております。 

  また、京丹波町監査委員より例月出納検査結果報告がありましたので、お手元に配付して

おります。 

  京丹波町ケーブルテレビの自主放送番組録画放送のため、本定例会のビデオカメラによる

撮影・収録を許可しましたので、報告いたします。 

  本日、本会議終了後、議員控室において、議会広報特別委員会が開催されます。委員の皆

さんは大変ご苦労さんですが、よろしくお願いをいたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第４、町長の施政方針の説明》 

○議長（野口久之君） 日程第４、町長の施政方針の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） 皆さん、改めましておはようございます。 

  本日ここに、平成２７年第１回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきましてまことにありがとうご

ざいます。 

  また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推進にご支援、あるいはご協力をいただいてお

りますこと、厚く御礼を申し上げます。 

  平成２７年度は、京丹波町が誕生しまして１０年を迎える節目の年でもあります。今日ま

で諸先輩方のたゆまぬ努力によって着実に新しいまちが形づくられてまいりました。今、本

町では京都縦貫自動車道の全線開通、道の駅「京丹波 味夢の里」の開業、丹波自然運動公

園の京都トレーニングセンターの平成２７年度末の完成など、本町を取り巻く状況は大きく

変わろうとしております。これらの施設を基点として、活力のあるまちづくりに邁進してま

いりますので、議員各位の格別のご指導、ご支援を切にお願いする次第であります。 

  また、本年、１０月１１日には記念事業を開催し、町民の皆さんとともにお祝いしたいと
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考えてもおります。 

  さて、我が国の経済状況は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略の三本の矢の一体的な推進によって、緩やかな回復基調が続き、実質ＧＤＰは消費税

増税後初のプラスに転じるなど、景気が上昇していく環境が整いつつあると言われておりま

す。しかしながら、内需の柱であります個人消費は食品や日用品の相次ぐ値上げに消費税増

税が加わり、景気の改善は鈍く、消費者心理はいまだに立ち直っていない状況にあります。 

  こうした中、国は経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率１０％への引き上げ等

の施行を平成２７年１０月１日から平成２９年４月１日に変更することを含む地方税制改正

を行うこととしております。 

  さらに、我が国は人口減少、超高齢化社会を迎え、危機的な課題である人口減少対策、地

方創生に腰を据えて取り組む必要があるとして、まち・ひと・しごと創生法が制定され、平

成２６年度補正予算で、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策において、地域住民生活

等緊急支援のための交付金が創設されたところであります。新たな交付金は地方版総合戦略

の策定と、地域の少子化対策などを後押しする地方創生先行型と、地域における消費喚起策

や、これに直接効果を有する生活支援策を後押しする地域消費喚起・生活支援型の二本立て

で総額４，２００億円となっております。この交付金は本町におきましても予算配分された

ことから、２６年度補正予算にその事業費を計上して取り組む予定をしております。 

  また、新年度の国の一般会計予算においては、人口減少対策の５カ年計画、まち・ひと・

しごと創生総合戦略に基づく雇用の創出や、移住促進に重点を置いた地方創生関連施策を中

心に、前年度比０．５％増となる過去最大を更新する９６兆３，４２０億円が編成されたと

ころであります。 

  なお、平成２７年度の地方財政対策におきましては、歳出項目にまち・ひと・しごと創生

事業費が新設、１兆円が計上されるなど、地方創生で自治体の取り組みを後押しする姿勢が

あらわれています。 

  社会保障の充実分等により、一般財源総額は平成２６年度を約１兆１，９０８億円上回り、

過去最高の６１兆５，４８５億円とされましたが、地方交付税は地方税収の増加見込みに伴

い、１，３０７億円減額となる１６兆７，５４８億円とされ、３年連続の減額となったとこ

ろであります。 

  また、赤字地方債である臨時財政対策債も１兆７０２億円の圧縮となったものの、４兆５，

２５０億円を借り入れるなど、地方においても依然として借金に依存せざるを得ない厳しい

状況が続いております。 
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  こうした情勢の中、私がこれまで推進してまいりました「安心」、「活力」、「愛」のあ

るまちづくりをより確かなものとするために、担うべき業務を選択し、具体的にどう進め、

どのように未来に引き継いでいくのか、平成２７年度の町政運営の基本方針につきまして、

申し述べたいと思います。 

  昨年暮れのまち・ひと・しごと創生法の施行により、地方創生の取り組みが始まりました。

本町におきましても将来にわたって安心、活力、愛のある地域社会を維持していくために、

国と京都府の総合戦略の策定を受けて、京丹波町総合戦略の策定に取り組むとともに、平成

２９年度から１０年を計画期間とする第２次京丹波町総合計画の策定に取りかかります。 

  また、京都府の森の京都構想と連携を図り、人を呼び込むための京丹波の森づくりを進め

てまいります。 

  まず、安心のあるまちづくりであります。少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の方々が

安心して暮らせる環境づくりは最も重要な政策課題であります。既に多くの町民の皆さんに

は、地域全体での見守りや声かけの重要性を認識いただき、取り組みを進めていただいてい

るところでありますので、みんなで支える地域福祉づくりをさらに推進してまいります。 

  また、私は町長就任以来、町民の皆様が安心して暮らしていただくための最重要課題に地

域医療の確保を掲げ、最優先に取り組んでまいりました。おかげさまをもちまして、平成２

３年度から京丹波町病院に和知診療所及び和知歯科診療所を一本化し、経営の効率化や病院

と診療所の連携強化を図ることができました。また、京都府をはじめ府立医大及び関係医療

機関との連携により、課題でありました常勤医師の確保を図ることができ、昨年の３月１５

日には府立医大、吉川学長を講師に迎え、地域包括医療講演会を開催したところであります。 

  本年も３月１４日に地域包括医療発表会を開催予定としております。京丹波町病院と各診

療所を、さらに私たちのまちの私たちの病院として身近に感じていただけるように、取り組

みを進めていくのはもとより、今後も在宅医療の充実など地域包括医療の推進に努めてまい

ります。 

  次に、住民の安心・安全と健康で心豊かな生活を保障するための施策についてであります。 

  これまでから、基本健診とがん検診が同時に受診できる総合健診の推進をはじめ、若年層

や勤労者が受診しやすい体制づくりに努めてまいりました。今年度からは健診項目の中にピ

ロリ菌検査を導入し、適切な早期治療により胃がんの疾病リスクの低減を図ってまいります。 

  また、健康長寿のまちの実現に向けて、健康づくり推進協議会や食生活改善推進員協議会

などとの連携を進めるとともに、きめ細かな保健指導に取り組んでまいります。 

  さらに、安心して医療が受けられるよう、心身障害者やひとり親家庭等に対する医療費助
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成をはじめとして、中学校卒業までの医療費負担を医療機関ごとに月額２００円とする子育

て医療費助成制度や、妊婦健診に必要とされる健診１４回分を全て公費負担とする制度、さ

らには妊娠を望む方に対する不妊治療にかかる費用を軽減するため、不妊治療助成金事業を

継続してまいります。 

  また、第６期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業の円滑な運営を図るとともに、家

族介護支援や認知症予防事業を積極的に実施し、在宅高齢者が住みなれた地域で安心して暮

らしていける本町独自の地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいります。 

  障害者支援では、第４期障害福祉計画に基づき、相談支援事業の拡充を図り、きめ細かな

障害福祉サービスの提供に努めるとともに、障害者等の自立と社会参加の促進が図られるよ

う、関係機関と連携して、地域生活支援事業を推進してまいります。 

  消費者の安全確保に関しましては、消費生活相談員による消費者相談窓口を継続し、高齢

消費者のトラブル防止など関係機関と連携した啓発活動に取り組むとともに、持続的に安定

した消費者行政の推進に努めてまいります。 

  災害に強いまちづくりでは、今年度、災害現場や災害対策本部との通信を確保するための

デジタル防災行政無線を整備し、災害時の消防団活動を迅速かつ的確に補完し、防災体制の

強化を図ってまいります。 

  また、消防団に配備しております小型動力ポンプ付積載車の計画的な更新をはじめ、地域

防災計画の見直しを図り、現状に即した実効性の高いものとしてまいります。このほか、各

種防災訓練に取り組み、地域防災力の強化を図ってまいります。また、日頃から民生児童委

員さんをはじめ、各地域の自治会や消防団とも一層連携を図り、災害時における要援護者へ

のきめ細やかな対応に努めてまいります。 

  また、防犯事業としましては、区等において整備されます街灯設置補助金事業を継続して

実施するなど、犯罪の抑止力向上に努めてまいります。 

  次に、原子力防災でありますが、原子力規制委員会は、このほど関西電力高浜発電所の３、

４号機の原子炉設置変更許可申請に関する審査書を正式決定いたしました。これにより、高

浜発電所の再稼働が現実のものとなってまいりました。この間、私は一貫して原子力発電に

よる電力供給は、完全なる安全の担保は厳しく認めがたいと、また我が国のエネルギー需給

問題として考えられるべきとの思いであり、国と事業者が地域住民にしっかりと説明責任を

果たされ、理解を求めていただきたいと申し上げてきました。また、２月２７日には高浜発

電所に係る京都府域の安全確保等に関する協定書が、京都府と関西電力株式会社との間にお

いて締結されました。この協定は、立地県に準じたもので、現行の協定内容から大きく踏み
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込んだものとなっております。 

  また、本町におきましても、高浜発電所に係る安全確保等に関する確認書を京都府と関係

します７市町との間において締結したところであります。その確認書の中に規定されていま

す地域協議会において、国、事業者からの説明を求めていきたく考えております。また、京

都府と関係市町が情報を共有し、歩調を合わせて取り組んでまいります。 

  次に、一般住宅等の耐震化につきましては、京丹波町建築物耐震改修促進計画に基づき、

現行の耐震基準に適合していない建築物につきましては、引き続き耐震診断事業や耐震改修

事業を促進してまいります。 

  また、住宅改修補助金交付事業につきましても、地域経済活性化への効果も大きいことか

ら、平成２６年度から３年間、事業を延長しまして、これを継続して進めてまいります。 

  町営バスの運行につきましては、公共的施設等や地域を結ぶ重要な生活交通として乗り継

ぎによる料金負担の軽減を図るなど、利便性の向上に向けて取り組んでまいります。 

  また、道の駅「京丹波 味夢の里」の開業に合わせ、町営バスにより道の駅が利用できる

よう、４路線にバス停「味夢の里」を新設することとしております。地元唯一の高校であり

ます須知高校への通学支援につきましては、町営バスの利用促進策として、引き続き助成実

施をいたします。 

  次に、活力のあるまちづくりであります。 

  地域資源の活用をはじめ、本町の特徴を活かした産業振興や生活環境の向上、及び地域の

活性化に向けた社会資本整備により、活力みなぎるまちを目指してまいります。 

  農林業関係につきましては、有害鳥獣対策を最重要課題に位置づけ、取り組むとともに、

担い手の育成、特産物の振興、農村環境の保全、循環型農林業の推進を主要施策として、取

り組んでまいります。 

  有害鳥獣対策では、野生鳥獣被害総合対策事業を活用した金網フェンスなどの設置や、有

害鳥獣の対象を拡大するとともに、近年深刻なサル被害に対応するため、サル被害に効果の

高い防護柵をモデル的に設置し、地域ぐるみの追い払い活動と合わせまして、支援してまい

ります。 

  また、狩猟免許の取得支援制度による狩猟者の育成、町域を越えた広域捕獲の実施のほか、

ゲート式自動捕獲装置などの大量捕獲装置による結果を踏まえた効果的な捕獲対策を研究し

てまいります。 

  担い手育成対策では、地域の中核的な担い手となる営農組織のほか、新規就農者や認定農

業者などが行う農業機械の導入や、施設整備に対する支援を強化します。 
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  生産振興対策では、消費者の安全・安心への志向が高まる中、売れる米づくりを進めると

ともに、特産物産地化等形成助成などの町独自事業の推進により主要特産物である黒大豆、

小豆をはじめ、ソバ、京野菜、京かんざしなどの生産振興を図り、ブランド力を高めるとと

もに、古くから本町の特産物である丹波クリにおいては生産振興協議会を設置するなど、生

産拡大に向けた取り組みを進めてまいります。 

  また、そうした農作物の生産に当たりましては、畜産堆肥の活用による土づくりを推進し、

耕畜連携による資源循環型農業の振興を図ってまいります。 

  農業、農村整備につきましては、平成２７年度から法律に基づき実施される日本型直接支

払制度として、中山間地域等直接支払や多面的機能支払交付金により、農業・農村の多面的

機能を発揮するための地域活動や営農活動が今後も引き続き適切に行われるよう支援してま

いります。 

  また、安定的な農業経営や安心・安全な農村生活を実現するため、農村地域の防災、減災

に向けた整備を行うとともに、命の里事業など地域力の向上を目指した集落連携活動への支

援にも取り組んでまいります。 

  林業振興面では、林業経営の向上や林業団体の育成を図り、あわせて森林の持つ多面的機

能を良好に維持していくため、森林を整備する地域活動等への支援を行うとともに、効率的

な森林施業のための路網整備として坂原地区と西河内地区を結ぶ森林管理道塩谷長谷線の開

設工事を引き続き実施してまいります。 

  また、本町の豊かな森林資源を活用するためには、森林資源の調査が不可欠であります。

森林資源量の解析システムの構築により、精度の高い森林資源情報を持つことで、実効性の

高い森林整備計画を樹立し、木材利用の拡大・促進、効率的な森林の整備・保全を図ります。 

  また、友好町として交流を深めております北海道の下川町の循環型森林経営を参考にしな

がら、地域熱供給システムによる資源循環のモデルづくりに取り組むとともに、公共施設等

の木質化や薪ストーブの導入、京丹波ぬく森のイスプレゼント事業などを通じて、町内産材

の活用と木のぬくもりを感じる豊かな暮らしの促進に取り組んでまいります。 

  本年度には、京丹波町産材を活用した京都府立丹波自然運動公園トレーニングセンターの

建築が予定されております。その取り組みをモデル事業として位置づけ、今後、町内産材の

利用促進を図り、木づかいの文化づくりを進めてまいります。 

  また、京都府立林業大学校との連携をより一層強化し、実習林の提供などの支援を行うほ

か、さまざまな面で連携を強め、林業振興と町の活性化を図ってまいります。 

  今春は２期生、２３名が卒業される見込みであります。京都府内外の林業関係機関などへ
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の就職が内定しているところと聞いております。今後、卒業生の皆さんの活躍を心から期待

するものであります。 

  次に、商工業及び観光の振興につきましては、特に厳しい経済情勢の中で、商工会と連携

した小規模商工業者等の育成や補給金制度など、町独自施策として商工業者の経営安定に向

けた支援を引き続き行ってまいります。 

  また、これまで実施してきました京丹波食の郷創造プロジェクト事業をより充実発展させ

るため、京丹波町まるごと観光推進事業として実施し、食をテーマとしたさまざまな取り組

みや農産物の６次産業化を推進し、食の郷・京丹波として、全国への流通拡大や町内への集

客など図ってまいります。 

  本年度も丹波自然運動公園と須知高校を会場に開催し、本町の豊かな食を、広く情報発信

するとともに、町民総参加のイベントとして町民の皆さんの誇りづくりや元気づくりにつな

げてまいります。 

  また、畑川ダムによる安定した水の確保や、平成２７年に全線開通が予定されています京

都縦貫自動車道の完成を本町発展の原動力として、企業誘致や地元企業及び町関係施設の活

性化を推進してまいります。 

  この京都縦貫自動車道の開通につきましては、既に報道等で報告されておりますとおり、

開通予定がゴールデンウィーク以降となりました。４月の開通に合わせて開業予定でありま

した道の駅「京丹波 味夢の里」につきましても、開業を延期せざるを得ない状況となりま

したが、特産物の販売や施設利用をきっかけとした道路利用者の町内への誘導方法の確立な

ど、京丹波町観光協会等関係団体と連携を図りながら、多くの人が訪れるまちづくりを推進

するための準備をしっかりと整え、開業に備えたいと思っております。 

  次に、道路等の整備でありますが、道路は産業活動や住民の生活を支える基盤施設であり

ます。地域の連携や交流圏の拡大に欠かすことのできない社会基盤であることから、道路の

利便性、安全性の向上につなげるための必要な整備に努めてまいります。 

  また、今後ますます老朽化する施設の増加に対し、点検や維持管理を含めた長寿命化に取

り組んでおります。 

  国道９号及び２７号においては、旧町間を結ぶ重要な幹線道路でありますが、狭小区間や

歩道未設置区間が存在することから、早期に必要な整備が進められるよう、関係団体とも協

調し、整備実現に向け、引き続き取り組んでまいります。 

  府道関係におきましては、ほとんどの路線が事業継続路線となっており、沿線市との連絡

や国道に連絡する幹線道路であることから、災害時の避難道路や交通基盤としてその役割は
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重要であります。このため、早期改修に向けて、沿線住民の皆さんや促進同盟会、協議会の

皆さんとともに、継続して要望活動を行ってまいります。 

  町道関係では町総合計画や地域からの要望をもとに、道路利用者の安全や利便性の向上及

び地域間交流の促進につながるよう、幹線道路を中心に改良事業に取り組んでまいります。 

  また、冠水箇所等の改修につきましては、周辺の排水状況等を確認し、改修整備に努めて

まいります。 

  河川整備等につきましては、畑川ダムの完成により治水機能が向上し、流域住民の安心・

安全が図られたところであります。引き続き高屋川藤ヶ瀬工区改修事業については事業進捗

が図られるよう京都府と連携して取り組むとともに、須知川等の改修が必要な箇所につきま

しては関係者と連携し、早期の事業化を要望してまいります。また、土砂災害から住民の生

命と財産を守る砂防事業等につきましても、京都府と連携して取り組むこととし、町管理河

川においても災害発生が懸念される箇所については、必要な対策を行い、周辺流域の安定化

に努めてまいります。 

  畑川ダムの関係につきましては治水と利水の機能が十分に発揮されるよう、関係機関とと

もに、適正な維持管理に努めてまいります。また、ダム湖畔の周辺整備につきましては、地

元地域はもとより、町の活性化に寄与する施設として、地域との合意形成を図りつつ、持続

可能な整備を目指してまいります。 

  水道事業につきましては、安心・安全な水の供給を第一に、現有施設の維持管理業務を徹

底するとともに、丹波瑞穂地区及び和知地区の統合整備事業を引き続き推進し、平成２８年

度事業完了を目指してまいります。 

  また、下水道事業では循環型社会の構築を図るため、計画的、効率的な維持管理に努め、

あわせまして、生活排水処理対策を推進し、清らかな水環境の創造と将来への恵み豊かな環

境の承継に努めてまいります。 

  次に、愛のあるまちづくりであります。 

  次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、本年４月から本格施行となります

子ども・子育て支援新制度に向けまして、京丹波町子ども・子育て審議会においてご審議い

ただき、本年２月１２日には地域の実情や特性を踏まえた京丹波町子ども・子育て支援事業

計画の答申を受け、本計画の策定に向け、取り組んでいるところでございます。子どもたち

の笑顔があふれる地域づくりを目指し、切れ目のない子育て支援の提供や児童虐待未然防止

に努めてまいります。 

  また、児童の預かり等の相互援助活動を支援するファミリー・サポート・センター事業は、
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相互の会員も増加するなど、順調に事業が推進、進んでおります。来年度も引き続き推進し

てまいります。なお、保育所の運営につきましては、人間形成の基礎を培う大切な時期であ

る乳幼児期における質の高い教育、保育の充実と幼保一元化に向けた議論並びに取り組み、

そして、施設環境の整備を進めてまいります。 

  学校教育では、昨年４月に策定しました京丹波町教育振興基本計画を踏まえ、児童・生徒

に確かな学力、豊かな人間性、健やかな体といった知・徳・体のバランスのとれた力である

生きる力の育成に、より一層努めてまいります。 

  また、京丹波町いじめ防止基本方針により、いじめの未然防止や早期発見、早期対応に努

め、いじめ問題の解決にしっかり取り組んでまいります。 

  さらに、学校における食育の一層の推進と食育の生きた教材となる地場産物の活用を推進

し、学校給食の充実を図ってまいります。 

  学校施設の整備につきましては、天井や照明器具など、非構造部材の耐震化や、普通教室

等の空調設備の整備など、安全でよりよい教育環境づくりを計画的に進めてまいります。 

  社会教育におきましては、一人ひとりの人権が尊重され、生き生きと暮らせる社会を築く

ため、地域のつながりや自然、伝統文化などさまざまな力を活用しながら、生涯にわたる多

様で自主的な学習活動を推進してまいります。 

  また、本年８月に、近畿各地で開催される全国高等学校総合体育大会において、本町がホ

ッケー競技のメイン会場となることから、大会の成功と本町の地域スポーツでありますホッ

ケーのさらなる発展を魅力発信に努めてまいります。さらに、さまざまなスポーツ活動を通

じて住民の健康づくりと交流機会の拡充を図るとともに、町の誇りであり、大切な財産であ

る文化財や伝統文化の保存と継承に努めてまいります。 

  ケーブルテレビ事業では、今後とも自主放送番組を通じて、コミュニティの活性化をはじ

め、防災対策あるいは産業の活性化、保健・福祉・教育など、行政施策の推進を図り、豊か

で快適な情報化農村の実現を目指してまいります。 

  また、活力ある地域づくりや地域の課題解決に向けて、今後とも地域支援担当職員を中心

に、地域に溶け込み、積極的に地域の活動を応援してまいります。さらに、誰もが自分らし

く生きることができる社会の実現に向けて、住民要望や住民相談等に、きめ細かな対応を行

ってまいります。また、女性のための相談窓口も、毎月１回の実施を継続し、関係機関と連

携しながら、各種相談業務を充実させ、ぬくもりとほほ笑みのある行政を推進してまいりま

す。 

  本町の豊かな自然や生活環境の保全につきましては、環境保全に関する普及啓発を行うと
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ともに、公害防止や産業廃棄物の適正処理、さらに適正な動物飼養や空き地管理などについ

て、各関係機関と連携を図るとともに、住民の皆さんや事業者の皆様にも協力をいただきな

がら、安全で快適な生活環境の維持に努めてまいります。 

  また、生ゴミ等堆肥化容器購入助成や、資源ゴミ集団回収事業補助金制度により、ゴミの

減量化や再資源化を推進するとともに、地球温暖化防止対策や再生可能エネルギーの普及を

推進する一助として、住宅用太陽光発電システムの設置に係る補助制度を継続してまいりま

す。 

  最後になりましたが、これら施策の実現には、健全財政の維持、確保が不可欠であります。

先に述べましたとおり、平成２７年度の地方財政対策におきましては、社会保障の充実分等

により、一般財源総額は平成２６年度を上回る額が確保されましたが、地方交付税は地方税

収の増加見込みに伴い、１，３０７億円が減額されたところであります。本町の課題であり

ます地方債残額の縮小につきましては、これまでに実施した繰上償還をはじめ、交付税算入

の有利な地方債の活用や、新規発行債の抑制などにより、縮減が進み、平成２６年度末の実

質公債費比率も１４％台を見込んでいるところであります。 

  しかしながら、実質公債費比率の単年度比較では、昨年度を上回るほか、普通交付税の算

定に係る合併特例期間の終了が間近に迫る中、消費税率の引き上げによる負担も増加が見込

まれるところであり、一層の財政健全化対策が必要であります。 

  また、町有施設の有効活用に取り組む中で、町有土地につきましては、若者定住や移住人

口の増加を目指し、平成２６年度に整備しております和知駅周辺の本庄馬森団地及び花ノ木

団地の造成地販売を行うなど、町有地の有効活用に努め、将来的にも安定した行財政基盤の

確立を目指してまいります。 

  さらに、公平、透明、納得の原則のもと、納税者の立場に立った適正な課税と徴収に努め

ていかなければなりません。このため、京都地方税機構と十分連携し、納税者の利便性を図

りながら、徴収率の向上に努めるなど、自主財源の確保に引き続き取り組みを進めてまいり

ます。あわせて、多様化した住民ニーズに応えられる質の高い行政運営を行うため、職員の

資質向上が重要であります。このため、職員みずからが常に問題意識と目標達成に向けた意

欲を持ちながら、住民満足度の向上に向けて、日々努力することはもちろん、職員研修や人

事評価制度などを通じて、政策形成能力の向上を図るとともに、公平、公正で親切丁寧な応

対に心がけ、優しさとぬくもりを感じていただける役場づくりに一層努めてまいります。 

  以上、さまざまに申し上げてまいりましたが、これら諸施策の実現は、私一人でなし得る

ものではございません。緊張感を持って、誠実に意思決定機関である議会や町民の皆さんの
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ご意見を伺いながら、職員と一丸となって全力を注いでまいる決意であります。 

  議員各位並びに町民の皆さんのご理解とご支援を心からお願い申し上げます。 

  以上、平成２７年度の施政方針といたします。 

○議長（野口久之君） 以上で町長の施政方針の説明を終わります。 

 

《日程第５、請願の委員会付託》 

○議長（野口久之君） 日程第５、請願の委員会付託を行います。 

  本日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、産業建設常任委員会に付

託したので、報告いたします。 

 

《日程第６、議案第１号 平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事請負契約

の変更について～日程第８、議案第３号 平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備

工事請負契約の変更について》 

○議長（野口久之君） 日程第６、平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事

請負契約の変更についてから日程第８、平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備工

事請負契約の変更についてまでを一括議題とします。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  寺尾町長。 

○町長（寺尾豊爾君） それでは、本日提案させていただきます議案第１号から議案第３号に

つきまして、その概要を説明させていただきます。 

  議案第１号 平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事請負契約の変更に

つきましては、契約金額に４５万４，６８０円を追加し、１億８，５１３万９，０００円と

すること、及び工期を平成２７年３月３１日に延長することをお願いしております。廃棄予

定であった人工芝の再利用と、既存設備との調整による機能組みかえ等が必要となったこと

により、事業費の追加及び天候不順による工事の遅れから、工期の延長が必要となったもの

であります。 

  議案第２号 平成２６年度 鳥インフルエンザ発生農場跡地解体工事請負契約の変更につ

きましては、契約金額に２６９万７，８４０円を追加し、７，１０７万５，８８０円とする

こと、及び工期を平成２７年３月２７日に延長することをお願いしております。 

  積雪等の影響により、倒壊のおそれのある建物２棟の解体及び建物処分に必要な施設洗浄

を追加するとともに、解体撤去の追加に伴い、工期の延長が必要となったものであります。 
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  議案第３号 平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の変更につき

ましては、契約の工期を平成２７年３月３１日に延長することをお願いしております。本工

事の施工場所については、国土交通省の工事や京都府道路公社の工事など多くの工事が錯綜

している状況から、施工順序等を調整したことにより、工期を変更するものであります。 

  以上、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重にご審議賜りまして、原案にご

賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） 補足説明を担当課長から求めます。 

  中尾教育次長。 

○教育次長（中尾裕之君） 皆様、おはようございます。議案第１号、ただいま上程となりま

した議案第１号、平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事請負契約の変更

につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  今回、４５万４，６８０円を増額させていただき、契約金額を１億８，５１３万９，００

０円に変更をお願いするとともに、平成２７年３月２０日までの契約期間について、平成２

７年３月３１日まで延長をお願いするものであります。 

  議案書の３枚目に、資料といたしまして、変更の概要を記載したものをつけさせていただ

いておりますので、ごらんいただきますようお願いいたします。 

  まず、契約金額の変更についてでございますが、グラウンド施設撤去におきまして、処分

する人工芝の数量が減少したことから減額をさせていただくものであります。これは、撤去

する人工芝７，１３０平方メートルのうち、町内の学校、保育所やグリーンランドみずほな

どで再利用して有効活用を図るものとして、５，１５０平方メートルを予定しておりました

が、これを上回る５，５３０平方メートルを有効利用していただくことになったことにより、

処分に係る経費を減額させていただくものであります。 

  続きまして、散水設備につきましては、１２月議会において、自動散水設備のポンプを更

新し、これによってスプリンクラー用の制御盤を設置することとさせていただいております。

更新前の手動散水用の制御盤に組み込まれていた人工芝受水槽から多目的グラウンド用受水

槽へ送信する自動水位制御等の機能については、そのまま残す予定としておりましたが、操

作等の利便性や管理上の観点から、新しいスプリンクラー用の制御盤に、受水槽に送信する

機能を統合させていただくものであります。 

  続きまして、計画期間についてでございますが、人工芝舗装工事におきましては、路面が

乾いた状態で施工する必要があることから、施工業者において日照状況等も勘案した上で、

今年１月から人工芝舗装を行い、十分余裕を持った中で工期を設定されていましたが、今年
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に入り、予想以上に雪や雨の日が多く、作業のできない日が続いたところでございます。 

  １月以降、天候を見ながら、作業日を日曜日に振りかえて実施されるなど努力いただきな

がら、さらに夜間作業等も検討されましたが、作業に適した路面状態の確保が困難な状態で

もありました。町といたしましても、良好な状態で作業いただき、品質確保に努めていただ

くことが重要と考え、３月３１日までの期間延長をお願いするものでございます。 

  以上、まことに簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（野口久之君） 栗林農林振興課長。 

〇農林振興課長（栗林英治君） 皆様、おはようございます。ただいま上程となりました議案

第２号 平成２６年度 鳥インフルエンザ発生農場跡地解体工事請負契約の変更について、

補足説明をさせていただきます。 

  お配りの議案書資料３枚目の配置図をごらんください。 

  今回の変更内容につきましては、さきにお認めいただいております鳥インフルエンザ発生

農場跡地解体工事に配置図中央を走ります町道安井小野線の北側にあります建物２棟の解体

工事、解体した鶏舎の柱の洗浄、備品類の数量の精査による増額をお願いするものでありま

す。 

  予定する建物２棟、５７６平米は、積雪等の影響により柱が破損するなど損傷が激しく、

倒壊のおそれも心配され、早期に解体をしなくてはならない状況となっております。 

  今回、追加工事をお願いするものであります。また、柱の洗浄につきましては付着してい

る鶏ふん等の汚れを洗浄しなくてはならないことから追加をお願いするものでございます。 

  なお、本工事の変更契約につきましては、議案第２号のとおりでございます。契約金額を

６，８３７万８，０４０円に、２６９万７，８４０円を増額し、７，１０７万５，８８０円

とし、契約期間を平成２７年３月１０日までを、平成２７年３月２７日までに変更をお願い

するものでございます。契約の相手方は京都府船井郡京丹波町豊田新田１０１番地、株式会

社野口建設、代表取締役、野口芳彦でございます。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第２号の補足説明とさせていただきます。 

  ご審議賜りましてお認めいただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） 改めまして、おはようございます。ただいま上程となりまし

た議案第３号 平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の変更につき

まして補足説明をさせていただきます。 
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  変更の理由につきましては、先ほどの町長の提案説明にもありましたとおり、また、資料

の１としても添付しておりますとおり、本工事の施工場所におきましては、国土交通省が施

工されております丹波綾部道路、丹波ＰＡ曽根盛土工事ほか、京都府道路公社が施工されて

おります丹波ＰＡ便所等新築工事ほか、本町が発注しております京丹波町地域振興拠点施設

整備事業設計建設工事、給水管敷設工事及び町道古墳公園線舗装工事など、工事が錯綜して

いるため、工事間におきまして施工順序を調整したことによりまして、本工事の進捗が遅れ、

工期を変更する必要が生じたものでございます。本工事の工期末につきまして、平成２７年

３月２０日としておりましたものを平成２７年３月３１日へと変更をお願いするものでござ

います。 

  なお、本定例会におきまして追加提案させていただきます一般会計補正予算において、本

工事の予算につきましても、繰越明許費としてお願いすることとしており、同時に繰り越し

による工期の変更について上程させていただきたいと考えております。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第３号の補足説明とさせていただきます。ご

審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（野口久之君） 以上、説明のとおりであります。 

  これより、議案第１号 平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事請負契

約の変更についての質疑を行います。 

  山田君。 

〇１４番（山田 均君） ちょっとお尋ねしときたいと思うんですけども、今回提案になって

おります追加の部分でありますが、先ほども説明がありましたが、１２月の議会で変更の提

案があって、行われたわけでございますけども、その時点で今言われましたような、変更す

る人工芝の再利用の問題とか、多目的グラウンドの受水槽のこの自動送水機能を統合すると

いうようなことは、当然その１２月の変更契約の時点でも確認といいますか、わかっていな

かったのかどうか、ちょっとその点ですね、伺っておきたいと。これはどの時点でこの変更

しようということになったのかどうか、あわせて伺います。 

〇議長（野口久之君） 中尾教育次長。 

〇教育次長（中尾裕之君） 人工芝の再利用の数につきましては、１２月議会以降、さらに使

わせてほしいというところがありましたので、その分を増やしたということになります。 

  また、制御盤については最初から１２月議会でわかっていなかったのかということにつき

ましては、ポンプ室の広さから、分けて設置しても収納が可能と、その時点では考えており

ましたが、使える機能については引き続き使用する予定としておりましたが、制御盤の操作
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する場合に、ポンプ室の中が段差等がありまして、大変ちょっと危ない状態でもありますの

で、安全性も含め、操作のしやすさ、管理上の観点から総合させて、今回組み込ませていた

だくものでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（野口久之君） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（野口久之君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（野口久之君） これで討論を終結します。 

  これより、議案第１号を採決します。 

  議案第１号 平成２６年度 グリーンランドみずほホッケー場改修工事請負契約の変更に

ついて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（全員 挙手） 

〇議長（野口久之君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第２号 平成２６年度 鳥インフルエンザ発生農場跡地解体工事請負契約の変

更についての質疑を行います。 

  坂本君。 

〇６番（坂本美智代君） 先ほど説明をいただきまして、雪等によって２棟解体が必要という

ことと、ふんの付着による洗浄ということで説明伺いました。２６３万円の増となっており

ますが、その解体費、２棟の解体費と洗浄作業費というんですかいね、その内訳はどうなっ

ているのか、お伺いしたいと思います。 

  それと、処分するわけでありますが、このふんがついたままという状態で処分はできない

ということなのか、その点もお伺いしたいと思います。 

〇議長（野口久之君） 栗林農林振興課長。 

〇農林振興課長（栗林英治君） まず、解体でございますけれども、積雪等の、この年末等の

積雪等で傷みがひどくなっておりまして、大変危険な状況になっておるということでござい

ます。そのことから、今回、追加でお願いをさせていただいたところでございます。 
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  まず、解体の費用でございますけれども、配置図を見ていただきますと、建物、ナンバー

１１ということで番号を打たせていただいております２８６平米の建物でございますけれど

も、これにつきましての解体の費用が６１万１，７３８円でございます。それから、その下

の建物、ナンバー１２でございますけれども、２９０平米のものが６１万７，２９２円とい

うことになっております。 

  また、柱等の洗浄につきましては、鶏ふん等で汚れておるものにつきましては、洗浄して

処分をするということになっておることから、今回洗浄をさせていただいて処分するという

ようなことで、費用的には６０万６，４５４円の費用がかかるということでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（野口久之君） 東君。 

〇１１番（東まさ子君） 今説明いただいたんですけども、この洗浄する柱ですけど、この柱

っていうのはどこに置いてあるのか。これから解体する分における洗浄をするのか、それと

も既に解体されたものを洗浄するのについて費用が計上されているのか、説明をお願いしま

す。 

〇議長（野口久之君） 栗林農林振興課長。 

〇農林振興課長（栗林英治君） 今回の洗浄につきましては、先に解体を行った施設の柱でご

ざいます。それにつきましては、施設解体をしまして、処分場のほうへ搬入をしておりまし

て、そこのところで柱を置いております。そこのところで洗浄を行うというようなことでご

ざいます。 

  以上でございます。 

〇議長（野口久之君） 東君。 

〇１１番（東まさ子君） 洗浄をされて処分ということは、埋設されるのか、どういう処分を

されるのでしょうか。 

〇議長（野口久之君） 栗林農林振興課長。 

〇農林振興課長（栗林英治君） 処分場におきまして粉砕をされる予定となっております。 

  以上でございます。 

〇議長（野口久之君） 山田君。 

〇１４番（山田 均君） ちょっと私も今の処分の方法についてお尋ねしておきたいと思うん

ですけども、今、鉄骨については粉砕という処分の方法ということやったんですが、当初、

解体の契約といいますか、見積もりというのを当然とっておると思うんですけども、その鉄

骨の処分を粉砕ということで、鶏ふんがついておるということについても処分の仕方によっ
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て、当然洗浄せんなんということも明らかになっておるんじゃないかと。そのまま粉砕でき

るということで契約をしたのかどうか、その辺がちょっと、処分をする段階で契約の洗浄せ

んなんということが新たに起こってきたということだと思うんですけども、これは当然処分

の段階でそういうことをいろんな専門家にも、当然これ調査をして処分の方法を検討しとる

わけですから、当初の時点でそういうことはわかっておったんではないかと。また、業者と

契約するときに、当然そういうこともはっきりしとったんではないかと思うんですけども、

それは鶏ふんがついたままで粉砕できるというそういう判断というかね、基づいて契約をし

ておったということなのかどうか、ちょっと改めて伺っておきたいと思います。 

〇議長（野口久之君） 栗林農林振興課長。 

〇農林振興課長（栗林英治君） 今回洗浄しますのは、木造の柱部分、鶏舎の木造の柱でござ

います。よって、木造でございますので、粉砕処理ということをさせていただくということ

でございます。また、当初からということでございましたけれども、汚れ的にも付着がかな

りあったかというものではなかったものでございまして、処分にかかわりますところで、後

でわかったというようなことになっております。 

  以上でございます。 

〇議長（野口久之君） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（野口久之君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（野口久之君） これで討論を終結します。 

  これより、議案第２号を採決します。 

  議案第２号 平成２６年度 鳥インフルエンザ発生農場跡地解体工事請負契約の変更につ

いて、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。 

（全員 挙手） 

〇議長（野口久之君） 挙手全員であります。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号 平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の変更

についての質疑を行います。 
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  坂本君。 

〇６番（坂本美智代君） 委員会の中でも説明をいただいたり、現地踏査をして、説明をいた

だいたんですけれども、縦貫道との関連で工事の錯綜によりと、追加するんやということで

ありますが、繰り越しするということでありますが、もし、これ工事が縦貫のほうが予定ど

おり４月から開通するということになれば、当然、このＰＡのほうもその予定どおりに開通

ができるということで確認のために、ちょっとお伺いしたいと思います。 

  もし、これが、縦貫が予定どおり開通ができないためにＰＡのこの味夢の里が遅らしてる

というのであれば、この契約というものの一定、日程は契約されているわけでありまして、

この契約に対してやはり町として、契約違反っていうんですかいね、そういった違約金みた

いなのは考えておられるのか、ちょっとその点もお伺いしたいと思います。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） 平成２６年度完成の予定で整備のほうは進めてきたところで

ございまして、建物、地域振興拠点施設の部分につきましては、３月で工事のほうが完成す

ることとなっております。しかしながら、今年、年が明けましてから、瑞穂トンネルの工事

が遅れ、開通が平成２７年度へずれ込むという報道等もありました。そんな中で、この道の

駅の工事につきましては、１１月、当初の計画では１１月、昨年の１１月には盛り土の工事

が完成しまして、それ以降、駐車場なり周辺の整備の工事に取りかかるという計画を持って

おりましたが、トンネルの工事が遅れるのと同時にほかの工事の搬土の計画も修正が必要と

なってまいりましたので、随時、この当施設への搬入等が遅れていったということでござい

ます。 

  今回、施設、建物につきましては完成しますので、その部分について運営していくには、

やっぱり本線の通行者に来ていただくための施設でございますので、本線の供用をなくして

この施設を供用していくということにはなりませんので、その部分につきましては、事業者

のほうと協議をさせていただいておりますので、違約金等につきましては発生いたしません。 

  以上でございます。 

〇議長（野口久之君） 山田君。 

〇１４番（山田 均君） 私もちょっとお尋ねしときたいんですが、施政方針の中でもありま

したけども、縦貫道の完成が５月の連休より延びると、先やということやったんですが、委

員会なんかでもいろいろ６月、７月というようなこともあったようでございますけども、今

の見通しとしては、まずはどういう時点を見込んでおられるのかと。６月なのか、７月頃と

いうことを見込んでおられるのかどうかということと、もう一つ、工事のいろいろ国交省と
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道路公社、工事の錯綜しとるということで、施工順序といいますか、協議したと、調整した

ということなんですけども、この当初の工事の時点から、当然、今の工事の場所はそれぞれ

の国交省の発注した事業、道路公社が発注された事業というのは錯綜するということは、当

然初めからわかっておったことやと思うんですね。当然、そうすると、道路のそういう順序

とか、工事の調整とかいうのは、当初にしておったと思うんですけども、それがあえて今、

道路公社なり国交省との工事が錯綜しておるということで、順序を相談したんだと、こうい

うことなんですけど、その辺はまずはどうなのかということと、現在残っておるといいます

か、今回、工期延長をするという中身というのは、町が発注しとる部分ですんで、考えれば、

府道から上がっていって、工事を十分できるんじゃないかと思うんですけども、その辺はそ

の道路も道路公社とか国交省も使ってやっておるということでこういうことになるのかどう

か、ちょっとあわせて伺っておきます。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） 見込みといいますか、道の駅「京丹波 味夢の里」の整備に

つきましては、９月に議会での議決をいただきまして、契約をしております。そして、準備

等を踏まえまして、１１月に盛り土工事が完成し、その後、駐車場なり排水路、また植樹等

の工事を進めていくということで工程を組んでおりました。その部分が土砂の搬入等につき

ましては、先月末で完了したところでございまして、今おっしゃられました府道からの進入

路につきましても、国交省の土砂の搬入等に使用しておりましたので、その部分についても

２月末で土砂の搬入がなくなりましたので、今から工事に全面的に着手できるという状態と

なっております。 

  この工事の完成時期なんですが、それにつきましては工事にかかれなかった部分の工程を

そのまま繰越明許費としてお願いいたしまして、工期末を７月中旬ぐらいまで契約のほうを

延長させていただきたいというふうに考えております。 

  なお、本線の供用につきましては、トンネル貫通後に改めて開通時期を報道発表するとい

うことでございますので、その発表も踏まえながら、細部については詰めていきたいという

ふうに考えております。 

〇議長（野口久之君） 山田君。 

〇１４番（山田 均君） 盛り土ですね、国交省の残土ということで予定したということなん

ですけど、その残土そのものをですね、トンネル工事の出しておる土見とっても、破砕帯で

黒い土なんで、そういうものを盛り土に使うんではないと。良質な土を使うということを聞

いておったんですけども、そういうことからすると、当然工期内に盛り土はできるという前
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提で進んどったと思うんですけども、トンネルの工事が遅れたので搬入も遅れたということ

はですね、理由にならんのではないかと思うんですけども、その点について伺っておきます。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） トンネルの工事の土砂を全てここへ搬入しているわけではご

ざいませんでして、国土交通省、多くの箇所で工事、切り土なり盛り土の工事をされており

ます。その搬入、搬出の計画の中で全体的に工程のほうがずれ込んだというふうに理解をし

ております。 

  以上です。 

〇議長（野口久之君） 山田君。 

〇１４番（山田 均君） そうしますと、今回のいわゆる工期延長の最大の理由は、そういう

国交省に依頼といいますか、盛り土をお願いしておったということが遅れたと、要因はそこ

だと、こういう解釈でええということなのかどうか、ちょっと改めて伺っておきます。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） １つの箇所で多くの工事を抱えておりますので、その中で工

事の順序を調整した結果、この道の駅「味夢の里」の整備工事が一番上になるんです、築造

が終わり、舗装をしたり、植樹をしたりというもので築造が終わった後、工事に着手すると

いう結果になったところでございます。 

  以上です。 

〇議長（野口久之君） 東君。 

〇１１番（東まさ子君） 今の課長の答弁で、いろいろと搬入、トンネル工事などでそういう

残土の搬入ができなかった期間を延長するということでありましたけれども、追加提案され

るということですが、そしたら、どのぐらいの時期になるわけですか、追加提案される、そ

ういう工期延長の期間っていうのは。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） 契約しておりました工事の中で工事ができなかった期間をそ

のまま繰越明許をお認めいただきましたら、４月以降にその不稼働日数分を持ってまいりま

して、７月中旬をめどに契約のほうを変更させていただきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

〇議長（野口久之君） 東君。 

〇１１番（東まさ子君） そうすれば、年度内に完成するということであったのが、７月中旬

になるということになりますと、４カ月ほどいろんな国交省及び道路公社の事業が遅れたと
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いうことになるのでしょうか。 

〇議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

〇土木建築課長（十倉隆英君） ４カ月工期を延ばさせていただくというのは結果論でござい

まして、国土交通省の工事につきましても、報道されておりますように、２６年度中の完成

供用を目指しておられましたものが２７年度にずれ込むということでございますので、それ

に関連します公社の工事なり町の工事、全てがずれ込んでいったという結果でございます。 

  以上です。 

〇議長（野口久之君） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  最初に原案に反対者の発言を許可します。 

  山田君。 

〇１４番（山田 均君） ただいま提案になっております議案第３号 平成２６年度 道の駅

「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の変更について、反対の立場から討論を行います。 

  工期を３月３１日までの工期を延長するものですが、質疑の中でも明らかになったように、

７月中旬まで工期を延長することを前提にしたものであります。縦貫道が当初の予定どおり

３月に完成しておれば、工期内に完成するというのは当然であります。 

  説明でも、国交省にお願いしておる盛り土が遅れたというのは、これが最大の理由だとい

うふうに思うんですけども、これで工事もできなかったということでございますが、国交省

にお願いしていた、搬入が遅れたということでございますけども、これでは町の主体性が全

くないわけで、いわゆる盛り土、そういう縦貫道の土を利用するということの前提に立って

おったということもありますが、やはり契約をしておれば、その契約を国交省も守っていた

だくというのは、これは私は当然だと思うわけでございまして、この工期の延長の理由は国

土交通省の工事、京都府道路公社の工事など多くの工事が錯綜しており、施工順等を調整し

たものによるということでございますけども、これでは理由にならない理由であるという点

を指摘して、反対討論といたします。 

〇議長（野口久之君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  山内君。 

〇１５番（山内武夫君） ただいま上程になっております議案第３号 平成２６年度 道の駅

「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の変更について、討論に参加をしたいというふうに

思います。 

  京都府内の均衡ある発展と活性化を図るために、長年の悲願でありました京都縦貫自動車
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道が多くの皆さんのご理解とご協力、ご努力によりまして、平成２６年度末の完成に向けて

急ピッチで工事が進められておりますが、新聞報道でもご案内のとおり、瑞穂トンネルの工

事が難航をしておるというようなことから、いまだ完成の見込みが立っていない状況という

ふうに聞いております。 

  私たちといたしましては、一日も早い完成を願うものであり、この自動車道の完成の暁に

は、経済の活性化と物流の促進が図られるとともに、府下市町村との交流発展の原動力とな

るものと信じるものであります。 

  さて、現在、本町が施工しております道の駅「京丹波 味夢の里」は、地域振興拠点施設

として、一刻も早い完成を待ち望むものでありますが、先ほどの説明でもありますように、

国や京都府との事業が錯綜しておるというような理由から、工期を延長するものでありまし

て、このことは発注者である国、京都府との綿密な調整のもとでの工期の延長であり、やむ

を得ない合理性があるものというふうに認めます。 

  時あたかも本年は京丹波町合併１０周年でございます。このときに当たり、京都府民念願

の京都縦貫自動車道の一刻も早い開通を願い、町民が一致結束し、こぞって力を合わせるこ

とが京丹波町の未来への発展につながるであろうことを確信をいたしまして、賛成討論とい

たします。 

〇議長（野口久之君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（野口久之君） これで討論を終結します。 

  これより、議案第３号を採決します。 

  議案第３号 平成２６年度 道の駅「京丹波 味夢の里」整備工事請負契約の変更につい

て、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。 

（多数 挙手） 

〇議長（野口久之君） 挙手多数であります。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  １０時５０分まで。 

休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１０時５０分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 

  お諮りいたします。 
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  ただいまから上程になります日程第９、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

から、日程第４９、議案第４３号 平成２７年度国保京丹波町病院事業会計予算までの議案

につきましては、本日は提案理由の説明のみとし、質疑、討論、採決は後日の日程としたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  これより、日程第９、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第４９、

議案第４３号 平成２７年度国保京丹波町病院事業会計予算までを一括議題とします。 

  町長の提案理由を求めます。 

  寺尾町長。 

〇町長（寺尾豊爾君） それでは、引き続きまして、議案の概要を説明させていただきます。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてでございますが、吉田和夫委員の任期が

平成２７年６月３０日をもちまして満了となります。 

  吉田氏は今回の任期満了を区切りとして、退任の意思が固く、これを尊重させていただく

こととなりました。後任の委員には、京丹波町口八田にお住まいの村山孝秋氏を推薦するこ

とについて、ご意見をお伺いするものでございます。 

  村山氏は、主に南丹地域を中心とする中学校の教諭として、長きにわたりお勤めになられ、

その間、青少年の健やかで健全な育成に献身的に取り組んでこられました。現在は、辻村区

長として地域住民のためにご尽力いただいているところであります。人格、見識とも高く、

信望の厚い方で、人権について深いご理解と認識のもとに、職務を適切に務めていただける

ものと考えております。 

  議案第４号 京丹波町表彰条例の制定につきましては、町政の進展に貢献された方を表彰

することにより、町政振興の促進を図ることを目的として制定するものであります。 

  議案第５号 京丹波町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につきましては、行政手

続法の一部改正に伴い、同法と同様の手続等を定めるものであります。 

  議案第６号 京丹波町町営バス運行事業条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

町営バス路線を道の駅「京丹波 味夢の里」に接続させるため、４路線に新たな停留所を設

置するほか、他の路線に乗り継ぐ場合の料金負担の軽減等を行うものであります。 

  議案第７号 京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定につきましては、常勤の特別職の給料、期末手当について引き続き支給額

を１０％減額するものであります。 
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  議案第８号 京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につき

ましては、管理職手当について引き続き支給額を１０％減額するものであります。 

  議案第９号 京丹波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、平成２６年８月の人事院勧告に準じ、単身赴任手当の額を改正するとともに、管理職特

別勤務手当の額を定めるものであります。 

  議案第１０号 京丹波町先行取得用地活用対策基金条例を廃止する条例の制定につきまし

ては、特定目的基金の整理によるものであります。 

  議案第１１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うものであります。 

  議案第１２号 京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正する条例の制定に

つきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

  議案第１３号 京丹波町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例の制定につきま

しては、子ども・子育て支援制度の開始に伴い、授業料を利用料とするものであります。 

  議案第１４号 京丹波町グリーンランドみずほの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、グラウンドゴルフ場の夜間使用の開始に伴い、同施設の利

用時間及び利用料金を改めるものであります。 

  議案第１５号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

子ども・子育て支援法の施行に伴い、公立保育所の保育費用が児童福祉法第５６条第３項の

費用徴収の対象外となることから、公の施設の使用料として徴収する規定を定めるために改

正するものであります。 

  議案第１６号 京丹波町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定につきましては、

子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育の実施基準が改正されたことから本条例を廃止す

るものであります。 

  議案第１７号 京丹波町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、少子化対策並びに子育て支援施策の充実を図ることを目的

に、子育て支援センターにおきまして、新たに減免規定を設けるものであります。 

  議案第１８号 京丹波町老人医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

きましては、老人医療費の支給対象者の一部負担割合及び要件について、所要の改正を行う

ものであります。 

  議案第１９号 京丹波町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、第６
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期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料の改定を行うものであります。 

  議案第２０号 京丹波町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につきま

しては、介護保険法の改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基

準を定めるものであります。 

  議案第２１号 京丹波町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例の制定につきましては、介護保険法の改正に伴い、地域包括支援センターに

おいて包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものであります。 

  議案第２２号 京丹波町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、及び、議案第２３号 京丹波町指定

地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定につきましては、介護保険法及び基準省令の改正に伴い、所要の改正を行う

ものであります。 

  議案第２４号 京丹波町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定につきましては、介護保険法の改正に伴い、所要の改正を行

うものであります。 

  議案第２５号 京丹波町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定につきましては、京都縦貫自動車道丹波綾部道路の開通が延期されることに伴い、

これに連結する京丹波町地域振興拠点施設の供用日を変更するものであります。 

  議案第２６号 京丹波町わち「水と陸」自然双生運動公園条例を廃止する条例の制定につ

きましては、平成２５年９月に発生した台風１８号により被害を受けた当施設の閉鎖に伴い、

本条例を廃止するものであります。 

  議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定の変更につきましては、平成２５年６月１９

日の京丹波町議会定例会において議決いただきました京丹波町地域振興拠点施設の指定期間

を、京都縦貫自動車道丹波綾部道路の開通が延期されることに伴い、変更するものでありま

す。 

  次に、議案第２８号 平成２７年度京丹波町一般会計予算から、議案第４３号平成２７年

度国保京丹波町病院事業会計予算につきまして、一括してご説明を申し上げます。 

  まず、一般会計予算の総額は、１１６億４００万円、前年度当初予算に比べ１．２％の減

額となりました。また、病院事業を含む特別会計全体では、国民健康保険事業特別会計の共
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同事業拠出金や介護保険事業特別会計の保険給付費の増額要因等により、８８億２，９９５

万５，０００円と、前年度対比８．４％の増額となっております。なお、全ての会計の総額

は２０４億３，３９５万５，０００円となり、前年度対比５億４，８７３万９，０００円、

２．８％の増額となりました。 

  それでは、一般会計の歳出から特徴的なものについてご説明申し上げます。 

  総務費では、財政健全化対策に引き続き積極的な取り組みを行うこととし、財産管理事業

として旧ＪＡ竹野倉庫の解体撤去費に７７０万円、平成２７年１０月から始まる個人番号制

度導入に伴うシステム移行経費や機器類整備に２，３４５万円、瑞穂地域の旧小学校の地元

活用に対する支援として町有財産有効活用支援負担金に８５万円、平成２９年度からの第２

次京丹波町総合計画策定に１６８万円、町営バス運行事業特別会計への繰出金に７，３８２

万円、須知高校への通学支援に町営バス利用促進助成金として２１２万円、地域外の人材を

誘致し定住・定着を図るための地域おこし協力隊設置に７５８万円、協働のまちづくりを推

進し、住民自治組織の育成と組織化を支援する住民自治組織まちづくり交付金及び地域力向

上事業助成金に、合わせて２６３万円を計上したところであります。木質バイオマスエネル

ギーによる地域熱供給システムなど地域資源活用推進事業に１，５７４万円、公共施設の木

質化など森林（もり）の文化創造事業に１，２３２万円を計上しております。その他継続的

な事業では、合併特例債を活用した振興基金積立事業に２億９，１９２万円、過疎債を活用

した過疎地域自立促進特別基金積立事業に１億１５万円を積み立てることとしております。 

  民生費では、少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の皆様が住みなれた地域で安心して自

立した生活を営むことができる環境づくりと、児童福祉における子育て支援の充実、拡充に

配慮した予算編成に努めたところであります。障害者の自立支援事業に３億７，３５８万円、

介護保険事業に３億３５万円、介護療養型老人保健施設運営事業に８，２８７万円、高齢者

の在宅生活を支援する在宅高齢者等生活支援事業に２，６５３万円、後期高齢者医療広域連

合に対する給付費負担金など関係経費に２億８，７２８万円を計上しております。 

  また、本町独自の取り組みとして、子育て医療費助成事業に３，８７９万円、すこやか子

育て祝金事業に８００万円を計上したほか、ファミリー・サポート・センター事業に５００

万円、児童手当支給事業に１億８，４５３万円を計上しております。 

  なお、消費税率の引き上げによる影響緩和措置として昨年度設けられました臨時福祉給付

金給付事業の２年目分として、３，４５２万円、子育て世帯臨時特例給付金支給事業に５２

６万円を計上したところであります。 

  次に、保育所費では、上豊田保育所保育施設整備工事に９１０万円など総額３億３，３９



 

－３３－ 

８万円を計上し、子どもたちの健やかな成長を支援することとしております。 

  衛生費では、町民一人ひとりの健康寿命の延伸を目指し、健診内容を充実させ、引き続き、

各種健診事業を無料で実施するとともに、健診後の保健指導や健康教育事業の充実に努めて

まいります。 

  また、安心して妊娠、出産ができる体制の確保のための妊婦健康診査に８５８万円、生活

習慣病予防のための特定健康診査事業に１，８３５万円、胃がん、大腸がん検診など、その

他健康診査事業に４，６０２万円を計上しております。 

  また、予防費では、予防接種事業に３，８７４万円を計上しております。 

  環境保全、地球温暖化防止などの環境衛生対策では、緊急時の電源確保対策として太陽光

発電システム及び蓄電池設備設置に３，５７９万円、住宅用太陽光発電システム設置費補助

金に６００万円を計上したほか、下水道会計への繰り出しを含め９，９７９万円、清掃費に

は、船井郡衛生管理組合の分担金を主なものとして２億８，５５８万円、簡易水道費に５億

７，１５８万円を計上しております。 

  農林水産業費につきましては、農業費では、有害鳥獣対策事業に６，９９７万円を計上し、

被害防止や捕獲施設の設置など対策の強化を図るほか、平成２７年度から法制化される日本

型直接支払制度の創設のもとで実施する中山間地域等直接支払事業に１億１，５３８万円、

多面的機能支払交付金事業に１億９５万円を計上し、地域ぐるみの活動や営農への支援を行

うとともに、営農組織への農業機械導入補助をはじめとする農業振興事業に１，４４５万円、

新規就農を支援する後継者育成事業に３８３万円、担い手と農地の問題解決に向けた京力農

場プラン事業に１，２１１万円、特産物等作付助成などの水田農業構造改革対策助成事業に

２，１１２万円、京野菜の生産拡大に向けたパイプハウス等を整備する、京野菜産地支援事

業に７９１万円、農業用施設整備などの農地保全事業に８３３万円、取水施設等を整備する

土地改良施設維持管理事業に７，５００万円を計上し、営農組織等の担い手育成や特産物の

生産振興、農業生産基盤の整備を進めてまいります。 

  また、ケーブルテレビの運営についてですが、２億１，１３１万円を計上しております。 

  林業費では、林業の担い手育成をはじめとする林業振興対策事業に１，３１２万円、公有

林整備事業に２，１９６万円、特産である丹波クリの振興に１３５万円、京都府トレーニン

グセンターの建設など木材需要の拡大と有効利用を図る木材搬出事業に５６６万円、森林資

源の循環利用などを目指す木のぬくもり活用推進事業に３，３８９万円を計上したほか、森

林管理道塩谷長谷線の開設に８，５３６万円を計上し、森林の保全及び活用と路網整備を図

ってまいります。 
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  商工費では、企業誘致対策事業として９７２万円を計上し、積極的な企業誘致活動や立地

企業支援を実施するとともに、町商工会のプレミアム商品券発行事業や小規模事業経営支援

事業への補助をはじめ、資金融資利子補給などの商工業振興事業に２，０９２万円、融資保

証料補給事業に５００万円を計上し、小規模店舗や中小企業への経営支援を引き続き実施し

ます。また、消費生活相談窓口の設置と啓発事業等に１６５万円を計上し、安心安全な消費

生活の実現に努めてまいります。 

  観光費では、観光振興事業として、京丹波町観光協会の運営補助に８００万円を計上し、

夏まつり開催への助成と観光協会との連携による京丹波町ならではの観光事業を推進してま

いります。 

  また、本年度から開業する道の駅「京丹波 味夢の里」の維持管理・運営モニタリング業

務委託費などに１，４８７万円を計上し、施設の適切な運営業務の確認を行うこととしてお

ります。 

  土木費では、道路維持費として５，０２３万円を計上しております。冬季の除雪をはじめ、

道路利用者の通行に支障のないよう維持管理に努めてまいります。 

  道路新設改良費では、小野線等、継続して整備を進める８路線と、下山駅前線等、新規に

取り組む６路線、また、橋梁修繕や舗装修繕、あわせて４カ所の治水対策などに総額６億１，

１１５万円を計上し、事業に取り組んでまいります。 

  このほか、河川維持管理事業に３，００７万円を計上したところであります。また、町営

住宅の維持管理費に１，４７１万円、木造住宅耐震改修事業や、継続実施します住宅改修補

助金事業に８８０万円を計上しております。 

  消防費では、中部広域消防組合負担金に２億５，７６１万円、消防団運営費に７，７９５

万円、消防車両更新事業に４，４７９万円を計上しております。 

  また、避難所用パーテーション、防護服、個人線量計などの原子力災害対策備品の整備や、

地域防災計画の見直し業務などの防災事業に１，４３９万円を計上したほか、デジタル移動

系防災行政無線整備事業費として４億９８８万円を計上し、災害時の体制強化に努めてまい

ります。 

  教育費では、総額で９億７，４６１万円を計上しております。幼稚園遊戯室及び小学校体

育館の照明器具等の非構造部材耐震工事に６，７１１万円、幼稚園、中学校の普通教室等の

空調設備工事に１億５００万円、小学校の空調設備実施設計に８４０万円、和知ふれあいセ

ンター屋根改修工事に４，２００万円、全国高校総体推進事業に５９５万円を計上したほか、

学校運営、教育振興、社会教育の推進に所要の額を計上しております。 
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  次に、歳入についてでありますが、町税につきましては、平成２６年度の賦課資料及び決

算見込み、また地方財政計画の指標などをもとに検討を加え、過大見積もりにならないよう

計上したところであります。現下の経済情勢の中にあって、町民総所得の伸びは依然として

マイナス基調が続いており、加えて平成２７年度は、固定資産税の評価替えの年度に当たる

ことなどから、総額で前年度比５，７４１万円の減額、１５億８，５４３万円を見込んでい

るところであります。 

  また、譲与税、交付金関係につきましては、地方財政計画の伸び率等から推計し、前年度

比８，６２０万円増額の４億５，１５０万円を計上しております。なお、地方交付税につき

ましては、地方財政計画における基準財政需要額の伸び率見込み等から、特別交付税を含め、

前年度と同額の５１億円を計上したところであります。 

  平成２７年度は、施政方針で申し上げましたように、京丹波町が合併し、１０年を迎える

節目の年でもあり、安心、活力、愛のあるまちづくりを確立するために、これまで取り組ん

でまいりました、きめ細かな保健福祉関係事業の一層の充実や、町有施設の活用をはじめと

した財政健全化対策の推進はもちろん、京丹波町の明るい未来づくりのための予算編成とし

たところであります。景気回復のスピードは鈍く、個人所得も年々減少するなど、財源の確

保が大変厳しい状況ではありますが、きめ細やかな事業の実施により、幸せを実感していた

だける町政の推進に全力を傾けてまいる所存であります。議員各位をはじめ、町民の皆様の

格別のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

  以上、一般会計予算の説明とさせていただきます。 

  引き続きまして、特別会計につきましてご説明申し上げます。 

  国民健康保険事業特別会計では、２２億５，９００万円を計上しております。国民健康保

険事業は、少子高齢化の進展や雇用環境の変化、税負担能力の低下や医療費が増加傾向にあ

ることなどから、構造的な課題により財政状況が一段と厳しさを増す中、国においては、社

会保障制度改革国民会議の報告書を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を示すプロ

グラム法が成立しまして、今、国保制度改革は計画から実行段階へと移る大きな変革期を迎

えています。引き続き国の財政支援の強化を求めるとともに、国保制度改革にかかる今後の

行方を注視してまいりたいと考えております。 

  本町の平成２７年度の国保税率につきましては、これまでから保険給付費等の伸びに対応

するため、税率改定も視野に入れ、種々検討を重ねてきたところでありますが、被保険者の

皆様の負担を考慮し、据え置くことといたしました。引き続き、特定健診事業に積極的に取

り組むとともに、医療費の適正化対策や収納率向上対策により、公平性の確保と財政安定化
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を図ってまいります。また、京都府国民健康保険広域化等支援方針に基づく共同事業等を活

用して業務の効率化を図り、安定的な事業運営に努めてまいります。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、２億２，３２５万２，０００円を計上しており

ます。本会計につきましては、京都府後期高齢者医療広域連合の算定に基づく保険料を徴収

し、広域連合に納付する収支となっております。平成２７年度におきましても、限られた財

源ではありますが、可能な限り、人間ドック助成も継続し、高齢者の保健予防に努めてまい

りたいと考えております。 

  介護保険事業特別会計事業勘定では、２２億２０万２，０００円を計上しております。第

６期介護保険事業計画に基づき、引き続き、介護サービス給付の適正化と、介護予防事業に

取り組むとともに、地域支援事業の充実を図り、介護が必要な状態になっても、住みなれた

地域での暮らしが営めるよう、事業の円滑な推進と健全運営に努めてまいります。 

  また、介護保険料の改定や制度改正への対応については、被保険者の方に十分ご理解いた

だけるよう広報や丁寧な説明に努めてまいります。 

  あわせまして、地域包括支援センターを中心に、認知症予防をはじめとする介護予防支援

事業を推進するとともに、新たな総合事業へのスムーズな移行が図られるよう、関係機関と

の連携を図りながら取り組んでまいります。サービス事業勘定では、要支援者への介護予防

支援計画の作成を主なものとして、事業を推進いたします。 

  また、老人保健施設サービス勘定では、１億７，７１０万円を計上し、施設の運営、入所

サービス等の提供を行い、和知診療所の訪問事業と組み合わせて、在宅復帰や、あるいは在

宅療養の支援など包括的なケアに取り組んでまいります。 

  水道事業特別会計につきましては、１６億２，０００万円を計上しております。施設の適

正な維持管理を行うとともに施設整備を行い、安全で安定した給水環境の整備に努めてまい

ります。経営状況等を明確にするため、昨年度から引き続き、企業会計への移行経費や上水

道事業としての経営認可を取得する経費も計上しております。施設整備では、丹波・瑞穂地

区で、畑川浄水場高度処理施設の詳細設計に着手するほか、給水区域を結ぶ連絡管の整備や

未給水区域である小野地区及び上新田地区の配水管整備を進めてまいります。 

  和知地区では、用地買収が完了しました西部地区の低区配水池築造工事に着手するととも

に、広野立木地区での水管橋や配水管整備を進めてまいります。 

  下水道事業特別会計につきましては、９億５，７００万円を計上しております。使用料の

確保と施設の効率的な運営を図り、経費縮減に努めてまいります。 

  施設整備では、継続事業である和知地区内４カ所の農業集落排水処理施設と管路の機能診
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断を実施し、その結果を踏まえた今後の施設補修や改築に取り組んでいくための最適整備構

想を策定いたします。 

  また、公共下水道では、グリーンハイツ区内の誤接続調査を継続し、中台地内においては

府道改良工事の支障となる中継ポンプ制御盤の移設工事を計画しております。 

  町営バス運行事業特別会計につきましては、１億１，５７２万５，０００円を計上してお

ります。昨年度に引き続き、老朽化した車両２台を更新し、安全運行に努めるとともに利便

性の向上を図ってまいります。 

  国保京丹波町病院事業会計では、病院、各診療所の３条予算の収益的収入及び収益的支出

ともに９億７，６９０万円を計上しております。また、４条予算の資本的収入に２億３，６

２３万５，０００円、支出におきましては２億５，３１３万５，０００円を計上し、資本的

収支に不足する額１，６９０万円は過年度分損益勘定留保資金で補填することとしておりま

す。 

  病院建設事業債の償還も最中であり、引き続き厳しい経営環境ではありますが、経営の健

全化と保健・福祉・医療・介護の一層の連携強化を図り、地域包括医療の推進に努めてまい

ります。 

  また、医師確保につきましても、引き続き京都府や府立医大並びに関係医療機関への要望

や奨学金制度の活用などにより、一層安定した医療体制の確立に向けて全力で取り組んでま

いります。 

  その他、土地取得特別会計につきましては、基金利子等の積み立てを計上したものであり、

育英資金給付事業特別会計につきましては、育英基金の目的に沿う適正な給付に留意し、４

７０万１，０００円を計上しております。また、須知、高原、桧山、梅田、三ノ宮、質美の

各財産区特別会計につきましては、財産の管理及び住民団体への助成を中心として編成した

ものであります。 

  以上、提案理由の説明とさせていただきます。何とぞ慎重にご審議賜りまして、原案に賛

同いただきますようによろしくお願い申し上げます。 

  なお、平成２６年度の補正予算につきましては、後日追加提案させていただきたく思って

おりますので、ご理解賜りますようによろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） 補足説明を担当課長に求めます。議案の説明は日程順にお願いをいた

します。 

  長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、諮問第１号の人権擁護委員候補者の推薦につきまして
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補足説明をさせていただきます。 

  人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づきまして、市町村長はその候補者に

ついて議会の意見を聞いて推薦を行い、法務大臣が委嘱することとなっており、その任期は

３年となっております。 

  現在、京丹波町では１１名の人権擁護委員さんにご活躍いただいております。そのうち、

平成２４年７月１日から３年間、人権擁護委員としてご活躍いただきました吉田和夫氏が平

成２７年６月３０日をもって任期満了となられますことから、町長の提案説明にもありまし

たように、新たに村山氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、議会のご意見を求め

るものでございます。 

  村山孝秋氏は京丹波町口八田にお住まいで、昭和２８年１１月２６日生まれの６１歳で、

広島県福山市市立加茂中学校の教員として着任され、その後、園部中学校、八木中学校、大

成中学校、殿田中学校の教員として長きにわたりご活躍されました。平成２５年度からは辻

村区長としても地域住民のため、現在ご活躍いただいているところでございます。 

  それでは、諮問第１号を読み上げまして、補足説明とさせていただきます。 

  諮問第１号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

記 

  住所  京都府船井郡京丹波町口八田百合ノ下４６番地 

  氏名  村山孝秋 昭和２８年１１月２６日生 

  平成２７年３月３日提出 

  京丹波町長 寺尾豊爾 

  提案理由 人権擁護委員の任期満了に伴い、人権擁護委員候補者を推薦する必要があるた

め。 

  なお、参考といたしまして、裏面に主な履歴等を記載しておりますので、ごらんいただき

たいと思います。 

  ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第４号 京丹波町表彰条例の制定につきまして、

補足説明をさせていただきます。 
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  提案理由といたしましては、町政の進展に貢献された方等を表彰することにより、町政振

興の促進を図ることを目的として制定するものでございます。 

  合併以降におきまして、現行の条例というものが制定をされていない状況にございまして、

合併１０年を迎えることから、本条例を制定をしようとするものでございます。 

  １枚めくっていただきまして、表彰条例の中身につきまして、主なものを説明をさせてい

ただきます。 

  まず、第１条に目的を書いております。先ほども提案理由に申し上げましたように、町政

の進展に功労があった者、もしくは貢献した者、または町民の模範となる者を表彰し、もっ

て町政の振興に寄与することを目的とするものでございます。 

  次に、第２条としまして表彰の種類でございます。 

  表彰は自治功労者表彰、功績者表彰及び善行者表彰の３種類でございます。 

  第３条に、１つ目の自治功労者表彰を書いております。 

  次のいずれかに該当する者ということで、これを自治功労者としてその功績を表彰すると

いうこととしております。 

  まず、１号で、４年以上町長の職にあった者、２号で８年以上副町長または教育長の職に

あった者、３号としまして１２年以上町議会議員の職にあった者、４号としまして１６年以

上教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員また

は固定資産評価審査委員会委員及びその他その就任につき、公選または議会の選挙もしくは

同意を必要とする職にあった者としております。 

  なお、５号で、前各号に掲げる者のほか、本町の自治及び公益に関し、特に功績が顕著で

ある者につきましても表彰することとしております。 

  なお、２項におきまして、現にその職にある者につきましては、特別な場合を除き、在職

中は表彰しないというものでございます。 

  次に、第５条に移ります。 

  功績者表彰でございます。 

  功績者表彰といたしましては、１号としまして自治振興に特に功績のあった者でございま

す。また、２号としまして、次のページへ入りまして、農林業及び商工観光など産業振興に

特に功績のあった者、３号としまして社会福祉の増進または保健衛生の推進に特に功績のあ

った者、４号としまして、教育、文化またはスポーツの振興に特に功績のあった者、５号と

しましては、前各号に掲げる者のほか表彰することが適当と認められる者となっております。 

  次に、３つ目の第６条の善行者表彰でございます。 
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  善行者表彰につきましては、１号で善行が著しく町民の模範となる者、２号で町の公益の

ために多額の私財を寄附した者、３号としまして、前２号に掲げる者のほか表彰することが

適当と認められる者といたしております。 

  第８条に移りまして、表彰の時期等でございます。 

  表彰は町制記念行事の日または町長が定める日に行うといたしております。 

  また、９条で表彰者名簿をうたっておりまして、被表彰者の氏名、事績その他必要な事項

は表彰者名簿に記録し、永久に保存するものということで、保存方法を明記をしております。 

  以上、本表彰条例の内容につきまして説明をさせていただきました。 

  以上で議案第４号の補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第５号 京丹波町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て、補足説明をさせていただきます。 

  提案理由といたしまして、行政手続法の一部改正に伴い、同法と同様の手続等を定めるも

のとしております。行政手続法の一部を改正する法律が平成２６年６月１３日に公布され、

２７年４月１日から施行をされます。 

  主な改正内容は、国民の権利、利益の保護の充実を図るために、法律の要件に適合しない

行政指導の中止等を求める制度及び法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導

を求める制度が整備されたもの。本町においても住民の権利、利益の保護の充実を図り、同

様の措置を講じるために、条例の一部改正を行うものでございます。 

  それでは、３枚目に本条例の新旧対照表がございますので、そちらのほうでご確認をいた

だきたいと思います。 

  １ページ目のところでございますけれども、新たに第４章の２というものが追加をされて

おりまして、処分等の求めという条文となっております。また、下段のほうに下線が引いて

ありますけども、表記を改めているものでございます。 

  続きまして、２ページに入ります。 

  ２ページにおきましても、表記の改正をしているもの、それから第３条におきましては引

用の条文の番号等を記載をしているものでございます。 

  飛びまして、５ページに入らせていただきます。 

  ここで、行政指導の方式ということで書かれております。 

  行政指導といいますのは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行

政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、監督、助言その

他の行為であって、処分に該当しないものを言っております。 
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  この第３４条の第２項につきまして、追加となっておりまして、条文では行政指導に携わ

る者は、当該行政指導をする際に、町の機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく

処分を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して次に掲げる事項を示さなければなら

ないとしております。 

  １点に、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、２点目に前項の条項に規定する要

件、３点目に当該権限の行使が前号の要件に適合する理由となっております。 

  また、第３５条の２が追加をされておりまして、行政指導の中止等の求めが記載をされて

おります。 

  こちらでは、法令に違反する行為の是正を求める行政機関の相手方は、当該行政指導が当

該法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした町の

機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止、その他必要な措置を講ずることを求

めることができるとされております。 

  前項に掲げます申し出につきましては、第２項のほうに書かれておりまして、以下、１号

から６号に係ります事項を記載した申出書を提出しなければならないとされているものでご

ざいます。 

  また、第４章の２、処分等の求めというところで、第３５条の３、処分等の求めが記載を

されております。 

  何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または

行政指導がされていないと思料されるときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当

該行政指導を行う権限を有する町の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指

導をすることを求めることができるとされております。 

  その手続きにつきましては、先ほど申し上げましたものと同様に、１号から６号までの事

項を記載した申出書を提出しなければならないとされているものでございます。 

  この書類が提出されますと、当該行政庁または町の機関は、必要な調査を行い、その結果

に基づき、必要があると認めるときは当該処分または行政指導をしなければならないとされ

ているところでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第５号 京丹波町行政手続条例の一部を改正する条例

の制定につきまして補足説明とさせていただきます。 

  ご審議賜りますように、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 久木企画政策課長。 

○企画政策課長（久木寿一君） 議案第６号 京丹波町町営バス運行事業条例の一部を改正す
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る条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の改正につきましては、一つには、道の駅「京丹波 味夢の里」の開業に伴いまして、

町営バスにより、道の駅へ行くことができるよう、沿線の４路線に新たなバス停、味夢の里

を設置するものでございます。二つには、他の路線に乗り継いだ場合、料金の合計額が５０

０円を超えないようにして、料金負担の軽減を図るものでございます。三つには、一部のバ

ス停名を実態に合わせて変更等を行うものでございます。 

  それでは、改正内容をご説明申し上げます。 

  議案を１枚めくっていただきまして、条例案の１ページをごらんください。 

  第２条でございますが、表のうち、主な経過地の欄におきまして、バス停名の新設と名称

変更を反映するとともに、この欄はバス停名と地名が混在していたため、バス停名に統一し、

全体を整理したものでございます。 

  バス停名の変更箇所につきましては、後ほどご説明いたします。 

  ２ページでございますが、第６条以降をずらしまして、第６条に乗継料金を規定すること

といたします。役場や病院、集客施設など、公共的施設へ行く場合、遠くになるほど乗り継

ぎが必要となってまいります。料金は最大で、乗り継ぎ前４００円と、乗り継ぎ後４００円、

合わせまして片道８００円かかる場合がございます。こうした料金負担をできるだけ軽減し、

町内各地から町営バスを利用して出向いていただけるよう規定するものでございます。 

  第６条の第１項に掲げております８つのバス停、これは他の路線と乗り継ぐことができる

バス停でございます。これらのバス停で乗り継いだ場合、乗り継ぎ前の料金と乗り継ぎ後の

料金の合計額が５００円を超えるときは、５００円から乗り継ぎ前の料金を差し引いた額、

つまり、乗り継ぎ前と乗り継ぎ後の料金の上限を５００円とするものです。第２項のただし

書き以降につきましては、小学生以下など半額料金の場合は２５０円を上限とすること。第

３項につきましては、定期券による乗り継ぎについても、同じ算出方法により定期料金を定

めることといたします。 

  次に、２ページ下から３ページにかけましては、別表第１のバス停の改正でございます。 

  一つにはバス停の実態に合わせて、関係する路線におきまして、京丹波町役場前を京丹波

町役場に、高原公民館を富田公民館に、国道下山を下山駅下に改めるものでございます。 

  二つには丹波和知線、高原下山線、丹波桧山線及び竹野線に新たなバス停、味夢の里を設

置しますのと、竹野線につきましては味夢の里への接続に伴い、その途中のひかり小学校下、

椿坂、須知幼稚園前を、竹野線のバス停に加えるものでございます。 

  ３ページ以降につきましては、別表第２、料金表の改正でございます。 
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  新設するバス停、味夢の里関係の料金表等を追加するものでございます。 

  なお、６ページの下側ですが、別表第２の桧山和知線につきましては、バス停名の変更に

伴い、料金表中のバス停名のみを変更するものでございます。 

  最後に、この条例の施行期日につきましては、道の駅「京丹波 味夢の里」の開業とおお

むね合わせることとして、開業が決まり次第、施行日を規則で定めさせていただきまして、

ダイヤ改正を含み、一括で広報した上で施行をさせていただくこととしております。 

  なお、条例案の次に新旧対照表をつけておりますのと、最後から２枚目につきましては、

バス停、味夢の里の設置イメージ図、それから、最終ページにつきましては、略図でござい

ますが、味夢の里アクセス路線図等を載せておりますので、参考にしていただきたく思いま

す。 

  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩をいたします。 

  午後は１時１５分から始めますので、よろしくお願いします。 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時１５分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を進めます。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案第７号 京丹波町特別職の職員で常勤の者の給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、説明をさせていただき

ます。 

  本一部改正につきましては、特別職の給料の月額及び期末手当の減額を引き続き実施する

ものでございまして、町長及び副町長につきまして、１０％の減額措置を講ずるものでござ

います。 

  一部改正につきましては附則により改正をしておりまして、４月１日施行となっておりま

す。 

  なお、対象の期間につきましては、平成２７年４月１日から１年間となってございます。 

  なお、教育長におきましても同様の措置を講じることとしておりますが、この後、説明を

させていただきます議案第１１号の整理条例におきまして、経過措置により減額とさせてい

ただくものでございます。 

  町長並びに副町長、教育長の特別職の合計で削減をされます額が３１４万円となっており
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ます。 

  以上、議案第７号の説明とさせていただきます。 

  引き続きまして、議案第８号 京丹波町職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてでございます。 

  この一部改正につきましても、これまでと同様に管理職手当の支給額、支給割合から１

０％を減額とするものでございます。 

  これも附則によります改正でございまして、４月１日施行、それから期間につきましては、

平成２７年４月１日から１年間となってございます。 

  なお、この減額の措置に伴います削減額につきましては１５１万２，０００円となってご

ざいます。 

  これらの減額措置につきましては、平成１９年４月から実施をしているものでございます。 

  以上、まことに簡単ですけども、議案第８号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第９号 京丹波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきましてご説明をさせていただきます。 

  提案理由といたしましては、平成２６年８月の人事院勧告に準じまして、単身赴任手当の

額を改正するとともに、管理職員の特別勤務手当の額を定めるものでございます。 

  新旧対照表の一番最後のページをごらんいただきたいと思います。 

  この第１５条の９でございますが、単身赴任手当の条文でございます。左側が新しく改正

をするものでございまして、現行の単身赴任手当の月額２万３，０００円を３万円に改める

ものでございます。加えまして、加算の額でございますけども、現行４万５，０００円を、

７万円を超えない範囲ということで改めるものでございます。 

  新旧対照表の１ページ目に戻っていただきまして、次に、管理職員の特別勤務手当につき

まして改正を行うものでございます。 

  この管理職員の特別勤務手当につきましては、勤務を要しない日に緊急の用等で出勤をし

た場合の手当の額を定めているものでございますが、現行の条文で申し上げますと、手当の

額の限度額というものが定められていないということがございまして、これまで支払いを行

ったことがございません。ただ、選挙に係ります手当につきましては、こちらの条文を読み

まして、管理職特別勤務手当ということで選挙事務に係ります手当につきましては、これま

でから交付をしていたものでございます。 

  今回、先ほどもありましたように人事院勧告によりまして、一部、この管理職特別勤務手

当につきましても追加がなされております。その追加の部分といいますのが、新しい改正後
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の１４条の２の第２項でございます。ここにつきましては、平日の深夜に災害等の急務の場

合、出勤をした場合に手当を支給するという文言でございまして、これが新たに追加をされ

ているものでございます。 

  これに加えまして、本町におきましても、現行の１４条の２におきまして、改めて管理職

特別勤務手当を記述をしております。ここからは選挙の関係の部分を除外をしたものとなっ

ております。それに第２項ということで、ただいまの人勧によります改正文を加えまして、

さらに第３項ということで、この額を定めております。管理職員の特別勤務手当の額につき

まして、勤務１回につき６，０００円を超えない範囲において規則で定める額とすると。た

だし、勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、当該額に１００分の

１５０を乗じて得た額とするとしております。 

  これにつきましては、６時間を超えた場合を想定をしておりまして、６時間を超えた場合

につきましては１００分の１５０の率で手当を支給することとしております。したがいまし

て、１回６，０００円ということになっておりますので、６時間以上勤務した場合には最大

９，０００円の支給ということになります。 

  また、２時間未満の場合も規定をすることとしておりまして、２時間未満の場合につきま

しては半額の３，０００円とするものでございます。 

  また、４項におきまして、こちらにつきましては従来から読んでおりました条文を切り離

してこちらのほうに持ってきておりまして、さらに内容のほうを一部改正をしております。 

  公職選挙法に基づく選挙の執行に係る事務に従事した場合の管理職特別勤務手当の額につ

いては、その勤務１時間につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定す

る基準額の算定基礎とする超過勤務手当の１時間当たりの単価に、次の各号に掲げる区分に

応じ、割合を乗じて得た額ということでございまして、こちらで規定しておりますのは、国

会議員の選挙の場合に、町のほうにおりてまいります委託経費の算定の基礎資料となります

時間当たりの単価がございますので、その単価を基準額と定めておりまして、現行の額でい

いますと、基準額が１，７６０円となってございます。この基準額に超過勤務手当の１時間

当たりの支給割合、平日の場合ですと、１００分の１２５、休日の場合ですと、１００分の

１３５、深夜の場合ですと、１００分の１６０ということで、それぞれ基準額に割合を乗じ

た額でよりまして算定をし、支給をするものでございます。 

  以上が議案第９号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第１０号 京丹波町先行取得用地活用対策基金条例を廃止する条例の制

定についてでございます。 
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  本基金は、土地開発公社に先行取得している用地を買い戻すために、平成１７年に造成を

されました基金３億円がスタートとなってございます。その後、債務の解消を目的に、計画

的に買い戻しを行い、平成２６年度に債務が解消されたものでございます。このことにより

まして、基金の任務は完了したということから、今回、基金を廃止するものでございます。 

  以上、議案第１０号の説明とさせていただきます。 

  ご審議賜りますように、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 中尾教育次長。 

○教育次長（中尾裕之君） 議案第１１号、ただいま上程となりました議案第１１号 地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について、補足説明を申し上げさせていただきます。 

  はじめに、今回の条例の制定の背景といたしまして、国におきまして、地方教育行政の運

営に関する法律の一部を改正する法律について、平成２６年法律第７６号が、平成２６年６

月２０日に公布され、平成２７年４月１日から施行されることに伴い、教育委員会委員長が

廃止され、教育長の身分が特別職となるなど、関係する条例の整理、一部改正が必要なため、

所要の改正を行うものです。 

  なお、関係する条例は教育委員会だけでなく、他の課にも及んでおりますので、今回、関

係条例の整理ということで、一つの条例として提案をさせていただきます。 

  条例の内容を説明させていただく前に、今回の条例の制定の基本となります地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要をお配りさせていただいておりま

す、文部科学省の資料により説明させていただきます。 

  まず、表紙になりますが、ごらんください。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要。 

  この法律の施行日は平成２７年４月１日となります。 

  今回の法の改正は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政に

おける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、

地方に対する国の関与の見直しを図るものであります。 

  改正のポイントといたしまして、四つのポイントがあります。 

  ポイント１、教育長として教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置、教育委員長

職は廃止となります。ポイント２、教育委員会として教育長へのチェック機能の強化と会議

の透明化。ポイント３、総合教育会議として、全ての地方公共団体に総合教育会議を設置。

ポイント４、大綱として、教育に関する大綱を首長が策定、ということになります。 
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  内容につきましては、次のページで説明させていただきます。 

  表紙の次のページをお開きください。２ページ目、３ページ目になります。 

  これまでの教育委員会の課題としまして、教育委員長と教育長のどちらが責任者かわかり

にくい。教育委員会の審議が形骸化している。いじめ等の問題に対して、必ずしも迅速に対

応できていない。地域住民の民意が十分に反映されていない。地方教育行政に問題がある場

合に、国が最終的に責任を果たせるようにする必要がある、として、教育委員会の改革とし

て、教育行政における責任体制の明確化、教育委員会の審議の活性化、迅速な危機管理体制

の構築、地域の民意を代表する首長との連携の強化、いじめによる自殺等が起きた後におい

ても、再発防止のため、国が教育委員会に指示できることを明確化するような改正となりま

す。 

  改正のポイントを説明させていただきます。 

  改正ポイント１といたしまして、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置。新教

育長と呼ばさせていただくのは、法施行前の教育長と区別をさせていただくためのものであ

ります。 

  現在の教育長は首長が議会の同意を得て、教育委員として任命され、教育委員会の中で教

育委員長を除く教育委員さんの中から教育委員会が任命し、直接、首長はかかわっていなか

ったものを、新教育長は首長が議会の同意を得て、直接任命することになります。首長が直

接教育長を任命することにより、任命責任を明確化するものであります。 

  また、これまで非常勤で教育委員会の代表者である教育委員長と、常勤で事務の統括者で

ある教育長を一本化した新教育長を置くことにより、迅速な危機管理体制の構築を図ること

を含め、教育行政の第一義的な責任者を明確化するものでございます。 

  新教育長の任務といたしまして、教育委員会の会務を総理し、教育委員会の代表、会議の

主宰者、具体的な事務執行の責任者、事務局の指揮監督者で、任期は３年となります。 

  ポイント２、教育委員会といたしまして、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化

で、教育委員会は新教育長の判断による教育委員への迅速な情報提供や会議の招集を実現で

きているかチェックをする。教育委員会によるチェック機能の強化のため、教育委員の定数

３分の１以上から会議の招集の請求、教育委員会規則で定めるところにより、教育長が委任

された事務の管理、執行状況を報告する義務について規定、会議の透明化のため、原則とし

て会議の議事録を作成、公表することとなっております。 

  ポイントの３、総合教育会議といたしまして、今回の法改正では、首長は総合教育会議を

設置しなければならないこととしております。会議は首長が招集し、会議は原則、公開とな
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ります。会議の構成員は首長と教育委員会により構成されます。総合教育会議の協議、調整

事項といたしましては、教育行政の大綱の策定、教育の条件整備など重点的に講ずる施策、

児童・生徒等の生命、身体の保護等緊急の場合に講ずるべき措置等になっております。 

  総合教育会議の設置により、首長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、

首長が公の場で教育施策について議論することが可能となり、首長と教育委員会が協議、調

整することにより、両者が教育施策の方向性を共有し、一致して執行に当たることがより可

能になるというものです。 

  ポイント４といたしまして、教育に関する大綱を首長が策定することとなっております。

大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針等を定めるもので、総合教育会議において首長

と教育委員会が協議、調整を尽くして、首長が策定することとなっておりまして、首長と教

育委員会は策定した大綱のもとに、それぞれの所管する事務を執行することとなります。 

  最終のページにＱ＆Ａが記載されておりますが、参考資料とさせていただきます。 

  それでは、改正する条例の内容についてご説明を申し上げさせていただきます。 

  議案書の次のページをお開きください。 

  第１条は京丹波町職員定数条例の一部を改正するもので、第１条中第２１条及び第３１条

第３項を、第１９条及び第３１条第３項と、第２１条を第１９条に改めるもので、これは地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の条項ずれが生じたものによる改正でございます。 

  第２条は京丹波町証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正するもので、第１条中、出

頭または参加した者を出頭し、または参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１条の第４第５項の規定による意見聴取のため、総合教育会議に参加することを求

められた関係者または学識経験者に改める改正でございます。これは総合教育会議に呼ぶこ

とができる意見聴取者について、実費弁償を支給する必要があると判断される場合において、

実費弁償をするものでございます。 

  第３条は京丹波町職員倫理条例の一部を改正するもので、第２条第２号中「（教育長を除

く。）」を削るものです。新教育長は特別職となり、教育長を除く規定は削る必要があるも

のです。 

  第４条は京丹波町職員法令遵守推進条例を一部改正するもので、第２条第１号中「及び副

町長」を「、副町長及び教育長」に改めるものです。特別職の常勤職となります。教育長の

職が新設されることに伴い、教育長をつけ加えることが必要となるためです。 

  第５条は、京丹波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び実費弁償に関する条例の一部

を改正するもので、別表中教育委員会委員長の職が廃止に伴い、委員長の報酬を削るもので
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ございます。 

  第６条は、京丹波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

するもので、別表第１の表中、副町長の後に、教育長の給与をつけ加えるものです。これは

教育長の身分が特別職の常勤職となるため一部改正するものでございます。 

  第７条は、京都府教育委員会委員定数条例の一部を改正するもので、現在の教育長が教育

委員会の委員である者のうちの一人であるのに対し、新教育長は教育委員会の構成員ではあ

りますが、教育委員ではなくなるため、現在の教育長を含めた６人から５人になるため改正

するものでございます。 

  第８条は、京丹波町公民館の設置及び管理に関する条例を一部改正するもので、第２条第

３項中「、教育長の推薦により」を削るものです。これは館長、主事、その他の職員は教育

長の推薦により京丹波町教育委員会が任命する者でありましたが、新教育長では職員の任命

について旧教育長の推薦について言及しているものについては削除する必要があるものです。 

  第９条は、京丹波町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止するもの

で、教育長は町長が直接任命する特別職となることから、教育長の給与等については京丹波

町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例で定められることになり、本条例を

廃止するものであります。 

  附則第１項は、条例の施行期間で平成２７年４月１日から施行するものでございます。 

  第２項は経過措置で、この条例は教育長がなお従前の例により在職する場合においては、

その教育長の教育委員会の委員としての任期中に限り、第３条から第８条までの規定による

改正前及び第９条の規定による廃止前の条例の規定は、その効力は有するものです。 

  第３項は第２項でその効力を有することとされた第９条の規定による廃止前の京丹波町教

育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第２条中、給料月額及び第３条第１項中、

期末手当の額は同条で算出した額１００分の１０を減額した額とするものです。 

  現教育長の任期期間であります平成２７年１２月１１日までは第３条から第８条までの規

定による改正前及び第９条の規定による廃止前の条例の規定は、その効力は有するもので、

平成２７年１２月１１日までは適用しないこととなります。 

  なお、次のページからは、今説明させていただいたことの新旧対照表をつけさせていただ

いております。 

  以上、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

  続きまして、議案第１２号 京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正する
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条例の制定について補足説明を申し上げさせていただきます。 

  今回の条例の一部改正につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項の番号と

条例中の語句が変更となったため、京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例の一部を改正

するものです。 

  新旧対照表をごらんください。 

  京丹波町放課後児童健全育成事業設置条例第１条中第６条の２第２項を、第６条の３第２

項に引用条項の番号変更のため改めるものです。また、改正後の児童福祉法においては、保

育に欠けるという表現は使用されておりませんので、児童福祉法における表現に倣い、「放

課後の家庭保育に欠ける」を「放課後に保育を必要とする」に改めるものです。 

  次に、議案第１３号をお願いいたします。 

  議案第１３号 京丹波町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、

補足説明を申し上げさせていただきます。 

  今回の条例の一部改正につきましては、平成２７年４月から開始されます子ども・子育て

支援新制度では、幼稚園は特定教育保育施設として位置づけられ、特定教育保育施設におい

て特定教育保育を提供した際の利用者負担を保護者から徴収することになり、京丹波町立幼

稚園授業料等徴収条例の題名を京丹波町立幼稚園利用料等徴収条例と改め、本則中、授業料

を利用料に改めるものです。 

  新旧対照表をごらんください。 

  題名及び本則中の授業料を利用料に改めております。 

  以上、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 山森商工観光課長。 

○商工観光課長（山森英二君） 議案第１４号 京丹波町グリーンランドみずほの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  今回の改正につきましては、グリーンランドみずほグラウンドゴルフ場に夜間照明を設置

することに伴いまして、使用時間また使用料金を改めるものでございます。 

  今回、新たにグリーンランドみずほ内のグラウンドゴルフ場に夜間照明を設置するに当た

りましては、京丹波町わち「水と陸」自然双生運動公園の施設の閉鎖に伴い、同施設のパタ

ーゴルフ場に設置されておりました夜間照明のうち、利用可能な照明器具をグラウンドゴル

フ場に移設をし、有効活用を図るものでございます。 

  それでは、詳細につきましては、新旧対照表の議案書の２枚目をごらんいただきたいと思

っております。 
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  まず、１点目でございますけれども、使用時間の変更で、第３条の２第１項第５号中のグ

ラウンドゴルフ場の時間を定めているものでございますけれども、現在、午前９時から午後

５時までを午前９時から午後１０時までとするものでございます。 

  ２点目は使用料金の変更でございまして、中ほどに記載をしております別表では、使用料

金を定めているものでございますけれども、１枚めくっていただきまして、施設名の欄のグ

ラウンドゴルフ場をごらんいただきますと、旧の区分のところではプレイ料となっておりま

すものを、新しく昼間と夜間に区分をしまして、夜間の使用料金の町内利用者を５００円以

内、町外利用者のうち平日利用者は８００円以内、土・日・祝祭日利用者は９００円以内と

定めるものでございます。 

  なお、施行期日については平成２７年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ですけれども、補足説明とさせていただきます。ご審議いただきますよう、よ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（野口久之君） 津田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（津田知美君） 議案第１５号 京丹波町立保育所設置条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして補足説明を申し上げます。 

  平成２７年４月１日から施行される子ども・子育て支援新制度並びに子ども・子育て支援

法により、公立保育所の保育費用につきましては、措置保育の場合を除き、児童福祉法第５

６条第３項の費用徴収の対象外となることから、保育所利用料及び保育所延長利用料につき

まして、公の施設の使用料として徴収する規定を定めるために改正するものです。 

  それでは、１枚めくっていただき、条例の内容につきまして、条項ごとにご説明申し上げ

ます。 

  まず、第３条を５条とし、第２条の次に、次の２条を加えます。 

  第３条、保育所利用料。保育所に入所する児童の保護者は子ども・子育て支援法第２７条

第３項第１号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を納付しなければならな

い。 

  ２、前項の費用の額のうち、保護者が負担する保育所利用料は別に規則で定める。ただし、

特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより保育所利用料を減額し、また

は免除することができる。 

  この３条につきましては、子ども・子育て支援新制度のスタートに伴い、市町村が利用者

に支給認定並びに個人給付を行い、利用者が施設と公的契約することになりますが、第３条

第１項の考え方としましては、市町村が利用者に支給すべき個人給付費と、利用者が負担す
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べき利用者負担額の双方を施設が徴収する根拠とするため、子ども・子育て支援法第２７条

第３項第１号を根拠とし、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を、保育所利

用料の上限として定めています。 

  第３条第２項に関しましては、個人給付費と利用者負担額を合わせた保育所利用料のうち、

保護者が負担する額のみを対象に定めているため、同法第２７号第３項第２号を根拠とし、

市町村が定める保育所利用料につきましては規則で定めます。 

  第４条、保育所延長利用料。保育短時間認定を受けた児童の保護者は、一般保育時間午前

８時３０分から午後４時３０分までを超えた時間の保育を利用した場合は、保育所延長利用

料を納付しなければならない。 

  ２、前項の保育所延長利用料は、児童１人１日につき２００円とする。 

  保育時間の認定につきましては、子ども・子育て支援新制度により、１２０時間の就労時

間を基準とし、保育標準時間１２０時間以上と、保育短時間１２０時間未満の認定区分が設

けられました。保育標準時間の認定を受けた児童は、午前７時３０分から午後６時３０分ま

での開所時間１１時間を一般保育時間とし、保育短時間認定を受けた児童は、午前８時３０

分から午後４時３０分までの８時間を一般保育時間とすることから、保育短時間認定を受け

た児童が８時間を超えた保育を利用する場合に負担していただく利用料金を定めております。 

  本条例の施行期日は、子ども・子育て支援法の施行期日と合わせ、平成２７年４月１日を

予定しております。 

  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。 

  次に、議案第１６号 京丹波町保育の実施に関する条例を廃止する条例の制定につきまし

て、補足説明を申し上げます。 

  子ども・子育て支援法が平成２４年４月１日より施行されることが正式に決定されたこと

を受け、保育所入所要件が、「保育に欠ける」から「保育を必要とする」に変更となり、京

丹波町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則（平成２６年規則第１９号）を保育の

実施基準とすることが確定したことから、本条例を廃止するものです。 

  それでは、条例案を読み上げます。 

  京丹波町保育の実施に関する条例は廃止する。 

  本条例の施行期日は平成２７年４月１日を予定しております。 

  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第１７号 京丹波町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 
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  町独自施策である子育て支援センター、短時保育事業の利用料につきましては、一律１万

２，０００円と定めておりますが、国が示す保育所入所児童の保育料に関しましては、第２

子が半額、第３子以降が無料となっていることから、町独自施策におきましても、少子化対

策並びに子育て支援施策の充実を図ることを目的に、同様の減免規定を定めるために改正す

るものです。 

  それでは次のページをごらんください。 

  京丹波町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１１条、ただし書中「月額１万２，０００円とする」を「月額１万２，０００円とし、

同一世帯から二人以上児童が利用する場合は二人目を半額、３人目以降を無料とする」に定

める。 

  本条例の施行期日は、平成２７年４月１日を予定しております。参考として新旧対照表を

つけておりますので、後ほどごらんください。 

  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第１８号 京丹波町老人医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  老人医療助成制度につきましては、高齢者の健康保持を目的として、昭和４５年１０月に

制度が創設されて以来、４４年が経過しており、その間、一定要件に該当する６５歳から６

９歳の方の自己負担を軽減するものとして実施されてきました。 

  現在の制度におきましては、国の制度により自己負担がこれまで原則１割となっていた７

０歳以上の方に合わせて、６５歳から６９歳の方について入院、通院ともに自己負担が原則

１割となるよう、患者の自己負担に対する助成が行われてきました。 

  しかし、７０歳から７４歳の方については経過措置はあるものの、平成２６年度から国の

制度の自己負担割合が基本的に２割となったことから、２６年度中に７０歳に達した制度対

象者であった方においては、逆転現象が生じ、これを解消するため、今年度に限り、府の臨

時的な特例措置により１割負担とされてきたところでございます。 

  以上のような背景、経過のもと、町長の提案説明にもありましたように、一つは制度対象

となる６５歳から６９歳までの方の医療保険自己負担割合をこれまでの１割から２割に変更

するものでございます。 

  また、２つ目には現行では６５歳から６９歳までの方において、障害のある方、寝たきり
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の方、単身者、老人世帯に属する方を特別老人、それ以外の方を一般老人と区分し、それぞ

れ異なる所得制限により支給決定をしていたものを、現在の一般老人基準でもある世帯全員

が所得税非課税であることに判定基準が一本化されるものでございます。 

  それでは、新旧対照表によりご説明させていただきますので、３枚目の横長の表をごらん

ください。 

  まず、第１条関係の第２条につきましては、１割負担を２割負担に変更するため、高齢者

の医療の確保に関する法律第６７条に規定されている負担割合を１００分の１０から１００

分の２０に読みかえて運用するものでございます。 

  次に、第７条、支給の方法でございますが、今回の改正に鑑みまして、条文の内容につい

て一定整理をさせていただくものでございます。 

  次のページ、第２条関係の２条１号、ア、イ、ウ、エでございますが、対象の判定基準が

所得税非課税に一本化されるため、対象者の分類規定を削除するものでございます。その１

号の削除に伴いまして、２号を１号に、３号を２号に、それぞれ繰り上げるものでございま

す。 

  次に、第４条につきましては、第２条で削除させていただく方についての支給の制限を規

定している条文であることから、同時に削除させていただくものであり、それに伴う第５条

以下の条ずれを改正するものでございます。 

  また、あわせて第８条２項中にある「第７条第１項」という文言を同条１項中の表現と同

じ「前条第１項」という文言に統一させていただくものでございます。 

  なお、施行期日でございますが、附則にもありますように、自己負担割合につきましては、

平成２７年４月１日から、また、対象を所得税非課税とすることにつきましては、同年８月

１日からとさせていただくものでございます。 

  また、激変緩和としての経過措置としまして、１割から２割の変更についての経過措置は

設けませんが、現在受給されている方の支給判断基準につきましては、これまでと同様の基

準とすることから、基準を満たしていれば、最大５年間は支給させていただくというもので

ございます。 

  以上、議案第１８号の説明とさせていただきます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） 続きまして、議案第１９号 京丹波町介護保険条例の一

部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。 
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  本条例につきましては、介護保険事業計画の見直しに合わせ、高齢者人口や要介護認定者

数を見込み、さらにサービスの種類や量、その給付費を推計し、平成２７年度から２９年度

まで３カ年の保険料や段階設定を定めるものでございます。 

  介護保険制度創設時の平成１２年の国勢調査では、本町の高齢化率は２９．２％でありま

したものが、平成１７年には３１．８％と３０％を超えました。さらに、平成２６年度は団

塊の世代と呼ばれる方々が６５歳になられる年でもあり、高齢化率が３７％となって、合併

後においても５％を超える伸びを示しております。 

  また、団塊の世代が７５歳以上となられる平成３７年、２０２５年には本町の高齢化率は

４２％台になるとの予測がされているところです。 

  本町では今後、総人口の減少傾向と合わせて、高齢者人口もやや減少に転じると見込まれ

る一方、介護リスクが高まるとされる７５歳以上の人口は増加傾向を示し、それに応じて要

介護認定者数も増加傾向にあります。また、１世帯当たりの人数は減少傾向にあり、ひとり

暮らし高齢者や、高齢者のみの世帯が増えるとともに、認知症高齢者、老々介護等の課題が

生じております。 

  さらに、介護老人福祉施設への実入所申込者数は、平成２６年６月時点で１１８名となっ

ており、平成２５年度、平成２６年度に町内の特別養護老人ホームで合計５９床の施設整備

が行われましたが、すぐには入所ができない現状から、施設入所に至るまでの在宅介護ニー

ズが大きくなると考えております。 

  このような状況から、介護保険サービスだけでなく、医療、保健、福祉の各サービスが切

れ目なく提供できるような京丹波町の地域包括ケアシステムの構築と、一層の健康づくりと

介護予防、さらには地域ぐるみの支え合い体制など、こうした課題の解決に向けて、第６期

介護保険事業計画の策定に取り組んだところでございます。 

  計画における主なサービスの見込み量としましては、居宅サービスとして訪問介護、通所

介護、短期入所の各サービスの拡充を見込んでおります。また、退院後の在宅生活に欠かせ

ない訪問看護、訪問リハビリの支援を進めることとしております。 

  地域密着型サービスにおいては、第６期計画期間中に認知症対応型グループホーム９床、

認知症対応型通所介護１２人の事業も見込んでいるところでございます。 

  さらに在宅で少しでも長く健やかに暮らしていただくために、地域におけるサロン活動へ

の支援、身近な公民館等で行う筋トレ、脳トレ教室、ミニデイサービスや認知症予防事業な

ど、介護予防事業の取り組みの充実も積極的に図るものとしております。 

  制度改正が予定されております地域支援事業の介護予防・日常生活総合支援事業への移行
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につきましては、新たな仕組みづくりを検討するとともに、その移行時期について十分な準

備期間が必要であるとのことから、国の経過措置を活用して、平成２８年度後半から、段階

的な移行を目指すこととしております。 

  それでは、条例改正のうち介護保険料の改正につきましては、本日お配りさせていただき

ました説明資料によりご説明させていただきます。 

  平成２７年度から２９年度まで３カ年の介護サービスに必要な総費用額は６４億８，９０

８万円。保険料収納必要見込み額は約１２億４，０８７万円と見込んでおります。保険料の

金額といたしましては、資料中ほどの第５段階を基準保険料とし、現行の６万４，２００円

から７万５，３００円に改正するものであります。５期と比べますと１７．３％、１万１，

１００円の増となります。これは先ほども申し上げましたように、高齢化が進む中、介護リ

スクが高まる７５歳以上の高齢者の要介護者の増加が見込まれることと合わせまして、平成

２７年度から、第１号被保険者にご負担いただく率が、これまでの２１％から２２％に引き

上げられる一方、第２号被保険者の負担率が２９％から２８％に見直しされることになった

ことや、第５期計画においては、約３，０００万円の基金を取り崩すこととしておりました

が、今期において保険料上昇抑制のために活用が見込める基金が１，６００万円余りである

ことなども大きな要因となっております。 

  次に、保険料の段階設定の考え方でございますが、国の示す保険料段階は標準６段階から

標準９段階に改正されました。これまでの段階設定が統合された部分と分割された部分がご

ざいますが、本町といたしましては、被保険者の所得の分布状況を踏まえた中で、負担能力

に可能な限り配慮をし、１１段階とさせていただくものでございます。 

  主な保険料段階についてご説明させていただきます。 

  第１段階、条例第２条第１項第１号に該当される方は、生活保護受給者、老齢福祉年金受

給者で住民税非課税世帯の方、または住民税非課税世帯で前年の公的年金等収入金額と合計

所得金額の合計が８０万円以下の方、これまでの第１段階と第２段階が国の基準で統合とな

りました。基準額に対する割合は現行どおり０．５、保険料額は３万７，７００円となりま

す。ただし、国の低所得者への軽減措置が設けられることとなり、平成２７年度、２８年度

については、さらに０．０５引き下げ、０．４５とし、３万３，９００円、その差額につい

ては公費より補填することといたしております。 

  この軽減措置の実施時期については、条例の改正附則第２条に規定し、国の政令改正が行

われた後、施行日を規則で定めることとしております。国の低所得者への軽減措置について

は、２７年度から一部が実施され、平成２９年度には完全実施がされる予定となっておりま
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す。 

  第２段階、第２条第１項第２号に該当する方につきましては、住民税非課税世帯で、前年

の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が８０万円を超え、１２０万円以下の方。これ

までは特例第３段階の方でございますが、今回の国基準の見直しで、特例第３段階、特例第

４段階が標準化されております。この第２段階についても、本来ですと、国の軽減措置が適

用されるところですが、消費税率引き上げが延期されたことから、平成２９年度以降におい

て軽減措置が実施されることになりました。国が示す基準額に対する割合は、０．７５です

が、軽減措置の延期に伴い、基準から０．０５下げて、これまで同様の０．７、年額５万２，

８００円とさせていただくものです。 

  第３段階、第２条第１項第３号に該当される方につきましては、これまでの第３段階に該

当する方で、住民税非課税世帯で前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が１２０

万円を超える方、国の基準どおり０．７５、年額５万６，５００円とさせていただいており

ます。 

  第３段階についても、２９年度以降、国の軽減措置が適用されることになっております。 

  第１段階から第３段階については、住民税非課税世帯の方ですが、次の第４段階、第５段

階は住民税課税世帯で、本人が住民税非課税の場合となります。 

  第４段階、第２条第１項第４号に該当する方は、これまで特例第４段階に該当する方で、

住民税非課税世帯、本人が住民税非課税、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額の合計

が８０万円以下の方。 

  第４段階も、新たに国の基準が見直しをされたことから、これまでの０．９５から０．０

５下げた０．９０として、年額６万７，８００円としております。 

  第５段階は、第２条第１項第５号に該当する方で、これまでの第４段階に該当する方。住

民税課税世帯で本人が住民税非課税、前年の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が８０

万円を超える方は、基準額の７万５，３００円となります。 

  この第１段階から第５段階までの所得階層区分は国基準どおりということで、介護保険法

施行令第３９条第１項第１号から第５号に規定されている所得階層区分となっております。 

  第６段階以降につきましては、本人が住民税課税の場合ですが、第６段階、第２条第１項

第６号に該当の方で、これまで第５段階に該当されていた方は、特例により合計所得金額１

２５万円以下となっておりましたが、今回、国基準として合計所得金額１２０万円未満とさ

れたことから、それに準ずることとし、基準額に対する割合は１．２０、年額９万４００円

とするものです。 
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  第７段階、第２条第１項第７号の方は、第６段階の所得区分の見直しに伴い、前年の合計

所得金額が１２０万円以上１９０万円未満の方とし、基準額に対する割合は国と同じ１．３

０で、年額９万７，９００円。 

  第８段階、第２条第１項第８号の方は、前年の合計所得金額１９０万円以上２９０万円未

満の方、新たに設けられた国基準で、基準額に対する割合は１．５となっています。しかし、

本町ではこれまで合計所得金額１９０万円以上５００万円未満の方は、１．６５としており

ましたので、現行から０．０５引き下げ、１．６とし、１２万５００円とさせていただくも

のです。 

  国基準は第９段階までですが、本町ではこの段階をさらに３つに区分しております。 

  第９段階は、第２条第１項第９号の方で、前年の合計所得金額２９０万円以上５００万円

未満とし、国の基準額に対する割合どおり１．７、１２万８，１００円、第１０段階は前年

の合計所得金額５００万円以上１，０００万円未満の方とし、基準額に対する割合はこれま

でどおり１．８５、年額１３万９，４００円、そして、第１１段階として、前年の合計所得

金額１，０００万円以上の方、基準額に対する割合はこれまでどおり２．０、年額１５万６

００円とするものでございます。 

  続きまして、新旧対照表の２枚目をごらんください。 

  第４条関係ですが、介護保険法施行令の改正に伴いまして、引用する条項にずれが生じた

ものについて改正を行うものでございます。 

  第８条の保険料の徴収猶予及び第９条保険料の減免に関する規定の改正につきましては、

それぞれ第５号として、特別の事情があることを加えるものですが、東日本大震災の被災者

等に係る特例措置が延長されることになりましたが、本町の条例において合致する項目がな

かったことから改正をお願いしております。 

  附則第９介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を設けることにつきまして

は、冒頭申し上げましたとおり、介護保険法の改正に伴い、これまで介護予防給付としてサ

ービス提供されていた介護予防訪問介護、介護予防通所介護等については、市町村の地域支

援事業として位置づけられるとともに、これらのほか多様な主体によるさまざまな生活支援

サービスを介護予防・日常生活支援総合事業として原則として２７年４月から開始すること

とされております。 

  しかし、地域の特性を生かした取り組みなど、一定の準備期間を要する場合には、円滑に

移行が行えるよう、市町村の条例で定める場合には、その実施は平成２９年３月まで猶予さ

れることになっております。 
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  本町において生活支援体制の整備の必要性から、平成２７年４月１日から規則で定める日

までは行わず、規則の日で定める日の翌日から実施する旨を規定するものです。 

  第６期介護保険事業計画においては、平成２８年度後半から徐々に移行することとしてお

ります。 

  最後に、条例の改正文、２枚目をお願いいたします。 

  この条例改正の附則といたしまして、保険料の改正などその施行日を平成２７年４月１日

としております。ただし、附則第２条に定める平成２７年度から２８年度までの保険料率の

特例として、条例第２条第１項第１号に該当する方、いわゆる第１段階の方に対する保険料

率の軽減については、基準額に対する割合を０．０５引き下げ、０．４５とし、３万３，９

００円とすることについて、現在のところ、国の政令改正が行われておりませんので、その

施行日については、規則で定める日から施行する旨を規定いたしております。 

  政令改正後、速やかに規則を定めることといたしております。 

  以上、議案第１９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上ご議決賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第２０号から第２４号までの補足説明を申し上げます。 

  議案第２０号から第２４号までにつきましては、関連がございますので、一括して説明を

させていただきます。 

  これらの条例については、平成２５年６月１４日に公布されました地域の自主性及び自律

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次地

方分権一括法の制定により改正されました介護保険法により、新たに市町村の条例でその基

準を設けることとされた介護予防支援、いわゆる要支援１、２の方を対象にケアプランの作

成を行う事業の人員や運営に関する基準、あわせて地域包括センターにおける包括的支援事

業の実施に関する基準を定めるものでございます。 

  また、第１次、第２次地方分権一括法の施行に伴い、地域密着型サービスと地域密着型介

護予防サービス、それぞれの人員、設備、運営等の基準、さらに地域密着型サービス事業者

の指定に関する基準については、平成２５年４月１日施行の条例で定めているところでござ

いますが、先ほど申しました介護予防支援の基準等を町条例で定めるに当たり、関連する条

例についても一部改正の必要が生じたところです。 

  第３次地方分権一括法による改正介護保険法の施行日は平成２６年４月１日でしたが、施

行の日から１年を超えない期間においては、地方自治体の条例が制定、施行されるまでの間、

省令によることができるとの経過措置が設けられており、このたび、その経過措置期間が満
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了することから、条例の制定及び改正を行うものでございます。 

  さらに、市町村がその基準を条例で定める際に従うべき基準、参酌すべき基準等について

は、国の省令により示されているところですが、その基準省令が平成２７年４月１日を施行

日とする改正が行われましたので、あわせて条例に反映するため改正を行うこととしており

ます。 

  よって、いずれの条例も平成２７年４月１日から施行するものでございます。 

  それでは、議案ごとにその概要を説明させていただきます。 

  まず、議案第２０号 京丹波町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定に

つきましては、提案理由につきましては先ほど申し上げたとおりでございますので、具体的

な内容について説明申し上げます。 

  本条例では介護予防支援、要支援１、２の方に対する介護予防サービスの利用に向けて、

ケアプランを作成する事業の基準を規定するものです。 

  市町村が介護予防支援等の事業の基本方針、人員及び運営の基準、効果的な支援の方法に

関する基準等について条例に定める場合には、従うべき基準、参酌すべき基準については、

国の省令により示されております。 

  この条例制定に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、平成１８年厚生労働省

令第３７号に基づくこととしております。 

  条例は第１章から第６章で構成しておりまして、第１章総則では条例の趣旨を規定してお

ります。 

  第２章基本方針については参酌すべき基準とされており、基準省令第１条の２のとおりと

しております。 

  第３章では人員に関する基準を定めております。第３条の従業員の員数及び第４条管理者

については従うべき基準となっておりますので、基準省令と同様の規定をいたしております。 

  第４章運営に関する基準では第５条から第２９条において、その基準を定めておりますが、

第５条内容及び手続の説明及び同意、第６条提供拒否の禁止、第２３条秘密保持、第２７条

事故発生時の対応につきましては、従うべき基準とされており、その他の項目については参

酌すべき基準となっております。 

  このたびの条例改正においては、町独自の規定を設けることが必要ないことから、全て国

の基準省令に基づくこととしております。 
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  第５章の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についても、第３０条から第

３２条で定めておりますが、基準省令に準じた基本取扱方針及び具体的取扱方針として、利

用者の介護予防や生活機能の改善を主眼に置くとともに、事業者は常にそのケアプランの評

価を行いながら改善を図ること、また、具体的なケアプランの作成、見直しの際には利用者

の解決すべき課題を把握するとともに、家族等に対しても十分な説明を行いながら、専門的

な立場から目標を設定し、利用者の自立を最大限引き出すような支援になるよう、サービス

担当者会議の開催など、事業者等と連携することなどを規定いたしております。 

  第６章では基準該当介護予防支援の事業に関する基準として、第２章から第５章までの規

定の準用について定めております。基準該当、介護予防支援とは、本来の基準を満たしてい

ない場合でも、市町村が支障がないと認めた場合に、特例介護予防サービス計画費の支払い

を受けることができるものです。 

  なお、町内において介護予防支援だけを行う事業所は、京丹波町地域包括支援センターの

みであり、町内の要支援と認定された被保険者のケアプランの作成については、委託を行っ

ております居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんにお世話になっているところでござい

ます。 

  続きまして、議案第２１号 京丹波町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準につきましては、これまで介

護保険法施行規則第１４０条の６６で規定されていたところですが、介護保険法の改正に伴

い、その条文は市町村が条例で基準を定める場合に従うべき基準及び参酌すべき基準となり

ました。よって、本条例は介護保険法施行規則第４０条の６６にのっとった形で制定するも

のでございます。 

  条例第２条では基本方針を定めております。基本方針は市町村が参酌すべき基準とされて

おりますので、施行規則と同様に規定することとし、地域包括支援センターは職員が共同し

て、包括的支援事業を実施することにより、被保険者が住みなれた地域において自立した生

活を営むことができるようにするとともに、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏ま

えながら、適切、公平、中立的な運営を確保することとしております。 

  条例第３条は職員に関する基準で、従うべき基準となっております。 

  職員の配置基準としては第１号、保健師その他これに準ずる者１人、第２号、社会福祉士

その他、これに準ずるもの１人、第３号主任、介護支援専門員、いわゆる主任ケアマネ、そ

の他これに準ずる者１人となっております。ただし、合併市町村や地理的条件等を勘案し、
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この基準によっては効率的な運営に支障が出ると、地域包括支援センター運営協議会におい

て認められた場合には、表のとおり、担当する区域における第１号被保険者の数に応じて職

員数等の特例を規定いたしております。 

  本町の地域包括支援センターの現状といたしましては、保健師兼ケアマネ二人、保健師兼

主任ケアマネ１人、高齢者の相談業務に経験を有する社会福祉主事１名の現在は４人体制と

なっております。 

  続きまして、議案第２２号 京丹波町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上

げます。 

  指定地域密着型サービスは要介護状態になっても可能な限り住みなれた自宅や地域での生

活を支えるために、平成１８年４月に創設され、原則として事業者が所在する市町村の住民

のみが利用できるもので、その指定を市町村が行うものでございます。 

  今回の一部改正は、これまで基準省令を引用していたものが、都道府県の条例で定められ

ることになったものについて改正を行うとともに、基準省令の改正に伴い、見直しを行うも

のでございます。 

  具体的な内容につきましては、新旧対照表で説明をさせていただきます。 

  まず、目次において、第９章の複合型サービスを看護小規模多機能型居宅介護に改めるも

のです。 

  複合型サービスは小規模多機能型居宅介護と訪問看護との組み合わせにより、介護と看護

の一体的な提供がされるものですが、複合型サービスという名称ではサービスの内容がわか

りにくいということから、具体的なサービスをイメージしやすいようにと、看護小規模多機

能型居宅介護に改正されることになりました。この事業の名称に係るものにつきましては、

条例の多くの条項において改正を行っております。 

  第６条から第３２条の改正につきましては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準の

改正になっております。 

  第６条では条例第８３条の一部改正と、複合型サービスの名称変更に伴い、文言の整理を

行うものでございます。また、１４条の改正は以降の条文において引用の必要がなくなった

ことから削っております。 

  第６１条から８１条までの改正につきましては、認知症対応型通所介護の基準に関する改

正となっております。いずれも省令の改正に伴うものですが、第６４条においては施設の設

備及び備品に関して、その設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型
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通所介護以外のサービスを提供する場合には、そのサービスの内容をサービス提供開始前に

事業者指定を行った町長に届け出る旨の規定が追加されました。 

  また、第７９条の２では、認知症対応型通所介護においても、事故発生時の対応として、

町、利用者の家族、利用者に係る指定居宅介護支援事業者等への連絡、事故の記録など必要

な措置を講ずることについて、新たに規定を設けるものでございます。 

  第８３条から１０７条の改正につきましては、小規模多機能型居宅介護に係る基準の改正

となっております。 

  第８３条では従業員の員数等に関して、表に記載のとおり一定の基準に該当する際の特例

について規定をするものです。 

  第８４条の管理者についても、第８３条第６項の表の中の欄に掲げる認知症対応型共同生

活介護などの事業所が併設されている場合には、兼ねて従事できる規定が設けられました。 

  第８６条では、基準省令において登録定員の上限が２９人に引き上げられるとともに、登

録定員の数に応じ、通いサービスの利用定員を段階的に定める改正が行われたことから、本

町の条例においても改正を行っております。 

  第９４条第２項においては、これまで国の基準省令を引用しておりましたが、介護保険法

の改正に伴い、都道府県の条例で定めるべき事項となったことから、引用を平成２６年に制

定された京都府条例に改めるものでございます。 

  第１１１条から１２２条までの改正は、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホ

ームに係る基準に関する改正となっております。 

  第１１１条及び１１２条については複合型サービスの名称変更に伴うもの、第１１４条に

ついては用地の確保が困難な場合など、効率的な運営に必要と認められる場合に、共同生活

住居の数を３まで認めるというものです。 

  １３１条から１４９条までの改正につきましては、地域密着型特定入居者生活介護の基準

に関する改正となっております。 

  １３１条及び１３２条については、複合型サービスの名称変更に伴うもの、第１３６条は、

法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意の規定が基準省令から削除されましたの

で、本町の条例においても削除するものです。 

  １５２条から１８１条までの改正は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定員２

９人以下の特別養護老人ホームの基準に関する改正となっております。 

  第１５２条の第４項では、サテライト型居住施設において医師を置かないことができる場

合の本体施設として、指定地域密着型介護老人福祉施設が追加されたものです。同じく第１
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７項として、医師及び介護支援専門員の数について、その入居者の合計数を基礎として算出

する旨の規定が追加されております。 

  第１９１条から２０３条までの改正につきましては、主に第９章において、複合型サービ

スの名称が看護小規模多機能型居宅介護に変更になることに伴う改正となっております。 

  第１９５条の改正については、第８６条の小規模多機能型居宅介護に係る改正と同様に、

登録定員の上限を２９人に引き上げるとともに、登録定員の数に応じて通いサービスの利用

定員を設けることができる旨の規定を追加するものです。その他の条項につきましては、名

称変更に伴う改正となっております。 

  続きまして、議案第２３号 京丹波町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し

上げます。 

  先ほどの議案第２２号が地域密着型介護サービス、いわゆる要介護１以上の介護認定を受

けられた方が利用されるサービスの事業の基準を定めているものですが、この議案２３号の

地域密着型介護予防サービスについては、要支援１、２の方が利用されるサービスの事業の

人員、設備、運営の基準、効果的な支援の方法に関する基準を定める条例となっております。 

  今回の条例改正は、先ほど議案第２０号において、新たに京丹波町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防支援のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例を新たに制定することの提案をさせていただいておりますが、

これまで、基準省令を引用していた部分について、この新たに制定する条例を引用するため

に改正を行うもの、あわせて、条例を定める際の基準となる省令である指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、平成１８年厚生労働省令第３６号の改正

に伴い、条例を改正するものでございます。 

  具体的な内容としましては、新旧対照表で説明をさせていただきます。 

  第７条から第３７条までの改正は、介護予防認知症対応型通所介護の基準に関する改正と

なっております。 

  第７条では、先ほどの議案第２２号の改正と同様に、施設の設備、備品に関して、その設

備を利用し、夜間及び深夜に単独型、併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合には、そのサービスの内容を指定を行った町長に届け出る旨の規定が追

加されております。 
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  第１６条では、国基準省令の引用がなくなったことから削っております。 

  第３７条では、介護予防認知症対応型通所介護事業所において、第７条第４項で届け出た

サービスの提供により発生した事故についても同様に、町、利用者の家族、利用者に係る指

定介護予防支援事業所等への連絡、事故の記録、必要な措置を講ずることについて、新たに

規定を設けるものでございます。 

  第４５条から第６８条までの改正は、介護予防小規模多機能型居宅介護の基準に関する改

正となっております。 

  第４５条では従業員の員数等について表に記載されているとおり、一定の基準に該当する

際の特例について定めるものでございます。また、複合型サービスの名称が改められたこと

に伴う改正も行っております。 

  第４６条の管理者についても、第４５条第６項の表の中の欄に掲げる認知症対応型共同生

活介護などの事業所が併設されている場合には、兼ねて従事できる規定が設けられました。 

  第４８条では基準省令において、登録定員の上限が２９人に引き上げられるとともに、登

録定員の数に応じて通いサービスの利用定員を段階的に定める改正が行われたことから、条

例においても改正をするものでございます。 

  第６８条第１項第２号においては、これまで国の基準省令に示された留意点等を根拠とし

ておりましたものが、介護保険法の改正に伴い、市町村の条例で定めるべき事項となったこ

とから、このほど、議案第２０号で制定を提案しております京丹波町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例に規定する留意点等に沿うことに改めるものでございます。 

  第７１条から８７条までの改正につきましては、介護予防認知症対応型共同生活介護の基

準に関する改正となっております。 

  第７１条の規定は、根拠法の条項ずれを改めるもの、第７５条については用地の確保が困

難な場合など、効率的な運用に必要と認められる場合には共同生活住居の数を３まで認める

というものです。 

  第８７条では準用規定における条項ずれの整理を行っております。 

  最後に、議案第２４号 京丹波町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。 

  この条例改正につきましては、これまで指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する

基準として、介護サービス事業及び介護予防サービス事業に関する基準を条例で定めており

ますが、議案第２０号において、指定介護予防支援等の事業の基準を新たに設けることとな
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りましたので、今後は指定介護予防支援事業、要支援１、２の方に対するケアプランの策定

を行う事業の申請者に係る基準についても、この条例の対象として定めることとなりました。 

  新旧対照表をお願いいたします。 

  第１条、趣旨においては、指定介護予防支援事業に係る介護保険法の根拠規定を追加いた

しております。 

  第３条では見出しの表現を整理するとともに、申請者の資格を定める事業の種類として、

介護予防支援事業が対象となりますので、介護保険法を引用して介護予防支援事業を追加す

るものでございます。 

  以上、議案第２０号から第２４号までの補足説明とさせていただきます。ご審議賜りまし

て、原案に賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

○土木建築課長（十倉隆英君） 続きまして、議案第２５号 京丹波町地域振興拠点施設の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていた

だきます。 

  変更の理由につきましては、町長の提案説明にもありましたとおり、京都縦貫自動車道丹

波綾部道路の開通が平成２７年度に見直されました。開通時期が延期されることに伴い、こ

れに連結する京丹波町地域振興拠点施設の供用開始日につきましても延期する必要が生じた

ためでございます。 

  なお、新聞報道でもありましたように、瑞穂トンネル貫通後に国土交通省から開通時期が

公表される予定であります。現時点では、本線供用日が未確定のため、平成２５年条例第１

５号により、附則において、この条例は平成２７年４月１日から施行するとしていたものを、

この条例は規則で定める日から施行するとして、附則の改正をお願いするものでございます。

国土交通省より本線の供用開始予定日の確認を行った後、本施設の供用開始日を定めまして、

規則において条例の施行期日を改めて定めることとしております。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第２５号の補足説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 榎川和知支所長。 

○和知支所長（榎川 諭君） 続きまして、議案第２６号 京丹波町わち「水と陸」自然双生

運動公園条例の廃止する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  この公園は京丹波町中上仲田８番地ほかに位置します１級河川由良川右岸に位置した約１．

９ヘクタールの公園で、平成７年度にテニスコートやグラウンドゴルフ場等の整備を行い、
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オープンした施設であります。その後、平成１６年度の台風２３号の洪水被害を受け、翌年

に施設の復旧を行いましたが、平成２５年９月に発生しました台風１８号の洪水により再度

被害を受けたところです。 

  今後においても台風等による被害が懸念されることから、施設の復旧を断念し、施設を廃

止することとし、本年度において施設の撤去等の工事を行っているところでございます。こ

のことによりまして、本条例を廃止するものであります。 

  以上、まことに簡単ですが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 十倉土木建築課長。 

○土木建築課長（十倉隆英君） 続きまして、議案第２７号 公の施設の指定管理者の指定の

変更について、補足説明させていただきます。 

  提案理由としましては、平成２５年６月１９日の京丹波町議会定例会において、議案第５

０号として議決いただきました京丹波町地域振興拠点施設の指定期間につきまして、先ほど

の議案第２５号の補足説明でも申し上げましたとおり、京都縦貫自動車道丹波綾部道路の開

通が平成２７年度に見直され、開通時期が延期されることに伴いまして、当施設の供用開始

時期につきましても変更する必要があるため、指定の期間の開始時期につきましても、新旧

対照表としてつけておりますとおり、平成２７年４月１日からとしておりましたところを、

京丹波町地域振興拠点施設の供用開始の日からとして変更をお願いするものでございます。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第２７号の補足説明とさせていただきます。

ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） これより暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時５１分 

再開 午後 ３時０５分 

○議長（野口久之君） 大変お疲れさんでございますが、休憩前に引き続き会議を続けます。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） それでは、続きまして、議案第２８号 平成２７年度京丹波町一

般会計予算について補足説明を申し上げます。 

  まず、２７年度の一般会計の予算総額につきましては、１１６億４００万円と定めさせて

いただくものでございまして、前年度比１億３，６００万円、１．２％の減額としておりま

す。前年度に次ぎます予算規模となってございます。 

  それでは、ページをめくっていただきまして、第１表につきましては、後ほど事項別明細
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書で説明をさせていただきます。 

  １０ページの第２表、債務負担行為でございます。 

  事項としましては、１つ目に総合計画策定事業でございます。平成２８年度の事業費とし

まして４４０万円を計上させていただいております。本計画につきましては、現在、第１次

京丹波町総合計画に基づき事業が進められているところでございます。計画期間は平成２８

年度までとなっておりますことから、次期計画の策定に当たり、計画全般にわたる、企画提

案、計画素案、情報提供、アドバイス等の総合支援の実施により、効果的で効率的に計画策

定事務が進められるよう、専門的な知識、技術、経験等を有した業者に事業委託するもので

ございます。業務は２カ年にわたり、策定に向けた調整を行うこととしておりますので、次

年度委託予定の事業費を計上しております。 

  なお、全体の委託業務にかかります予定事業費は、５４８万円となっております。 

  次に、２つ目に固定資産宅地評価見直し事業でございます。 

  平成２８年度から平成２９年度までの経費としまして、１，３９０万７，０００円を計上

させていただいております。 

  これにつきましては、固定資産税の評価替えが３年に一度必要でございまして、今回は平

成２７年度が評価替えの年度になっておりますが、次期の評価替えに向けましての業務委託

が引き続き必要ということでございます。したがいまして、平成２８年度分と平成２９年度

分につきまして、債務負担行為を設定させていただくというものでございます。 

  ３つ目に、地域福祉計画策定事業でございます。 

  平成２８年度の事業費といたしまして、３７１万６，０００円を計上させていただいてお

ります。地域福祉計画につきましては、社会福祉法第１０７条に規定された法定計画であり

まして、地域福祉の推進に関する事項として、地域における福祉サービスの適切な利用推進、

地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関すること、また、地域福祉に関す

る活動への住民の参加の促進に関することなどを一体的に定める計画となっております。 

  なお、この計画の策定は市町村の努力義務となっており、これまでは本町が策定する他の

行政計画により代用していたものでございますが、進む少子高齢化と最近の社会構造の変化

等に伴い、人々の価値観や考え方、ライフスタイルも多様化し、また、地域を支える世代は

減少し、家庭や地域でお互いに助け合う機会や、地域住民同士の付き合いが薄くなっており

ます。 

  このような状況下で、行政に委ねられてきました社会福祉サービスやまちづくり全般につ

きまして、行政と住民がそれぞれの役割分担のもとにつくり上げることが求められているも



 

－６９－ 

のでありまして、本計画の策定によりまして、効果的、効率的な地域福祉の増進を図ること

を目的としております。 

  なお、全体の事業費につきましては、２カ年で６３４万１，０００円としております。 

  以上が債務負担行為でございます。 

  次に、１１ページからの第３表の地方債でございますが、それぞれの歳出事業の財源とし

て発行させていただくものと、臨時財政対策債の発行をお願いするものでございます。 

  総額につきましては、１２ページでございますが、１５億７，７００万円でございまして、

前年度比では９，７００万円の減額となっております。 

  まず、最初に合併特例債につきましては、６億３，６００万円を計上をいたしております。

前年度比３億２，２００万円の増となっております。これは、平成２７年度における新規事

業としてデジタル防災行政無線整備事業や、須知幼稚園遊戯棟、小・中学校の体育館等非構

造部材耐震改修工事、また、和知ふれあいセンター屋根改修工事等を予定しております。 

  また、振興基金積立事業におきましては、基金積み立ての最終年度となることから、限度

額まで積み立てることとし、１億２０６万円増加をしているところでございます。 

  これらが主な増加要因となっております。 

  また、過疎対策事業でございますが、６億２１０万円を計上しておりまして、前年度比３

億３，９００万円の減額としております。減額要因では、グリーンランドみずほホッケー場

改修工事や、丹波ＰＡ関係の施設整備、外構工事等などの充当事業が減少したこと、また、

新規事業としましては、幼稚園、中学校の空調機器整備等を予定しておりまして、これらを

差し引き、大幅な減額となっております。 

  次の公有林整備事業債につきましては、町行造林事業、町有林事業におきまして、間伐、

枝打ち作業を実施し、適正な材の管理を行うものでございまして、これに充当するものでご

ざいます。なお、１２ページの下側の臨時財政対策債でございますけども、交付税の振替措

置分でありまして、３億３，２７０万円を予定しております。全ての発行額のうち、交付税

算入額につきましては、１１億９，９００万円を推計をしておりまして、約７６％の算入率

となるところでございます。 

  なお、目的別の起債の内訳につきましては、事項別明細書の３８ページから４０ページの

町債でご確認いただければと思いますので、よろしくお願いをいたします｡ 

  次に、ページをめくっていただきまして、事項別明細書の歳入の４ページをごらんくださ

い。 

  まず、町民税の均等割でございますが、税率につきましては、復興特別税の５００円を加
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算した３，５００円で、納税義務者を６，７７３人、家屋敷分１２０件分を見込み、徴収率

を９７％と見込みまして、２，３４０万１，０００円を計上をいたしております。個人の所

得割につきましては、税率６％でありまして、課税の基礎となります総所得につきましては、

これまでの経過や経済情勢等を勘案しまして、平成２６年度所得のマイナス２．９％といた

しまして、課税標準額を推計し、個人町民税の現年度分については、１，３４８万円余りの

減となります４億２，９９５万９，０００円の計上といたしております。 

  また、法人住民税でありますが、均等割につきましては、３５７法人を見込んでの計上で

ございます。 

  法人税割につきましては、平成２６年度の決算見込み額を基礎数値とし、平成２７年税制

改正による減額、また、今後の縦貫自動車道関連法人の減少等を見込み、４２９万円余り減

額の８，０５０万８，０００円の計上といたしております。 

  次に、固定資産税でありますが、土地と家屋につきましては、平成２６年度中の異動等を

反映したものでございますが、平成２７年度は評価替えの年度であります。特に、家屋につ

きましては、経年に伴う３カ年分の減価が反映されており、６５６万円余りの減額の３億５，

７８６万円としております。 

  また、償却資産につきましては、平成２６年度の決算見込みから、過去４カ年の平均伸び

率等を考慮し、算定しております。 

  次に、５ページの軽自動車税でございますが、課税台数を１万１，１３８台として推計し

たものでございます。平成２６年度の課税台数をもとに、過大とならないように算定してお

ります。 

  その次のたばこ税でございますが、平成２６年度の決算見込みをもとに算定をしておりま

す。本数につきましては、総体的に売上本数が減少傾向にあり、１，４２５万円余りの減と

しております。 

  以下、地方譲与税から各種の交付金が続くわけでございますが、これらにつきましては、

京都府の試算資料に基づき計上したものでございます。 

  なお、６ページの下から２つ目の地方消費税交付金でありますが、平成２６年４月からの

消費税率の引き上げによりまして、地方消費税率は現行の１％から１．７％となりましたが、

２６年度の地方消費税交付金は２６年１月から２６年１２月までに国に納付された分が対象

となり、消費税引き上げ前の部分が含まれておりましたので、満額交付にはなっておりませ

んでしたが、本年度は通年となり、満額を見込むものでございます。 

  また、説明欄でありますが、二段書きにしておりまして、地方消費税交付金社会保障財源
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分として１億５００万円としております。これにつきましては、今回の消費税引き上げが社

会保障の財源確保に当たることから、引き上げ分の地方消費税収は全て社会保障施策に要す

る経費に充当することとされておりまして、それを予算書等で明示するように通知があった

ところでございます。 

  また、その額は１７分の７に相当する額とされたところから、２億５，５００万円の１７

分の７の１億５００万円を明示したものでございます。 

  次に、７ページに入りまして、地方交付税でございます。 

  算定の基礎となります基準財政需要額を国の地方財政の見通しにより示されましたそれぞ

れの算定費目の伸び率等に基づき算定をいたしましたところ、普通交付税は２６年度実績、

約４８億８，０００万円から、約７，８００万円の増となる４９億５，０００万円程度とな

るのではないかと、現時点では考えております。 

  そうした推計をもとに、一定の財源留保も検討する中で、当初予算には前年度と同額の４

６億５，０００万円を計上させていただいたところであり、また、特別交付税につきまして

も、前年度と同額の４億５，０００万円を計上したところでございます。 

  次に、下段の分担金、負担金からの特定財源の関係でございますが、これらにつきまして

は、それぞれ積算根拠等、十分ではございませんが、説明欄に記載をしておりますので、ま

ことに恐縮でございますが、省略させていただきたいと思います。 

  次に、１０ページに入りますが、民生使用料では子育て支援センター使用料、保育所使用

料を計上いたしております。 

  条例改正でも説明をしましたように、子ども・子育て支援制度のスタートに伴い、公の施

設の使用料として徴収する旨規定されたことから、収入項目を変更したものでございます。 

  次に、１６ページ下段の総務費国庫補助金市町村合併推進体制整備国庫補助金でございま

すが、前年度比３，８２９万円増の７，１３５万８，０００円を見込んでおります。この補

助金は合併特例期間において交付される総額が定められておりまして、本年度が最終年度で

もあり、未交付額の全額について、今回見込んでいるものでございます。 

  少し飛ばさせていただきまして、３２ページの１６款の財産収入でございます。 

  土地売払収入としまして、２，１２４万円のうち、２，０７４万円を和知地区本庄地内に

あります分譲住宅用地の売却収入として概算で見込んでおります。 

  平成２６年度におきまして造成工事を行っておるものでございまして、若者定住、あるい

は移住住宅として分譲する予定となっております。 

  次に、３３ページをお願いいたします。 
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  中ほどの基金繰入金でございますが、財政調整基金につきましては、今年度は前年度に比

べまして、２億４３８万５，０００円増の４億６，６０９万４，０００円を計上させていた

だいております。 

  これは一般財源の不足額を基金から繰り入れるものでありますが、平成２７年度におきま

しては、全般的なまちづくり経費の伸びに伴う一般財源の不足分に充当をするものでござい

ます。 

  次の過疎地域自立促進特別基金繰入金９１６万５，０００円でございますが、これは旧Ｊ

Ａ竹野支所に隣接します倉庫の老朽化に伴いまして、撤去する必要が見込まれることから、

その財源として繰り入れるものでございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、歳入予算の補足説明とさせていただきます。 

  次に、歳出予算でございますが、４１ページからとなっておりますが、めくっていただき

まして４３ページをお願いいたします。 

  総務費の一般管理費でございますが、事業項目の中で、下から４つ目の番号制度導入事業

であります。 

  本事業につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律、いわゆる番号法が平成２５年５月３１日に制定をされました。目的は行政運営の

効率化で、住民票に記載される者全員に付番される重複のない個人番号により、情報システ

ムを運用し、効率的な情報管理を行うようにするもの、また、このほか、国民の負担軽減と

いうことで、窓口申請の際の添付書類の簡素化でありますとか、窓口等におけます本人確認

時の個人番号カードの利用などが挙げられております。 

  この個人番号の通知につきましては、町から通知カードによりまして、個人個人に通知さ

れるものでございまして、実施時期は平成２７年１０月をめどとされているところでござい

ます。 

  このため、本年度から必要な電算システム等の改修を順次進めているところでございます。

平成２７年度につきましても、４５ページからのシステム改修委託料としまして、３１７万

６，０００円、番号制度導入支援業務委託料としまして、６４万８，０００円、また、施設

備品として窓口用のタッチパネルなど、７６６万３，０００円などを計上をいたしておりま

す。 

  次に、４９ページに入らせていただきます。 

  ４９ページの上段の積立金でございます。 

  中ほどの振興基金積立金につきましては、合併特例債を活用した基金造成として積み立て
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を行っておりまして、本年度が積み立て最終年となります。２億８，６００万円と利子分を

積み立てるものでございます。 

  一つ飛ばしまして、過疎自立促進特別事業基金積立金につきましては、過疎債のソフト事

業分を活用して積み立てる基金でありますが、町有施設の解体撤去に要する費用等の財源に

活用できるため、積み立てを行うものでございます。 

  その下の企画費の開庁記念式典事業でございます。本年１０月１１日に、京丹波町が誕生

し、１０年を迎えます。そこで合併の日に記念式典と記念行事を開催することといたしてお

ります。その経費としまして、式典等の会場設営等の委託料ほかで５９７万３，０００円を

計上しております。 

  次に、少し飛んでいただきまして、５８ページの地域資源活用推進事業でありますが、平

成２５年４月に策定いたしました京丹波町森づくり計画において位置づけをしております循

環型経済社会の構造の構築を目的とした事業でありまして、平成２６年度からは友好町とし

て交流しております北海道下川町の循環型森林経営を参考に、本町におきましても木質バイ

オマス産業の育成も視野に、新たな資源循環の仕組みづくりに取り組んでいるところでござ

います。 

  木質バイオマスエネルギー活用推進委員会を設置し、検討をいただいているところでござ

います。平成２７年度は地域熱供給システムの実施設計業務の委託費として１，５０９万９，

０００円を計上いたしております。また、京丹波町産木材の利用促進を図るために、京丹波

町産材を使用して地域住民組織が設置する施設等に要する経費に補助金を交付することとし、

５０万円を計上したところでございます。 

  また、森林（もり）の文化創造事業では、公共施設木質化工事として、中央公民館図書室

の改修工事や、町営バスの京丹波町役場バス停の設置工事を行うこととしております。 

  なお、平成２７年度におきましても北海道下川町との人事交流を行うこととしており、そ

れぞれ１名の職員を派遣することとしております。 

  次に、６１ページをお願いいたします。 

  徴税費の負担金補助及び交付金で、説明欄の下から２つ目でございますが、京都地方税機

構負担金として、職員人件費やシステム経費負担分等１，４０５万６，０００円を計上させ

ていただいております。現在も本町から３名の職員を派遣しているところでございます。 

  次に、６３ページでありますが、下段には４月１２日投開票の京都府議会議員選挙の執行

経費を計上をいたしております。 

  次、めくっていただきまして、６４ページをお願いいたします。 
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  統計調査費におきましては、５年に１度の国勢調査の年となっており、その必要経費を計

上いたしております。 

  次に、６６ページの民生費でありますが、社会福祉総務費の事業項目の下段でありますが、

臨時福祉給付金給付事業としまして、事務費を含みまして３，６０２万５，０００円を計上

いたしております。消費税の引き上げによります低所得世帯への影響緩和措置として、平成

２６年度に給付をされたところでございますが、平成２７年度におきましても、引き続き実

施するものでございます。 

  本町では対象者を４，８７３人と見込みまして、予算を計上したところでございます。 

  同じく、最下段の地域福祉計画策定事業でございますが、これにつきましても、冒頭で申

し上げましたように、現在の高齢化が進む本町にあっての家庭や地域との助け合う機会、あ

るいは地域住民同士の付き合いが薄れてきているというところから、住民と行政がいま一度、

その役割分担を見つめ直す中で、事業を推進するための計画づくりを行うものでございます。 

  次に、６８ページの下段の民生費の障害者福祉費でございますが、前年度比２，９０３万

１，０００円の増額としております。給付費も年々増加傾向にある状況にあります。 

  次に、７２ページ、老人福祉費でありますが、前年度比４，４９５万１，０００円の増額

としております。主な増額の内容としましては、７３ページの事業項目上段の介護保険事業

特別会計繰出事業におきまして大幅な増額となっておりますが、第６期介護保険事業計画に

基づき、介護保険料が改定されたことによるものでございます。 

  次に、７５ページでありますが、事業項目下段の子育て世帯臨時特例給付金５２６万５，

０００円でございます。これにつきましても、先ほど申し上げました社会福祉費の臨時福祉

給付金給付事業と同様の趣旨でありまして、平成２６年度に消費税率の引き上げによる子育

て世帯への影響緩和措置として設けられたものでございまして、引き続き実施されるもので

ございます。 

  内容としましては、平成２７年６月分の児童手当の対象となる児童１人につき３，０００

円を支給することとなっております。 

  次に、７７ページでございます。 

  下段からの保育所費には総額で３億３，６８１万５，０００円を計上しております。入所

児童は上豊田保育所１２２人、みずほ保育所８７人、わちエンジェル５２人の計２６１人と、

広域委託６人を見込んでおりまして、所要の経費を計上させていただいております。 

  なお、８０ページの上段の工事請負費でありますが、保育所施設整備工事としましてみず

ほ保育所の雨漏り修繕工事及び上豊田保育所給食室改修工事を予定しているところでござい
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ます。 

  次に、８５ページの事業項目の最下段、新エネルギー導入促進事業でありますが、４，１

８０万７，０００円を計上しております。これは平成２２年度から実施しております住宅太

陽光発電の設置補助でありますが、１キロワット当たり３万円の補助で、上限は１２万円で

ございます。平成２７年度におきましても、おおむね５０件分を計上させていただいたとこ

ろでございます。 

  また、避難施設の緊急時における電力の確保を目的に、丹波ひかり小学校に太陽光発電シ

ステム及び蓄電池設備工事を実施することとしております。 

  次に、９２ページでございます。 

  農業費の農業振興費でございます。事業項目も大変多くございます。個々に増減もありま

すし、事業名が変更になっているものもございますが、重立ったものと新規事業につきまし

て申し上げておきます。 

  ９３ページでございます。 

  事業項目の中ほどのやや上、有害鳥獣対策事業であります。６，９９７万２，０００円を

計上をしております。前年度比１，２４２万６，０００円の増となっております。有害鳥獣

対策事業につきましては施政方針にもございますように、農業振興施策における最重要課題

として位置づけておりまして、平成２７年度におきましても２１団体において金網フェンス

や電気柵の設置に取り組みをいただくこととしております。 

  また、サル対策としまして、サル用防護柵の実証実験にも取り組むことといたしておりま

す。 

  そのほか、わな免許新規取得や銃器免許新規取得に対する助成金制度によりまして、新規

の捕獲従事者を育成してまいるものでございます。 

  次に、９４ページの事業項目下から２つ目の酒米生産加速化事業でございます。 

  事業費としまして、５１４万円を計上しております。酒米の安定供給に必要な施設整備を

支援し、生産面積の拡大を図るものでございます。 

  また、最下段の攻めの農業実践緊急対策事業におきましては、農業機械のリース導入によ

り、低コスト高収益な生産体制への転換を加速化するための助成を行うものでございます。 

  次に、９８ページの農地費でございます。 

  事業項目の一番下の土地改良施設維持管理事業７，５００万円につきましては、安栖里区

の豊昌池管理橋架け替え工事に２，７００万円、下粟野、中山及び升谷の農業用水施設の調

査設計業務に４，８００万円を計上いたしております。 
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  次に、１０２ページをお願いいたします。 

  農村情報施設管理費の１５節工事請負費でございますが、ケーブルテレビ施設整備工事と

しまして、３，８２８万２，０００円を計上しております。 

  これにつきましては、ＩＰ小口サーバーシステムの更新工事のほか、管理サーバーの更新

工事等に要する経費を計上したものでございます。 

  次に、１０４ページの林業費の林業振興費でありますが、こちらも数多くの事業項目がご

ざいますが、特に、事業項目の下から５番目の森林管理道開設事業につきましては、平成２

４年度から継続して事業を行っております和知地区の坂原地区と西河内地区を結ぶ塩谷長谷

線の開設事業に８，５３６万６，０００円を計上しておりまして、平成２７年度も計画延長

４，７００メートルのうちの１，０００メートルを計画しているところでございます。 

  また、事業項目の一番下の木のぬくもり活用推進事業でありますが、３，３８９万８，０

００円を計上しております。これにつきましては、木質資源の循環利用の仕組みづくりを進

めるために、本町の森林資源の把握と、その管理システムの構築を平成２６年度から２カ年

で整備することとしておりまして、２年目の２７年度につきましては、森林資源量解析シス

テム化業務委託費として、２，５００万円を計上したほか、公共施設２カ所への薪ストーブ

設置工事に２７９万円、薪ストーブの導入補助金として２０台分の２００万円などを計上し

たところでございます。 

  なお、平成２７年度から２年間、農林水産行政事務研修制度を活用しまして、１名の職員

を派遣させることとしております。農林水産行政の事務に従事させることにより、本町職員

の資質の向上を図り、本町の農林水産行政に関する業務の円滑な遂行を助長することを目的

といたしております。 

  また、林野庁からも１名の職員を人事交流として受け入れ、本町の農林業振興の推進にご

支援いただくものでございます。 

  次に、１０８ページでございますが、商工費の商工振興費の事業項目の下から２つ目の企

業誘致対策事業には、９７２万６，０００円を計上しております。 

  主なものは１０９ページの負担金補助及び交付金の一番下でありますが、企業立地奨励金

としまして、町企業誘致促進条例に基づき、町内企業が施設の新設あるいは増設を行い、町

内に住所を有する新規雇用者を一定数以上雇用した場合に、本奨励金を交付する制度でござ

いまして、第１号が瑞穂農林株式会社となっております。 

  奨励金は４７６万８，０００円を計上いたしております。 

  １１０ページでございます。 
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  事業項目の下から２つ目の京丹波味夢の里管理運営事業としまして、１，４８７万９，０

００円を計上しております。平成２７年４月から道の駅「京丹波 味夢の里」が開業予定で

ありましたが、京都縦貫自動車道丹波綾部道路の開通が延期したことに伴いまして、本施設

も開業を延期することとなりました。このため、施設内あるいは外構等維持管理が必要とな

ってまいりまして、その委託料としまして３カ月分を予算計上をしたところでございます。 

  また、要求水準書や事業提案書との整合性、あるいは調整事項等の反映等を確認するため

に、モニタリング業務を委託するものでございます。 

  次に、事業項目最下段の京丹波まるごと観光推進事業では、平成２７年度も丹波自然運動

公園と須知高校を会場に、食の祭典を実施することといたしております。このイベントが本

町のシンボル的な祭りとなり、誇りづくりや元気づくりにつながるよう、引き続き取り組む

ことといたしております。 

  また、町内の観光看板を統一したデザインとして作成し、設置し、京丹波町をＰＲしよう

とするものでございます。 

  なお、平成２７年度から２年間、経済産業省への事務研修生としまして、１名の職員を派

遣させることといたしております。経済産業行政に係る専門知識の習得及び実務研修を目的

とするものでございます。経済産業行政の事務に従事させることによりまして、本町職員の

資質の向上を図り、本町の経済産業行政に関する業務の円滑な遂行を助長することを目的と

いたしております。 

  次に、１１６ページでございます。 

  土木費の道路新設改良事業でございますが、総額６億１，１１５万８，０００円を計上し

ております。前年度比では５億６，１３７万４，０００円の減となっております。 

  事業内容でありますが、事業箇所は２１カ所でして、継続事業が１４カ所、新規事業が７

カ所となってございます。 

  次に、１１７ページの最下段の水資源開発対策費のダム関連対策事業におきましては、畑

川ダム対策協議会運営補助及びダム公園の整備に係る測量設計業務委託費として２，０５５

万９，０００円を計上いたしております。 

  次に、１１９ページの下段の住宅管理費で、事業項目の下から２つ目の住宅改修補助金交

付事業でありますが、平成２６年度から３年間延長することとしておりまして、２７年度に

おきましては平成２６年度の執行状況等から、５５０万円を計上したものでございます。 

  次に、１２１ページからの消防費でございますが、まず、常備消防費につきましては広域

消防組合負担金として、平成２６年度実績により計上をいたしております。 
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  次の非常備消防費には９，２４３万３，０００円を計上しております。 

  また、１２３ページの消防施設費では消防車両更新事業におきまして、小型ポンプ付積載

車５台を更新することとしております。 

  次の防災費でありますが、１２４ページ、工事請負費の防災行政無線整備工事３億９，９

７９万５，０００円につきましては、災害現場や災害対策本部との通信確保のため、デジタ

ル移動系防災行政無線の整備工事を行うこととしております。 

  次の備品購入費の防災備蓄備品でありますが、乾パンや水等の更新が必要な物資のほか、

原子力防災対策としまして、避難所用の間仕切りパーテーション、防護服を計画的に購入し

ていくこととしておりまして、防護服は４０着、個人線量計は１０個、パーテーションは１

５区画分を予定しております。 

  次に、１２５ページからの教育費でございますが、１２６ページの下段の事務局費の事業

項目の中ほどのいじめ防止対策事業であります。 

  平成２６年度からいじめ防止対策推進法の規定に基づきまして、地域におけるいじめの防

止等のための対策を実効的に行うための委員会を設置し、取り組みを行っているものでござ

いまして、その運営費等を計上いたしております。 

  次に、１３０ページをお願いいたします。 

  小学校費の学校管理費の工事請負費でありますが、小学校設備改修工事としまして、３，

２８７万２，０００円を計上しておりますが、体育館等非構造部材耐震改修工事に３，１５

６万１，０００円ほか、各小学校の簡易改修工事となっております。 

  同様に、中学校費の学校管理費の工事請負費には、空調設備整備工事としまして８，６１

０万円、体育館等非構造部材耐震改修工事に２，８０２万４，０００円、蒲生野中学校のト

イレ改修工事に１，３００万円ほかで、合計１億２，８３１万１，０００円を計上している

ところでございます。 

  また、１３９ページの幼稚園費でございますが、幼稚園の設備改修工事としまして２，１

９２万３，０００円を計上をいたしているところでございます。 

  中学校費と同様に、遊戯室の非構造部材耐震改修工事及び空調設備整備工事として計上さ

せていただいているものでございます。 

  次に、１４３ページをお願いいたします。 

  公民館費の工事請負費でございます。 

  和知ふれあいセンター改修工事としまして、屋根改修工事に係る事業費を計上をいたして

おります。 
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  次に、１４５ページの保健体育費の全国高校総体推進事業では、本年８月に開催をされま

す全国高校総体のホッケー競技が本町のグリーンランドみずほホッケー場をメイン会場とし

て開催をされることとなっております。その総体の運営負担金を予算計上をしたものでござ

います。 

  最後に、１５０ページの公債費でございます。 

  元金償還分１２億７，１７５万７，０００円、利子分としまして１億７，２８４万１，０

００円を計上をしております。 

  なお、予算書の最終ページを見ていただきますと、地方債の残高の見込みに関する調書が

ございます。この調書は許可ベースの額での表でございまして、増減見込みの欄を見ていた

だきますと、平成２７年度中の借り入れが１５億７，７００万円、２７年度中の元金償還が

１２億７，１７５万７，０００円でございまして、差し引き３億５２４万３，０００円増加

することとなってまいります。 

  以上、飛ばし飛ばしの説明で恐縮ではございますが、一般会計予算の補足説明とさせてい

ただきます。 

  なお、予算資料としまして、事業ごとにまとめました資料も事前に配付をさせていただい

ておりますので、参考としてごらんいただけたらと存じます。以上で補足説明を終わらせて

いただきます。 

○議長（野口久之君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） それでは、議案第２９号 平成２７年度京丹波町国民健康保険事

業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成２７年度の国保事業特別会計につきましては、予算総額を歳入歳出それぞれ２２億５，

９００万円とさせていただくものでございます。 

  前年度当初予算と比べまして、２億７，２４５万円、率にして１３．７％の増とさせてい

ただいております。 

  まず、予算編成の前提といたしまして、被保険者数を一般、退職合わせまして、４，１８

５人、世帯数を２，４６５世帯として、被保険者の所得及び固定資産税額を基準として算定

いたしております。 

  また、平成２７年度の国保税率につきましては、先ほどの町長の提案説明にもございまし

たとおり、前年度と同率に据え置くこととして予算を計上させていただいております。 

  平成２７年度税制改正大綱により、予定されております制度改正といたしましては、賦課

限度額の引き上げと軽減対象世帯を判定する際の所得要件等の拡大が予定されているところ
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でございます。 

  賦課限度額については医療給付費分５１万円が５２万円に、後期高齢者支援金分１６万円

が１７万円にそれぞれ１万円引き上げられ、介護納付金分１４万円が１６万円に、２万円引

き上げられ、合計で８１万円が８５万円となるものでございます。 

  また、低所得者に対する軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、５割軽減で

判定する際の所得が拡大され、基礎控除額３３万円に加える額２４万５，０００円が１万５，

０００円引き上げられ２６万円に、また、２割軽減で判定する際の所得も拡大され、基礎控

除額３３万円に加える額４５万円が２万円引き上げられ、４７万円となるものでございます。 

  今申しました改正につきましては法律の改正がまだでございますので、法律成立後、条例

の改正をさせていただきたいと存じます。 

  また、平成２７年度から人間ドックの自己負担割合を２割から３割に引き上げる予定とし

ておりますが、住民健診の積極的な受診を促すため、より一層の広報啓発活動に取り組み、

ひいては国保財源の軽減が図れることを期待するものでございます。 

  それでは、詳細につきましては事項別明細書により説明をさせていただきます。 

  まず歳入から説明させていただきます。 

  事項別明細書４ページをお願いいたします。 

  最初に、歳入では１款、国民健康保険税でございますが、一般被保険者分全体といたしま

しては、前年度比１，０４５万８，０００円減の３億２，７４３万２，０００円、退職被保

険者分といたしましては、前年度比１，０８９万１，０００円の減で、２，４５０万５，０

００円といたしております。予定収納率は昨年と同様の一般被保険者９３．５％、退職被保

険者９８．０％で算定しております。 

  次に、５ページ、３款、国庫支出金、１項、国庫負担金のうち、療養給付費等負担金につ

いては、歳出に計上した療養給付費等をもとに対象額を算出し、負担割合を乗じて現年度分

２億７，８１８万６，０００円を計上いたしております。 

  次、６ページ、２目、高額医療費共同事業負担金については、歳出に計上した拠出金をも

とに算定しております。 

  ３目、特定健康診査等負担金は、特定健診、特定保健指導に係る国の負担金単価に健診や

保健指導の見込み者数を乗じて計上いたしております。 

  ２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金につきまして、１節の普通調整交付金では、市

町村の財政の不均衡の是正措置として交付されるもので、医療給付費等の必要額である調整

対象需要額から標準的な保険税の調整対象収入額を控除して算出しており、全体で１億１，
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６９５万３，０００円を見込んでおります。 

  ２節、特別調整交付金については、特別の財政事情に係る交付金ということで、説明欄に

あげております経費分を見込んでおります。主なものといたしましては、健康管理センター

での保健事業や、へき地診療施設運営費に係るものなど、あわせて１，７１５万６，０００

円を見込んでおります。 

  次に、７ページでございます。 

  中段の４款、療養給付費交付金については、退職者医療分について、被用者保険から拠出

金を社会保険診療報酬支払基金を通じて受け入れるものでございまして、退職者医療の対象

費用額から保険税相当額と算定される額を差し引きまして、対前年度８，２３６万８，００

０円減の７，０５２万６，０００円を計上いたしております。 

  同じページ、下段の５款、前期高齢者交付金につきましては、６５歳から７４歳までの前

期高齢者の医療費に係る医療保険者間の財政調整といたしまして、被用者保険から拠出金を

受け入れるもので、各医療保険者における前期高齢者の医療費の実績割合に応じて交付を受

けるものでございます。２７年度分の概算分と２５年度の精算分として返還すべき額１，６

９０万円余りを相殺して、６億５，３１９万８，０００円の交付を受ける見込みとなりまし

た。概算分は本町国保の前期高齢者加入見込率の伸び、１人当たり医療費の伸びが増加要因

となっており、全体で９，３８０万円余りの増加となっております。 

  次に、８ページ、６款、府支出金、府負担金の高額医療費共同事業負担金と特定健康診査

等負担金につきましては、国庫支出金と同じ算定方法により同額を計上いたしております。 

  下段の府支出金、２項、府補助金の財政調整交付金につきましては、対象となる保険給付

費等に交付率を乗じて算出しております。さらに、特別調整交付金分として、国保被保険者

のがん検診実施に係る保健事業分などを合わせまして、７，９０６万３，０００円としてお

ります。 

  次に、９ページ、７款、共同事業交付金におきましては、どちらも国保連合会から交付さ

れるもので、各市町村からの拠出金の中から毎月支払う高額療養費の額をもとに算定され、

前年度の交付見込み額をベースに、事業主体である国保連合会から示された見込み額を計上

しております。１目、高額共同事業交付金は全国レベルでの共同事業で、１件８０万円を超

える医療費分を対象として、伸び率を前年度の８％と見込み、また、２目の保険財政共同安

定化事業交付金は都道府県単位の共同事業で、対象が全ての医療費に拡大されたことにより、

前年度当初に比べ、２億６，４００万円余りの増で、２６年度交付見込み額より伸び率５％

として計上いたしております。全体で、対前年度２億６，２８４万８，０００円増の４億５，
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４８７万２，０００円を見込んでおります。 

  ９ページから１０ページにかけましての、９款、繰入金、１目、一般会計繰入金では、全

体で１億６，００２万７，０００円で、前年度より４，３０６万５，０００円の増額となっ

ております。総務省通知の繰り出し基準等に基づき計上したところでございますが、１節の

保険基盤安定繰入金につきましては、一般被保険者で所得の低い方の７割、５割、２割とい

った保険税の軽減分と、保険者支援分でございます。平成２７年度におきましても、軽減対

象世帯を判定する所得要件等が拡充されることに伴いまして、軽減世帯が増加しますので、

繰入金も増加となる見込みでございます。 

  ２節の職員給与費等繰入金につきましては、平成２５年度から対象とする人件費や事務費

の範囲を見直したところでございますが、今年度におきましても同様、総務費賦課徴収費及

び審査支払手数料のうち、補助金等特定財源の当たるものを除いた額につきまして、繰り入

れの対象としております。 

  加えて、平成２７年度におきましては、一般会計実施分の保健事業費のうち、特定健康診

査等にかかります事務費分につきましても繰り入れをお願いしているところでございます。 

  また、３節、出産育児一時金等繰入金としての繰り入れ、また、４節の財政安定化支援事

業繰入金につきましては、国保事業に係る交付税算入見合い分ということで、一般会計から

繰り入れをお願いしております。 

  また、１０ページの最上段、平成２７年度におきましては、福祉医療波及分等といたしま

して、国の療養給付費負担金、国の普通調整交付金、府の普通調整交付金における波及相当

見込み額を計上させていただいております。 

  ２項、基金繰入金につきましては、収支の均衡を図るため、４，７２１万７，０００円の

繰り入れを見込んでおります。 

  １１ページ、１１款、諸収入につきましては、延滞金や一般被保険者に係る返納金を主な

ものといたしまして、全体で３６６万７，０００円を計上したところでございます。 

  次に、１２ページからの歳出についてご説明申し上げます。 

  １款、総務費では、保健師１名分の人件費と、レセプト点検の嘱託職員賃金、運営事務費

のほか、賦課徴収に係る費用、運営協議会費用などを計上し、全体で１，８３０万円を計上

しております。 

  １４ページ下段からの２款、保険給付費、療養諸費につきましては、国が示す方法により

まして、過去３年間の医療費をもとに、平成２７年度の被保険者の見込み数や医療費の伸び

を勘案して算出しております。一般被保険者では、入院、入院外、歯科、食事代の区分ごと
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に伸び率を算出し、その項目ごとに３％から７％の伸びを見込んで算出したところでござい

ます。 

  療養諸費の合計額といたしましては、一般退職の療養給付費と審査支払手数料を含めまし

て、１２億２，８２８万円としております。前年度と比較しまして、６，３００万円の増額、

率にしまして５．４％増としております。 

  １５ページから１６ページの２項、高額療養費につきましては、一般、退職ともに直近の

支給額から推計し、前年度と比較しまして３．４％増の１億５，２２５万円を計上いたして

おります。 

  １７ページ、出産育児一時金につきましては、１件当たり４２万円として２０件分の８４

０万円。葬祭費については、１件５万円で２５件分の１２５万円を計上いたしております。 

  最下段、精神・結核医療付加金は、精神障害者医療及び結核医療の自己負担分を給付する

もので、過去の実績額をもとに計上いたしました。 

  １８ページ、３款、後期高齢者支援金につきましては、現役世代から後期高齢者医療への

支援金ということで、健保や共済なども含めまして、各医療保険者が４割負担を拠出するも

のでございます。平成２７年度の概算分は２億６，６５０万円となり、２５年度の精算分１，

６７５万５，０００円が相殺されておりますので、前年度に比べて１７８万３，０００円の

減額の２億４，９７４万５，０００円となっております。 

  次に、１９ページ、最下段、６款、介護納付金については、介護給付費等の財源として、

４０歳から６５歳の被保険者に応じて、各医療保険者が負担するもので、厚生労働省が示す

算出方法により、所要額を見込んでおります。平成２７年度の概算納付分９，１８０万７，

０００円から、２５年度分の精算見込み分１，２２８万２，０００円が相殺されますので、

前年度に比べまして２，６７９万８，０００円減の７，９５２万５，０００円を計上いたし

ております。 

  ２０ページ、７款、共同事業拠出金については、国保連合会から示された拠出金見込み額

により計上しております。 

  １目の高額医療共同事業の拠出金は、１件８０万円を超えるレセプトを対象として、医療

費実績割で算定され、２目の保険財政共同安定化事業の拠出金につきましては、都道府県単

位での共同事業として全ての医療費を対象に被保険者割、医療費実績割により算定されてお

ります。 

  同じく２０ページ下段の８款、保健事業費の特定健康診査等事業費では、４０歳から７４

歳までの被保険者に係る特定健診等に係る費用を一般会計に繰り出し、原則、集団健診の方
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法で実施することとしております。２５年度作成の第２期特定健診等実施計画により、目標

受診率を全体で５８％として、そのうち集団健診における受診率を５２％、受診見込み者数

１，８３４人として予算計上をしたところでございます。一般会計への繰出金１，８２５万

２，０００円を主なものといたしまして、全体で１，８８０万４，０００円を計上いたして

おります。 

  次、２１ページ、中段の疾病予防費の疾病予防事業では、医療費通知、ジェネリック差額

通知費用のほか、人間ドック助成金を計上いたしております。 

  人間ドック助成については、自己負担割合を２割から３割に変更させていただくこととし

ております。人間ドックは早期発見、早期治療に向け有効な手だてではありますが、年々利

用者が増える状況において、限られた財源でできるだけ多くの方にご利用いただくため、ま

た、集団健診を積極的に推進する立場から、集合健診における特定健診費用とのバランスを

考慮し、見直すものであり、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。

助成金につきましては、外来半日ドック、２５０件分、７６０万円を計上いたしております。 

  健康増進事業においては、一般会計で実施しているがん検診等について、国保被保険者分

の費用を国保の保険事業に位置づけ、その費用の一部を負担するほか、南丹医療圏の広域保

健事業として取り組みました糖尿病重症化予防事業の成果を途絶えさせることのないように、

食生活改善事業など、地域の健康づくりを推進する事業について、一般会計への繰出金２８

０万４，０００円を計上しており、財源については京都府の財政調整交付金の活用を見込ん

でおります。 

  ２１ページから２２ページにかけての３項、健康管理センター事業費では、施設管理費、

訪問指導事業費、スポーツ講座開催事業費を合わせまして、全体で６４６万１，０００円と

しております。 

  ２３ページから２４ページの１１款、諸支出金では保険税の還付金を計上するとともに、

２４ページ下段、繰出金においては、歳入の国庫特別調整交付金の対象となっておりますへ

き地直営診療所運営経費分として８９７万９，０００円を病院事業会計に繰り出すこととし

ております。 

  ２５ページ、予備費につきましては、保険給付費の約３％をめどに、合併以降毎年４，０

００万円を計上いたしておりましたが、平成２７年度当初予算におきましては、基金のより

有効的な活用や柔軟な予算編成を目的としまして、３，０００万円減額の１，０００万円を

計上させていただくものでございます。 

  現状では歳出不足が生じた場合、予備費の充用で対応しなくとも、基本となる補正予算で
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の対応が可能であること、これまでの予備費充用実績額を見ても十分対応可能な額であるこ

と、また、府内数市町村の予備費の計上状況も参考にしながら、今回計上させていただいた

ところでございます。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の説明とさせていただきます。ご審議いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第３０号 平成２７年度京丹波町後期高齢者医療特別会計について、補

足説明を申し上げます。 

  会計の概要といたしましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、後期高齢

者に係る保険料を徴収し納付すること、及び、保険料の軽減に係る保険基盤安定繰入金を一

般会計から繰り入れ、広域連合に納めるというもので、平成２７年度の予算総額は前年度よ

りマイナス３４６万５，０００円、率にして１．５％減の２億２，３２５万２，０００円と

させていただくものでございます。 

  保険料や基盤安定負担金につきましては、広域連合の算定に基づき予算を編成いたしてお

ります。 

  それでは、詳細につきましては事項別明細書により説明させていただきます。 

  最初に歳入からご説明いたします。事項別明細書３ページをお願いいたします。 

  歳入では、１款、保険料、後期高齢者医療保険料でございますが、現年度分については、

広域連合の保険料算定に基づきまして、前年度と比較して６６１万１，０００円減の１億４，

３０９万２，０００円を計上いたしております。 

  現在の調定額により按分し、特別徴収分を７９％として、１億１，２９６万４，０００円、

普通徴収分を２１％として、３，００２万８，０００円とさせていただいております。なお、

保険料率につきましては、２年ごとの改正となっており、平成２７年度の保険料率は２６年

度と同率の均等割額が４万７，４８０円、所得割が９．１７％となり、１人当たりの平均保

険料は７万３，３１９円と見込まれており、また、本町の平均保険料は広域連合の試算で４

万１，５９８円と見込まれております。 

  ３款、一般会計繰入金については、事務費分として３２０万１，０００円、所得の少ない

方に対する保険料の軽減分に係ります基盤安定繰入金として７，２０３万１，０００円を計

上いたしております。 

  次に、４ページ、４款、繰越金につきましては、出納整理期間に収納した保険料分を見込

んでおります。 

  ４ページ、最下段、５款、諸収入、雑入につきましては、広域連合助成金として後期高齢
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者の人間ドック助成事業１９１万３，０００円を主なものとしております。広域連合が国の

特別調整交付金を活用された長寿健康増進事業として、ドックの受診助成に必要な経費１０

分の１０の交付を受けるものでございます。 

  次に、５ページの歳出についてでございますが、１款、総務費、一般会計管理費では、７

５歳到達時や被保険者証の一斉更新に係る郵送料を主なものといたしておりまして、一般事

務経費分として１６３万５，０００円を計上いたしております。 

  ２項、徴収費では、保険料決定通知書の印刷、郵送費用と口座振替手数料が主なものでご

ざいます。 

  ６ページ、２款、広域連合納付金では、徴収いたしました保険料と、低所得者に係る保険

料軽減分の負担金を広域連合に納付するものでございます。これも広域連合の試算に基づき

算出しており、保険料軽減対象者に係ります基盤安定負担金については、昨年度に比べ４３

０万円余り増額に転じた一方、保険料等負担金については６６０万円余りの減額となり、昨

年度より２２４万５，０００円減の２億１，７１２万４，０００円を計上いたしております。 

  ３款、保健事業費では、歳入で説明いたしましたように、広域連合からの助成金を受け、

人間ドックの助成金を計上しております。助成割合は昨年同様、基本９割補助としており、

日帰りドック４６人分を見込んでいるところでございます。 

  以上、簡単ではございますが、後期高齢者医療特別会計の説明とさせていただきます。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 下伊豆保健福祉課長。 

○保健福祉課長（下伊豆かおり君） 続きまして、議案第３１号 平成２７年度京丹波町介護

保険事業特別会計予算の事業勘定とサービス事業勘定分について、その概要を説明申し上げ

ます。 

  まず、事業勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億２０万２，０００円と定めるもの

でございます。前年度と比較しますと８．２％、１億６，６９５万８，０００円の増額とな

っております。平成２７年度から平成２９年度までの第６期介護保険事業計画の初年度に当

たり、第６期計画のサービス見込み量に応じて予算計上させていただいたものでございます。 

  以降、事項別明細書でのご説明とさせていただきます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  歳入の１款、保険料、第１号被保険者保険料は、第１号被保険者を５，９０２人と見込み、

４億９７４万６，０００円、前年度と比較して５，２１６万３，０００円の増、その内訳と

いたしましては、現年度分特別徴収保険料として３億７，４８８万８，０００円、現年度分
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普通徴収保険料として３，４６５万８，０００円を計上いたしております。第１号被保険者

の保険料につきましては、先ほど介護保険条例の改正案でご説明させていただきましたとお

り、１号被保険者の負担率が２２％になったことと、計画期間のサービス見込み量から算定

し、基準額を年額７万５，３００円とさせていただいております。 

  ３款の国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、介護給付費負担金は、現年度分として３億

７，４９１万４，０００円。保険給付費のうち、施設介護給付費など施設等に係る給付費の

１５％、居宅介護サービス給付費など、その他の給付費の２０％となっております。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ２項の国庫補助金、１目の調整交付金につきましては、平成２６年度の交付申請ベースで

保険給付費の８．３％を見込んで計上させていただいております。２目の地域支援事業交付

金は全体で１，４０１万４，０００円。介護予防事業分と包括的支援事業・任意事業分とな

っております。包括的支援事業・任意事業に係ります国の負担率は、第１号被保険者の負担

率の変更に伴い、３９．５％から３９％となっております。 

  ４款の支払基金交付金、介護給付費交付金につきましては、介護給付費交付金として５億

９，４０４万２，０００円、地域支援事業交付金として８５８万８，０００円を計上いたし

ております。第２号被保険者の負担率の変更に伴い、保険給付費の２８％となっております。 

  ４ページから５ページにかけまして、５款の府支出金、１項、府負担金、１目の介護給付

費府負担金、３億１，４５９万７，０００円は、施設等給付費の１７．５％、その他の給付

費の１２．５％で計上させていただいております。 

  ２項、府補助金の１目、地域支援事業交付金７００万７，０００円、介護予防事業の１２．

５％、包括的支援事業・任意事業の１９．５％で計上いたしております。包括的支援事業・

任意事業に係ります都道府県の負担率も、これまでの１９．７５％から１９．５％になりま

した。 

  ５ページ、最下段から６ページの７款、繰入金、１項、一般会計繰入金につきましては、

１目の介護給付費繰入金は２億６，５１９万７，０００円、ルール分として保険給付の１２．

５％を一般会計から繰り入れをするものでございます。 

  ２目の地域支援事業繰入金として７０３万７，０００円、ルール分として介護予防事業の

１２．５％、包括的支援事業・任意事業の１９．５％としております。包括的支援事業・任

意事業に係ります町の負担率についても、都道府県と同様に１９．７５％から１９．５％に

変更になりました。 

  また、今年度から、新たに低所得者に対する軽減措置が設けられ、第１段階の被保険者に
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対して０．０５分を軽減することになりますので、３目、低所得者保険料軽減繰入金として

３８２万９，０００円を計上いたしております。現在のところ、１，０１７人分を見込んで

いるところでございます。 

  続きまして、歳出、８ページをお願いいたします。 

  １款、総務費では、１目、一般管理に２７８万４，０００円。平成２７年度から、新たに

認定者に交付する負担割合証に係る印刷製本費、通信運搬費及びシステム改修費用の増が主

な増加要因となっております。 

  ９ページの３項、介護認定審査会費では、円滑な認定調査を実施するための認定調査員の

臨時雇用賃金３１６万円や、主治医意見書作成手数料６５７万４，０００円、認定審査会に

係る委託負担金として８５６万円を計上させていただいております。 

  審査会は本年度も京都府に事務委託させていただくこととしております。 

  １０ページからの２款、保険給付費につきましては、第６期介護保険事業計画に計上した

給付費をもとに予算計上いたしております。 

  １項、介護サービス等諸費の主なものといたしましては、１目、居宅介護サービス給付費

で、７億２，８８６万５，０００円、訪問介護の利用者を月１７３人、通所介護を４０２人、

短期入所生活介護を１２４人など見込んでおります。 

  ２目の地域密着型介護サービス給付費では、全体で１億８，３３６万４，０００円。町内

の既存の小規模特別養護老人ホームと、グループホームの利用に加え、平成２７年度開設見

込みのグループホーム９床の増加を見込むものであります。 

  ３目の施設介護サービス給付費は、８億７，８１９万６，０００円とし、介護老人福祉施

設２０２人、介護老人保健施設５３人など、入所に係る費用を見込んでおります。 

  １１ページの第２項、介護予防サービス等諸費では、主なものといたしまして、１目、介

護予防サービス給付費、５，６６２万８，０００円、予防訪問介護３１人、予防通所介護７

８人、予防通所リハビリ２２人などの利用を見込んでおります。 

  また、要支援者への介護予防サービス計画給付費は７６４万３，０００円となっておりま

す。 

  訪問介護、通所介護等に係る地域支援事業、新総合事業への移行は本町においては平成２

８年度後半から段階的な移行を予定しておりますことから、平成２７年度の予算においては

現状に基づき給付費を算定いたしております。 

  １２ページをお願いいたします。 

  ４項、高額介護サービス等費は利用者負担額が決められた世帯の上限額を超えた場合に支
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給するもので、４，１７１万３，０００円。 

  ５項の特定入所者介護サービス等費は、低所得者の施設入所者に対する食費、居住費の限

度額を超えた負担部分について補足給付するもので、１億１，６０９万６，０００円を計上

いたしております。 

  以上、保険給付費の総額は２１億２，１５８万円で、前年度比８．７％、１億７，０５０

万１，０００円の増額となりました。 

  続きまして、１３ページをお願いいたします。 

  ３款の地域支援事業費、１項の介護予防事業費では、国の通知に基づくとともに、第６期

介護保険事業計画の策定に合わせ、一次予防事業に一般高齢者施策事業を、二次予防事業に

は実態把握事業の実施と、そのチェックリストの評価を受けた特定高齢者施策事業を計上い

たしております。 

  １目、一次予防事業では、元気な高齢者を対象とした介護予防、認知症予防を重点とした

事業として、地域介護予防活動支援事業としまして、ふれあいいきいきサロン活動に対する

支援事業や、介護予防普及啓発事業として、食生活改善事業、ふれあい調理実習、筋トレ、

脳トレ教室の開催などの実施を予定いたしております。 

  ２目の二次予防事業では、住民健診の中で生活機能評価を実施するための高齢者実態把握

事業、一般会計への繰り出しや、ミニデイサービス事業、運動器機能向上事業、認知症予防

事業など、閉じこもり予防や、要介護状態となることを予防するための取り組みを引き続き

積極的に展開しようと考えております。 

  また、３目、総合事業費精算金では、本町の被保険者がほかの市町村等において新たな総

合事業を利用された場合に、国保連合会を通じて精算が必要となりますので、それに備え、

計上したものでございます。 

  １４ページ下段からの、２項、包括的支援事業、任意事業につきましては、１５ページ、

２目の任意事業費で、家族介護者を支援するための紙おむつ等購入に係る家族介護用品支給

事業に１，０５６万６，０００円。介護給付費等費用適正化事業には、平成２６年度に導入

いたしました適正化支援システムのリース料、保守料を計上いたしております。 

  また、国の実施要綱に基づき実施する事業といたしまして、認知症対策について、認知症

ケア向上事業、認知症地域連携推進員設置事業を細分化いたしております。 

  認知症ケア向上事業においては、介護家族交流集会など、介護者への支援や認知症の方の

介護関係者による個別ケア会議の開催、認知症地域連携推進員設置事業では、認知症専門窓

口の設置について、町内事業者への委託を計画しているところです。また、生活支援介護予
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防サービスの基盤整備事業では、新総合事業への移行に向けて、協議体の設置に係る費用や、

生活支援コーディネーターの養成にかかる費用などを計上し、スムーズな移行に向けた体制

づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

  ４款の基金積立金においては、第６期計画の初年度であり、今年度見込まれます剰余金を

介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。 

  以上、事業勘定の説明とさせていただきます。 

  続きまして、サービス事業勘定、歳入歳出の総額を６９４万１，０００円と定めるもので

ございます。 

  前年度と比べまして、３．１％、２０万７，０００円の増となっております。 

  事項別明細書の３ページをお願いいたします。 

  歳入は１款、サービス収入、１目、居宅支援サービス計画収入が主なものでございます。

委託の部分も含めて、地域包括支援センターが作成する介護予防サービスの計画費の収入と

なっております。 

  ２款の国庫補助金では、制度改正に伴うシステム改修補助金として見込み費用の２分の１、

１８万９，０００円を見込んでおります。 

  次に、歳出でございます。 

  事項別の４ページ、２款の事業費、２目の居宅介護支援事業費は６８４万２，０００円で、

要支援者の介護予防の計画策定に係るサービス事業所への委託料、５４１万５，０００円を

主なものといたしまして、介護予防給付管理システム関係の費用を合わせて計上いたしてお

ります。 

  以上、簡単ではございますが、議案第３１号 介護保険事業特別会計事業勘定及びサービ

ス勘定の補足説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○医療政策課長（藤田正則君） 失礼します。続きまして、介護保険特別会計の老人保健施設

サービス勘定について、補足説明をさせていただきます。 

  京丹波町病院和知診療所の２階部分の京丹波町介護療養型老人保健施設につきましては、

平成２１年１０月に開設して以来、はや５年６カ月が経過し、順調に推移稼働しております。 

  ちなみに、昨年４月から本年２月までの平均稼働率は７５．１％で運営されております。

平成２７年度の老健施設の係る予算につきましては、歳入歳出予算の総額を１億７，７１０

万円とするものでございます。 

  予算の前提といたしましては、平成２６年度の４月から１２月までの状況を参考にして積

算を行っております。 
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  歳入におきましては、主に入所サービスの利用者を平均要介護度３で見込み、ベッド数１

９床のうち長期の平均入所者数を１３床といたし、短期入所者数を３床と見込み、算出いた

しております。 

  それでは、歳入からご説明を申し上げます。 

  事項別明細書の３ページからでございます。 

  歳入では、款１、サービス収入、項１、介護給付費の収入につきまして、目１、居宅介護

サービス費収入では、短期入所療養介護の介護報酬分、いわゆるショートステイの費用です

が、これらを計上しまして、先ほど申しましたとおり、平均要介護度３で、１カ月当たりの

利用者数を３床とし、９０日の利用を見込んでおります。 

  次の目２の施設介護サービス費収入では、介護報酬分として平均要介護度３から４で算定

し、１日当たり個室利用ベッドを１床、多床室利用ベッドを１２床とし、合計で平均入所利

用ベッドを１３床と見込んで計上いたしております。 

  次に、項２、介護予防給付費収入では、短期入所の方で１日のみ預かる場合の介護報酬の

診療として４万円を見込んでおります。 

  項３の自己負担金収入では、入所及び短期入所に係る介護報酬の利用者分の自己負担金分

としまして、居住費、食事費等をそれぞれ１４６万円を見込んでおります。 

  めくっていただきまして、４ページ中段の款３、繰入金、項１、他会計繰入金、目１、一

般会計繰入金では、全体で１億３９万８，０００円を計上いたし、歳出予算との均衡を図っ

ております。 

  なお、同ページの下段のほうにあります款５、諸収入の項、雑入、目、雑入につきまして

は、リハビリ通所者の給食代や入所者のテレビカード等でございます。 

  次に、歳出になります。 

  ５ページでございますが、款の総務費、項、総務管理費、目、一般管理費では、主に施設

管理費及び運営に係る一般管理事業として２，３８２万８，０００円を、職員人件費及び嘱

託職員等の人件費と合計いたしまして、１億３，３８１万８，０００円を計上いたしており

ます。平成２６年度に引き続き、常勤医師をはじめとして、看護師、ケアマネジャー、介護

助手、事務員等の老健と診療所のそれぞれに適正配置を行う予算として計上させていただい

ております。 

  次に、７ページの款、介護サービス事業費、項、施設介護サービス事業費では、老健施設

運営に必要な診療材料費や医薬材料費、給食業務の委託料、検査委託料、機器物品の借り上

げ料を主なものといたしまして、全体で１，９１５万４，０００円を計上させていただいて
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おります。 

  以上、簡単ではございますが、老健施設サービス勘定の補足説明とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君）  山田水道課長。 

○水道課長（山田洋之君） それでは、続きまして、議案第３２号 平成２７年度京丹波町水

道事業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成２７年度の歳入歳出予算総額を１６億２，０００万円とさせていただくもので、前年

度当初予算と比べまして、１億３，９２０万円、９．４％の増額となっております。 

  第３条、一時借入金につきましては、借り入れの最高額を３億円と定めるものです。 

  ４ページ、第２表、地方債をお願いいたします。 

  簡易水道事業で、その財源として借り入れを行うことができる限度額を１億８，７９０万

円とし、過疎対策事業も増額の１億８，７９０万円とし、総額３億７，５８０万円としてお

ります。 

  起債の方法、利率、償還の方法につきましてはごらんのとおりですので、ご確認をお願い

いたします。 

  続きまして、歳入歳出の説明に移りますが、先に事項別明細書７ページの歳出から説明を

させていただきます。 

  １款、１項、１目、水道管理費の一般管理費総額は４億２，９８８万７，０００円であり

ます。そのうち、人件費は５，９２２万１，０００円で、８名分の一般職給料、手当等を見

込んでおります。 

  水道事業として、維持管理費用全般で３億７，０６６万６，０００円を見込んでおります。 

  主なものとして、需用費では７，２３８万５，０００円、そのうち、浄水場などの光熱水

費につきましては、７，０６８万円を計上しております。 

  ８ページに移りまして、委託料につきましては、総額で１億３，７２３万２，０００円。

主には施設の維持管理委託料としまして、６，６５５万円、水質検査委託料で１，０９３万

１，０００円。債務負担行為としております公営企業法適用に向けた調査等委託料で１，１

１３万円。また、上水道事業として経営するための知事認可を取得する経費に１，８００万

円などを予定しております。 

  ９ページ、工事請負費は、総額で６，７９８万６，０００円を計上し、府道や町道の改良

工事に伴う水道管移設工事で２，０００万円。漏水などの維持補修工事で４，７９８万６，

０００円を計上しております。 
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  また、１９節の負担金では、畑川ダムの適正な維持管理を目的に、ダム管理負担金として

１，０２６万６，０００円を計上しております。 

  次に、１０ページ、２款、１項、１目、水道施設費ですが、上水道事業としまして、丹

波・瑞穂統合簡易水道事業費に２億３，５５８万３，０００円を計上しております。委託料

では畑川浄水場高度処理施設の設計などに３，１００万円。工事請負費では鎌谷中地区や、

小野地区でのポンプ場工事、また、未給水区域でありました上新田地区での配水管敷設工事

など、総額で１億９，９０４万円を計上しております。 

  ２目、簡易水道施設費の和知簡易水道事業では、総額２億６，５０７万１，０００円を計

上しております。委託料では立木地区の配水管設計業務委託料で、２，２００万円、１１ペ

ージ上段ですが、工事請負費では、２億４，１００万円を計上し、出野地内での低区配水池

築造工事や、立木橋水管橋に着手をいたします。 

  ３款、公債費の元金と利子の総額は、６億８，６４５万９，０００円を見込んでおります。 

  次に、歳入の説明に移らせていただきます。 

  事項別明細書３ページにお戻りください。 

  １款、１項、１目、水道事業費分担金では、４６件の新規加入を見込み、６４５万８，０

００円を計上しております。 

  ２款、１項、１目、水道使用料の現年度分につきましては、使用実績に基づき算出しまし

た４億９，８４５万円を計上しております。 

  次に、４ページ、３款、国庫支出金の総額は１億１，４５９万３，０００円を見込んでお

り、事業費の増額に伴い、前年度に比べまして、２，６３５万２，０００円の増額となって

おります。 

  次に、５ページ、６款、繰入金につきましては、一般会計繰入金で、５億７，１５８万４，

０００円、また、基金繰入金では、２，２６５万円を計上しております。 

  下段、８款、諸収入の支障物件移設補償費ですが、府道上野水原線、府道遠方瑞穂線、及

び主要地方道京丹波三和線の改良工事に伴う水道管の移設設計費や工事費への公共補償とし

て８００万円を見込んでおります。 

  次に、６ページ、９款、町債ですが、簡易水道事業債として１億８，７９０万円、過疎対

策事業債として、同額の１億８，７９０万円、総額で３億７，５８０万円の借り入れを予定

しております。 

  最後に１８ページの債務負担行為ですが、平成２６年度から３年計画で企業会計へ移行す

る予定でありまして、昨年１２月には業者と委託契約を締結をいたしました。２６年度の業



 

－９４－ 

務内容はほとんどが資料収集や基本方針の検討など成果品を伴う内容ではないため、支出額

はなく、平成２７年度以降に３，５００万円の支出を予定しているところでございます。 

  以上、議案第３２号の補足説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第３３号 平成２７年度京丹波町下水道事業特別会計予算につきまして、

補足説明を申し上げます。 

  平成２７年度の歳入歳出予算総額を９億５，７００万円とさせていただくもので、前年度

当初予算と比べまして、６９０万円、０．７％の減額となっております。 

  ３条、一時借入金につきましては、借り入れの最高額を３億円と定めるものです。 

  ４ページの第２表、地方債をお願いいたします。 

  資本費平準化債で限度額を１億４，６７０万円としております。起債の方法、利率、償還

の方法につきましてはごらんのとおりですので、それぞれご確認をお願いいたします。 

  続きまして、歳入歳出の説明に移りますが、先に事項別明細書の７ページ、歳出から説明

をさせていただきます。 

  １款、１項、１目、一般管理費は３，４６９万８，０００円で、前年度から１名減である

職員４名分の人件費を計上しております。 

  次に、２款、１項、１目、農業集落排水施設整備事業の施設整備費は２，９５８万円を計

上しております。 

  ８ページに移りまして、委託料２，３２０万円の内訳ですが、前年度から引き続きまして、

和知地区の４処理施設と管路の機能診断に４９０万円、機能診断の結果を踏まえて最適整備

構想を策定する経費に８３０万円、また、町内集合処理施設の中期的、長期的な改築、更新

を検討する構想策定経費に１，０００万円を計上しております。 

  管渠工事費６００万円は、質美地内、府道の改良工事に伴います下水道管移設工事費を見

込んでおります。 

  ２目、施設管理費は総額１億８７５万６，０００円で、内訳としましては農業集落排水施

設管理事業に１億４４４万２，０００円、林業集落排水施設管理事業に２７６万４，０００

円、簡易排水施設管理事業に１５５万円を計上しております。 

  主なものとしましては、需用費の中の光熱水費に３，１７５万２，０００円を計上し、委

託料では施設維持管理委託料としまして２，３９５万６，０００円など、総額で５，８６２

万３，０００円を計上しております。 

  次に、９ページ下段、２款、２項、１目、公共下水道の施設整備費では、１，１２８万５，

０００円を計上しております。 
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  主なものとしまして、１０ページに進んでいただきまして、委託料６００万円は、下山グ

リーンハイツ地区の誤接続調査の３００万円と、豊田地区の排水処理計画に伴います移設設

計の３００万円、管渠工事費の４００万円は府道改良工事に伴います中台地内での中継ポン

プ制御盤移設工事でございます。 

  次に、下段、施設管理費では、総額１億１，９４３万円を計上しております。 

  １１ページ、需用費では、光熱水費で２，６４０万円、施設の機器修繕等に６６１万円な

どの合計３，５１４万５，０００円を、委託料では、施設維持管理委託に１，９３３万７，

０００円、汚泥脱水業務委託に５，５９８万５，０００円など、合計で７，９０９万９，０

００円を計上しております。 

  １２ページに移りまして、３項、１目、浄化槽の施設管理事業では、１億４７０万７，０

００円を計上しております。主には委託料で、町管理の浄化槽に係ります清掃委託料及び保

守点検委託料として９，６３３万円を計上しております。３月末での見込み基数に新規の管

理基数を加え、町管理浄化槽は１，２７２基を見込んでいるところでございます。 

  １３ページ、３款、公債費ですが、元金は４億１，８８４万６，０００円。利子は１億２，

８６９万８，０００円を計上しております。 

  次に、事項別明細書の３ページに戻っていただきまして、歳入ですが、１款、１項、１目、

下水道事業費分担金ですが、農集で３件、特環下水道で３件の新規加入分担金を見込みまし

て、５１８万４，０００円を計上しております。なお、市町村型の浄化槽分担金につきまし

ては、事業の廃止により、予算計上はしておりません。 

  ２款、使用料では、現年度分の農業集落排水使用料は９，４３８万円、林業集落排水使用

料は１４１万６，０００円、簡易排水使用料は８８万８，０００円、４ページに移りまして、

特環公共下水道使用料は９，７３０万８，０００円、浄化槽使用料は６，３７５万６，００

０円を見込んでおります。 

  ３款、国庫支出金ですが、歳出で説明をいたしました機能診断と最適整備構想策定に係り

ます補助金として合計で１，２７０万円を計上しております。 

  ５ページに移りまして、６款、一般会計繰入金につきましては、総額で５億２，８４９万

８，０００円とし、農業集落排水事業に２億２，１３３万９，０００円、特定環境保全公共

下水道事業に２億５，３２８万３，０００円、浄化槽市町村整備推進事業に５，３８７万６，

０００円を充当することとしております。 

  最後に６ページ、９款の町債ですが、第２表、地方債で説明しましたとおり、資本費平準

化債の借り入れを１億４，６７０万円としております。 
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  以上、議案第３３号の補足説明といたします。ご審議のほど、よろしくお願いをいたしま

す｡ 

○議長（野口久之君） ここでお諮りをいたします。 

  本日の会議時間が、議事進行の都合により延長したいと思いますが、ご了解願えますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） それでは、延長ということで進めていきたいと思います。 

  これより暫時休憩をいたします。 

  ５時１０分まで、よろしくお願いします。 

休憩 午後 ４時５８分 

再開 午後 ５時１０分 

○議長（野口久之君） それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 

  藤田医療政策課長のほうから訂正がございますので、よろしくお願いします。 

  藤田課長。 

○医療政策課長（藤田正則君） 済みません、お時間とりまして。 

  先ほどの介護保険の老健施設サービス勘定のところで、予算におきまして、老健施設のサ

ービス収入の自己負担金収入におきまして、利用者のところ、先ほど１４０万円というよう

な説明をさせていただきました。これは１，４３４万円の間違いでございましたので、訂正

とおわびを申し上げます。失礼いたしました。 

○議長（野口久之君） それでは、会議を続けます。 

  中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 続きまして、議案の第３４号 平成２７年度京丹波町土地取得特

別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  平成２７年度の歳入歳出予算につきましては、それぞれ２０万１，０００円とするもので

ございまして、土地開発基金の利子を基金に積み立てるのみの予算となっているところでご

ざいます。 

  予算書の最後の４ページになります。ごらんをいただきたいと存じます。 

  基金への繰出金といたしまして、２０万１，０００円を計上をさせてもらっているところ

でございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。 

○議長（野口久之君） 中尾教育次長。 

○教育次長（中尾裕之君） 続きまして、議案３５号 平成２７年度京丹波町育英資金給付事
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業特別会計予算につきまして、補足説明を申し上げさせていただきます。 

  概要につきましては、歳入歳出の総額をそれぞれ４７０万１，０００円とするものでござ

います。 

  歳入歳出事項別明細書の４ページをお願いいたします。 

  歳出につきましては、２款、育英費で、負担金補助及び交付金で、育英給付金４６８万円

を計上いたしております。 

  志願者数につきましては、平成２６年度の志願者数を参考に、大学生１９人、高校生１２

人、専門学生３人、合計３４人分の給付を見込んでおります。 

  続いて、戻っていただきまして、前のページ３ページをお願いいたします。 

  歳入につきましては、３款、繰入金として、一般会計繰入金、基金繰入金、ともに給付額

４６８万円の２分の１に当たります２３４万円をルール分としてそれぞれ計上いたしており

ます。 

  以上、まことに簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 久木企画政策課長。 

○企画政策課長（久木寿一君） 議案第３６号 平成２７年度京丹波町町営バス運行事業特別

会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  平成２７年度の歳入歳出予算総額は１億１，５７２万５，０００円で、前年度と比較し、

４８３万５，０００円、４．０％の減となっております。 

  それでは、主な予算の内容につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

  まず、歳出でございますが、事項別明細書４ページをごらんください。 

  運行事業費の事業項目、運行一般事業では、１２路線、バス１６台、それから、自家用バ

ス管理事業では自家用バス１台に係る運行管理経費を計上しております。 

  主なものといたしましては、賃金では嘱託職員５人、臨時職員１０人分、合わせて４，７

７３万９，０００円を計上いたしております。需用費につきましては、タイヤ購入などの消

耗品、燃料費、車検費用やその他修繕料などとして、２，９８３万２，０００円を計上して

おります。委託料のバス運転手派遣委託料３４２万５，０００円につきましては、瑞穂地区

の朝夕のスクールバス増発分を民間事業者に委託するものでございます。 

  ５ページに移りまして、備品購入費のうち、バス購入費１，４１０万円は、和知地区に配

置しておりますバス２台の更新費用でございます。１５年経過の２９人乗り小型バスを、同

じく２９人乗りに、１４年経過の１５人乗りワゴン車を１４人乗りワゴン車に更新するもの
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でございます。 

  次に、歳入の主なものでございます。 

  戻っていただきまして、事項別明細書３ページをごらんください。 

  運行事業収入の運賃収入では、一般の乗車運賃１，０３１万６，０００円、受託収入では

小中学生のスクールバスとしての運行に係る受託収入１，７０２万７，０００円を計上して

おります。一般会計繰入金は７，３８２万２，０００円を計上しております。 

  最後に町債では、バス購入費の財源としまして、過疎対策事業債１，４１０万円を借り入

れる予定といたしております。 

  以上、まことに簡単ですが、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野口久之君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 次に、議案第３７号 平成２７年度京丹波町須知財産区特別会計

予算につきまして、補足説明を申し上げます。 

  本会計の予算につきましては、歳入歳出それぞれ１３４万円とさせていただくものでござ

います。 

  ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページ、歳入をごらんください。 

  本財産区につきましては、土地の貸し付けに係ります財産貸付収入あるいは山林管理に係

ります寄附金、また、基金の繰入金を主な歳入としております。 

  次に、歳出の５ページでございます。 

  上段につきましては須知地区、下段からは竹野地区ということで分けておりまして、項に

より地区を区分をいたしております。それぞれ先ほど申し上げました歳入を財源といたしま

して、財産区管理会の運営及び財産の管理を行うものでございます。 

  須知地区につきましては、敬老祝賀式と区長会への補助金、また、枝打ち間伐等の委託料

を主なものとしまして８８万円、竹野地区につきましては、６ページでございますけれども、

枝打ち間伐等作業委託料を主なものとしまして、４０万６，０００円を計上をしているとこ

ろでございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、議案第３７号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案第３８号でございます。 

  平成２７年度京丹波町高原財産区特別会計予算でございますが、本会計の歳入歳出予算に

つきましては、それぞれ２４万３，０００円とするものでございます。 

  ページをめくっていただきまして、事項別明細書の３ページをごらんいただきたいと思い

ます。 
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  歳入といたしましては、寄附金を主なものとして計上をさせていただいております。 

  次のページ、事項別明細書の４ページでございますが、これらを財源といたします歳出に

つきましては、財産区管理会の運営、基金積立金、あるいは木ノ谷林道の管理委託料など、

合計２３万３，０００円の執行を予定させていただいているところでございます。 

  以上、まことに簡単でございますが、議案第３８号の説明とさせていただきます。 

○議長（野口久之君） 川嶌瑞穂支所長。 

○瑞穂支所長（川嶌勇人君） 私のほうからは議案第３９号から議案第４２号までの桧山、梅

田、三ノ宮、質美の各財産区特別会計予算につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  最初に、議案第３９号 平成２７年度京丹波町桧山財産区特別会計予算は、予算総額を歳

入歳出それぞれ１，９００万円とするもので、前年度から３３４万円の増額となっておりま

す。 

  はじめに、歳入の主なものですが、事項別明細書、３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、１目、財産貸付収入、１節、土地建物貸付収入では、ゴルフ場用地とし

て１，３０５万８，０００円、携帯電話の無線基地用地として１５万円を計上するものです。 

  また、２款、繰入金、１目、基金繰入金、１節、財政調整基金繰入金では、歳入歳出の均

衡を図るため４８０万円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものでございますが、事項別明細書の６ページをごらんください。 

  １款、総務費、２目、財産管理費、１３節、委託料で、直営林保育作業に３２０万円を計

上しております。 

  ７ページ、３目、諸費では、１９節、負担金補助及び交付金で、財産区区域内の各種団体

等への補助金、また、各区を対象に、山林高度利用補助金４６５万円や、桧山地域振興対策

補助金４００万円を計上しております。 

  以上が桧山財産区特別会計でございます。 

  続きまして、議案第４０号 平成２７年度京丹波町梅田財産区特別会計予算は、予算総額

を歳入歳出それぞれ６３５万円とするもので、前年度に比べ、２７万円の減額となってござ

います。 

  はじめに、歳入の主なものですが、事項別明細書の３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、１目、財産貸付収入、１節、土地貸付収入におきましては、無線中継塔

用地や管内８区への貸付料として、５５１万６，０００円を計上しております。 

  また、２款、繰入金、１目、基金繰入金、１節、財政調整基金繰入金では、歳入歳出の均

衡を図るため、４９万４，０００円を計上しております。 
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  次に、歳出の主なものでございますが、事項別明細書、５ページをごらんください。 

  １款、総務費、２目、財産管理費、１３節、委託料では、直営林の保育作業に２５万円、

６ページに入りまして、２２節一番上ですが、補償補填及び賠償金では、無線中継塔などの

用地貸し付けに係る当該区への土地貸付補償費として３２０万９，０００円、３目、諸費、

１９節、負担金補助及び交付金では、梅田地域振興会への補助金として１００万円を計上し

ております。 

  以上が梅田財産区特別会計でございます。 

  続きまして、議案第４１号 平成２７年度京丹波町三ノ宮財産区特別会計予算は、予算総

額を歳入歳出それぞれ５４６万５，０００円とするもので、前年度に比べ、１５３万５，０

００円の増額となっております。 

  はじめに、歳入の主なものについて説明します。 

  事項別明細書の３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、１目、財産貸付収入、１節、土地貸付収入として、管内８区からの集落

貸付料として６３万円を計上し、２款、繰入金、１目、基金繰入金、１節、財政調整基金繰

入金では、歳入歳出の均衡を図るため１７５万８，０００円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものですが、事項別明細書、６ページをごらんください。 

  １款、総務費、３目、諸費、１３節、委託料では、水呑地区の分収林の作業委託料として

１３０万円、１９節、負担金補助及び交付金では、三ノ宮地域振興会を始め、三ノ宮財産区

区域内の各種団体や区などを対象に、１０５万円の補助金を計上しております。 

  以上が三ノ宮財産区特別会計でございます。 

  最後に、議案第４２号 平成２７年度京丹波町質美財産区特別会計予算は、予算総額を歳

入歳出それぞれ３４０万円とするもので、前年度と同額でございます。 

  最初に、歳入の主なものについて説明します。 

  事項別明細書、３ページをごらんください。 

  １款、財産収入、１目、財産貸付収入、１節、土地貸付収入として、管内７区から１４１

万４，０００円、法人からの貸付金として１３３万６，０００円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものですが、事項別明細書、５ページをごらんください。 

  １款、総務費、２目、財産管理費、１３節、委託料で、直営林の保育作業委託料に８０万

円、３節、諸費、１９節、負担金補助及び交付金で、質美地区遺族会への補助と、各区に対

する貸付林等高度利用に対する補助金として、合わせて３１万８，０００円を計上しており

ます。 
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  以上が質美財産区特別会計でございます。 

  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

○議長（野口久之君） 藤田医療政策課長。 

○医療政策課長（藤田正則君） それでは、続きまして、議案第４３号 平成２７年度国保京

丹波町病院事業会計予算の補足説明をさせていただきます。 

  平成２３年４月１日から、京丹波町病院、和知診療所、歯科診療所を一本化いたしまして、

公営企業会計として運営を行ってまいりました。また、２４年４月からは、３人の常勤医師

をお迎えし、病院、診療所ともども順調に推移をいたしてまいりました。 

  前年度、地方公営企業法と地方公営企業会計基準が４６年ぶりに改正されまして、新公営

企業会計として２６年度予算から適用されており、今回で２回目となるものでございます。 

  それでは、予算書の順を追って補足説明をさせていただきます。 

  また、今回の算出基礎としましては、２６年４月から１２月までの状況を参考にして積算

をいたしております。 

  まず、表紙をめくっていただきまして、２７年度国保京丹波町病院事業会計予算第２条、

業務の予定量といたしましては、京丹波町病院事業では一般病床を４７床とし、入院患者数

を１日平均３６人、年間で１万３，１７６人を予定いたしております。外来患者数におきま

しては、平日の１日当たりが、病院が１３０人、土曜日診療で３０人、また、質美診療所は

１２人、年間３万４，３０８人の外来数を予定しております。 

  次に、和知診療所事業でございますが、外来患者数を１日当たり５２人として、年間１万

２，５３２人を予定しております。 

  和知歯科診療所では、外来患者数を１日当たり２７人として、年間７，９１１人と見込ん

でおります。 

  次に、めくっていただきまして、第３条の収益的収入及び支出の予定額としましては、ま

ず、京丹波町病院事業の収益及び京丹波町病院事業費用は７億７，３５０万円とするもので

ございます。 

  次に、和知診療所事業の収益及び和知診療所事業費用は１億２，３３０万円とするもので

ございます。 

  また、和知歯科診療所事業収益及び和知歯科診療所事業費用では、ともに８，０１０万円

とするものでございます。 

  次のページの第４条の資本的収入及び支出の予定額としましては、京丹波町病院と和知診
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療所と和知歯科診療所の資本的収入に合計２億３，６２３万５，０００円、同じく京丹波町

病院、和知診療所、歯科診療所の資本的支出の合計が２億５，３１３万５，０００円とし、

支出に対して収入が不足する額、１，６９０万円は過年度分損益勘定留保資金で補填するこ

とといたすものでございます。 

  次にめくっていただきまして、第５条の企業債といたしまして、病院と和知診療所の機器

類の購入に当たり、企業債を活用させていただくものでございます。 

  病院では、病院施設整備事業債と過疎対策事業債を活用させていただき、和知診療所では

病院施設整備事業債を活用させていただくものでございます。対象機器類等の詳細につきま

しては、後ほど説明をさせていただきます。 

  次に、７条の議会の議決を得なければ流用することのできない経費としましては、給与費

と公債費を施設ごとに必要な経費を計上させていただいているところでございます。 

  次ページの、第８条の他会計からの補助金につきましては、和知診療所並びに歯科診療所

におきまして、へき地直営診療所運営に当たり、国保会計からの補助金として８９７万９，

０００円を予定しております。 

  また、第１０条の重要な資産の取得及び処分につきましては、京丹波町病院では平成２７

年度に電子カルテ・医事会計システム、医用画像情報システム、外来案内表示システム、無

停電電源装置の購入を計画しております。 

  また、和知診療所では、デジタルＸ線テレビシステム及びデジタルラジオグラフィーの購

入を予定しております。 

  以下、ページを飛ばさせていただきまして、今申しました内容を１９ページからでお願い

いたします。 

  １９ページからの国保京丹波町病院事業会計予算明細書でご説明をさせていただきます。 

  最初に、先ほど申しました第３条の収益的収入につきましては、京丹波町病院の医業収益

からご説明を申し上げます。 

  入院収益につきましては、一般病床４７床で、入院基本料１３対１、１日平均患者数が３

６人、１日平均入院単価を２万３，５００円といたし、入院収益を３億９６０万円といたし

ております。 

  外来収益におきましては、一般外来に病院と質美診療所を合わせて、年間３万４，３０８

人と予定しております。 

  また、在宅医療の推進のケアプランの居宅介護支援、居宅療養管理指導の訪問診察や、訪

問看護や訪問リハビリ事業の、これらと先ほどの外来を合わせて２億１，４５０万円といた
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しております。前年度より９５１万円の増額となっております。 

  この主な原因は、１人当たりの診療単価の増額と、２４年度から設置いたしました地域連

携室の充実によりまして、訪問診察、訪問看護、訪問リハビリらの件数増加が主な原因とな

るものでございます。 

  次に、その他医業収益では、個室の使用料と予防接種や健診事業との収益を見込みまして、

合わせて３，６２５万３，０００円といたしております。 

  また、一般会計負担金として、２６年度からのルール改正によりまして、前年度同様に救

急医療普通交付税算定分といたしまして、３，４５９万７，０００円を計上させていただい

ております。 

  医業収益全体収入といたしましては、５億９，９５０万円とし、前年度より２，１５０万

円の増とさせていただいております。 

  次に、医業外収益では、一般会計負担金といたしまして、１億５，２０２万５，０００円

を計上いたしております。 

  また、前年度から長期前受金戻入を設けまして、みなし償却制度が廃止されたため、２５

年度までの償却資産の取得した補助金につきまして、長期前受金戻入として計上いたし、減

価償却に見合う分を順次収益化するという処理になりました。２７年度分といたしましては、

補助金分として、１，６７７万１，０００円、寄付金分として１万８，０００円を、受贈財

産分として５０万１，０００円を計上いたしております。 

  病院の医業外収益全体では１億７，４００万円、前年度より１５０万円の減額となり、そ

の主な原因は病院建物に係る企業債償還金分の利息分が減少してきたことによります。 

  次に、病院の収益的支出に移らせていただきます。 

  ページをめくっていただき、２３ページになります。 

  医業費用におきましては、給与費では前年度と比較いたしまして、退職予定や採用見込み

人数で算定いたしております。賃金では、主に嘱託職員と非常勤の医師、看護師に係る賃金

を主なものといたしております。 

  全体といたしましては、前年度より２，８５６万８，０００円の増で、全体として４億７，

６８０万９，０００円を計上いたしております。 

  なお、退職手当組合負担金を人件費関係として整理いたしましたため、給与費等に本年度

から移行させていただいております。 

  材料費では、３年前から院外処方を導入いたしましたので、薬品の４，５５０万円を主な

ものといたしまして、ＳＰＤ事業の診療材料費や給食材料費等を含め、全体で７，６８４万
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２，０００円を計上いたしております。 

  経費では病院と質美診療所を合わせ、その主なものといたしましては、光熱水費に１，５

０８万５，０００円、めくっていただきまして、委託料では検査業務委託、給食厨房業務、

窓口の医事業務、及び医療機器保守委託業務らに１億１３１万４，０００円を計上し、経費

全体で１億４，０９９万８，０００円となり、前年度よりも１，４８０万６，０００円の減

額でございます。 

  ２５ページの減価償却費は建物、機械備品の減価償却費が５，３４７万１，０００円を見

込んでおります。前年度よりも２８２万２，０００円の増加をしておりますのは、２６年度

に購入いたしました機器類の減価償却が増えたものでございます。 

  ２５ページの下段の部分に当たります医業外費用におきましては、病院事業債の償還利子

１，８６２万２，０００円を主なものといたしまして、医業外費用全体で２，１９０万円を

計上いたしております。 

  次に、和知診療所事業でございますが、ページを戻っていただきまして、また、１９ペー

ジのほうからでございますが、下段の和知診療所の収益についてご説明を申し上げます。 

  まず、外来収益における外来患者数の１日当たりの平均患者数は５２人と見込み、在宅医

療の訪問診察らの訪問事業関係と合わせて６，３６２万円を計上いたしております。前年度

より９６万５，０００円の増額を予定しております。これは、内科、外科の常勤医師の定着

及び木曜日の夜間診療の増らによるものでございます。 

  また、その他医業収益では、公衆衛生活動収益といたしまして、各種健診事業の増や、予

防接種等を見込んでおります。その他医業収益は全体で９９１万円を見込んでおります。 

  めくっていただき、医業外収益につきましては、へき地直営診療所運営補助の国の国保特

別調整交付金として４８４万円を見込んでおります。また、一般会計からの運営費補助金に

つきましては、３，６７１万３，０００円を計上いたしております。病院同様に、前年度か

ら長期前受金戻入を設けまして、みなし償却制度が廃止されたため、２５年度までの償却資

産の取得した補助金につきまして、長期前受金の戻入として計上いたし、減価償却に見合う

分を順次収益化するという処理をさせていただいております。２７年度分といたしましては、

４９６万４，０００円を、受贈財産分として２８０万３，０００円を計上いたしております。 

  次に、和知診療所の収益的支出でございます。 

  ２７ページに移っていただきまして、和知診療所事業費用の医業収益における給与費では、

医療職、看護師職、技術職、また、事務職らの診療所の配置人数で算定をいたしております。 

  賃金では、主に嘱託職員と非常勤医師らに係る賃金を主なものとしております。全体とし
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ては７，６５４万４，０００円を計上いたしております。 

  経費では、その主なものといたしまして、３０ページの修繕費の２９６万円を、また、委

託料における検査委託費や、窓口医事業務や、医療機器保守委託に１，５７０万円を計上し

ております。経費全体で２，６３０万３，０００円を計上しております。また、減価償却に

は８１３万円とし、前年度より１１０万８，０００円が増となりました。これは、２６年度

に保健センターの２階の会議室等が診療所に受贈された処置をさせてもらったため、建物に

係る分でございます。 

  次に、和知歯科診療所の事業でございます。 

  また、２１ページに戻っていただきまして、歯科診療所の医業収益の外来収益につきまし

ては、一昨年１０月に、歯科診療所の施設の場所が移転し、わかりやすい場所になったこと

等により、診療のほうも順調に推移をいたしております。また、土曜日診療も定着する中で、

外来診療の１日当たりの平均患者数は２６年度当初は１日当たり２５人と見込んでいました

が、２７年度には２７人と見込みまして、年間７，９１１人とし、５，７１２万円を計上い

たしております。 

  次に、医業外収益につきましては、国の国保特別調整交付金といたしまして、へき地直営

診療所運営交付に４１３万９，０００円を見込んでおります。また、一般会計からの運営補

助金につきましては、１，３３１万７，０００円を計上いたしております。長期前受金戻入

といたしまして、病院、和知診療所同様にみなし償却制度が廃止されましたので、補助金に

係る１５２万９，０００円を、歯科診療所改修に係る負担金分として９５万４，０００円を、

受贈財産分として８５万８，０００円を、合計３３４万１，０００円を計上いたしておりま

す。 

  次に、和知歯科診療所の収益的支出に移らせていただきます。 

  ３１ページに移っていただきます。 

  歯科診療所事業費用の医業費用における給与費では、医療職、技術職、事務職らの歯科診

療所の配置の人数で算定をいたしております。 

  賃金では、歯科衛生士の技術員と事務員らに係る賃金を主なものとしております。賃金と

いたしましては、８０６万９，０００円を計上いたし、給与費全体で５，６８６万２，００

０円を計上しております。 

  経費では、その主なものといたしましては、委託料で３４ページにあります歯科技工士の

委託らで９０２万円を計上いたし、経費全体では１，５１６万９，０００円を計上いたして

おります。 
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  また、減価償却には全体で３４８万７，０００円を計上いたし、前年度よりも３１万４，

０００円増加しております。これも２６年度に、先ほどの和知診療所同様に保健センターの

１階部分を受領いたし、建物に係ります部分と機器類の購入を行った分でございます。 

  次に、３５ページの４条における資本的収入についてでございます。 

  資本的収入につきましては、京丹波町病院では２億１，４１９万３，０００円を計上し、

その内訳としましては、先ほどの予算、第５条において申しました企業債におきまして、３

６ページの節の企業債の内訳で、病院事業債に電子カルテと医事会計システムに６，０００

万円を充てるものでございます。また、病院事業債と過疎債を充てるものとして、医用画像

情報システム、いわゆるＰＡＣＳと申しましてＣＴやレントゲンや胃透視らの検査等で使用

するフィルムレス化を行う情報システム機器に２，５００万円を、また、同じ事業債に外来

案内表示システムに１，０００万円を充てる予定といたしております。 

  節の企業債償還元金として、償還が本格化いたし、平成２８年度までは毎年１億１，００

０万円余りの元金償還が続く見込みでございます。２７年度は償還金、償還元金が１億１，

９１９万３，０００円を計上いたしております。この償還元金につきましては、一般会計の

出資金により償還に充てております。 

  和知診療所でございますが、２，１２４万３，０００円を計上いたしております。その内

訳といたしましては、節の企業債におきまして、病院事業債にデジタルＸ線テレビシステム

に、いわゆる胃透視らを行う機器に７６２万１，０００円を充てる予定としております。 

  また、同じく、病院事業債にデジタルラジオグラフィー、これはいわゆるレントゲンフィ

ルムのデジタル化機器でございます。５２７万９，０００円を充てる予定をしております。 

  また、病院事業債のほかにへき地診療所補助金といたしまして、８１０万円の府補助金を

予定しており、これらの機器類導入により、和知診療所での健診、検査の受け入れを充実さ

せていただく予定と考えております。 

  また、企業債償還金といたしまして、２４万３，０００円を一般会計出資により計上いた

しております。 

  次に、歯科診療所でございますが、企業債償還に７９万９，０００円を、一般会計出資に

より計上いたしております。 

  次に、３７ページの４条の資本的支出でございますが、支出に当たりましては、京丹波町

病院では資本的支出といたしまして、２億２，８１９万３，０００円を計上し、内訳として、

これまでからの建物の償還に係る節の企業債償還に１億１，９１９万３，０００円を予定し

ております。建設改良におきましては、１億８９０万円を計上しております。現在の建物が
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平成１７年３月の旧町時代に建設されまして、ちょうど１０年が経過いたしました。その機

器類等は旧病院等から引き続き持ってきて使用しているものや、耐用年数の切れたものや、

医療の世界の日進月歩等の進化の関係で、時代の流れに伴いまして、アナログからデジタル

化への移行を必要とするものがたくさん出てまいっております。今回、いろいろと新たに導

入を行うものでございます。 

  まず、電子カルテ・医事会計システム、医用画像情報システム、先ほど申しましたＰＡＣ

Ｓに当たりますが、及び外来案内表示システムの購入につきましては、病院事業債に充てて

いるものでございます。また、ＣＴやレントゲン等を撮影した後のデジタル処理を行うＣＲ

コンソール装置や、災害時の非常用バッテリーにつなぐための無停電電源装置の更新、院内

での照明器具のＬＥＤ化を順番に行っていき、電気代の高騰への対応や、修繕費の抑制をし

ていきたいと考えております。また、防犯用カメラ、サービス向上のための電話、通信の録

音システムの購入予定を考えております。 

  次に、和知診療所でございますが、資本的支出に２，２７４万３，０００円を計上してお

ります。前年度対比２，２４０万５，０００円の増でございます。こちらもアナログからデ

ジタル化への移行の関係や、所長が２６年度から正職員の外科の常勤医師の配置をさせてい

ただいたため、いろいろな機器類の操作を行えることが可能となってまいりましたため、昭

和６１年に導入しましたデジタルＸ線テレビシステム、いわゆる胃透視機器が古くなってお

りますので、その更新と、デジタルラジオグラフィー、いわゆるレントゲンフィルムのデジ

タル化機器でございます。これらにつきましても、平成１６年に購入しておりまして、アナ

ログからデジタル化への移行をしていきたいと考えております。これらにつきましても、健

診、検査の受け入れなどを順次進めていき、充実させていきたいと考えております。これら

は病院事業債と府補助金を充てているものでございます。そのほかに、空調設備室外機に１

４０万円を計上しております。 

  最後に、歯科診療所でございますが、資本的支出につきまして２１９万９，０００円を計

上しております。 

  主なものは企業債償還に７９万９，０００円、そして、機器類、機器備品購入に、コンプ

レッサーとセントラルバキュームの計１３０万円を計上させていただいております。 

  全体の資本的収入が２億３，６２３万５，０００円、資本的支出２億５，３１３万５，０

００円とし、支出に対して収入が不足する額１，６９０万円は過年度分損益勘定留保資金で

補填することといたしております。 

  以上、議案第４３号 ２７年度の国保京丹波町病院事業会計予算の補足説明とさせていた
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だきます。 

  ご審議を賜りまして、ご議決賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口久之君） それでは、お諮りいたします。 

  議案第２８号 平成２７年度京丹波町一般会計予算から議案第４３号 平成２７年度国保

京丹波町病院事業会計予算までの審査については、１５人の委員で構成する予算特別委員会

を設置し、これに付託して審査をすることにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２８号から議案第４３号は１５人の委員で構成する予算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することに決定しました。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ５時５１分 

再開 午後 ５時５２分 

○議長（野口久之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり指名したいと思いま

す。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（野口久之君） 異議なしと認めます。 

  よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の予算特別委員会委員選任名簿のとおり、

選任することに決しました。 

  予算特別委員会をこの場において開催し、正副委員長の選任をお願いをいたします。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ５時５３分 

再開 午後 ５時５４分 

○議長（野口久之君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

  予算特別委員会において、正副委員長が決定しましたので、ご報告いたします。 

  委員長に岩田恵一君、副委員長に森田幸子君、以上のとおりであります。よろしくお願い
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をいたします。 

  これで本日の議事日程は全て終了しました。 

  よって、本日はこれをもって散会いたします。 

  次の本会議は１１日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

  大変遅くなりまして、ご苦労さまでございました。 

  なお、この後、議員控室において、議会広報特別委員会が開催されますので、委員の皆さ

ん、大変お疲れのところではございますが、よろしくお願いをいたします。ご苦労さんでご

ざいました。 

散会 午後 ５時５５分 



 

－１１０－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 
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